




　巻　頭　言

沖縄県における先天性心疾患とこども医療センター

県立南部医療センター・こども医療センター　

　我那覇　　仁　

　

　医学部を卒業し、もう30年あまり過ぎた。学生の頃から将来の専攻は医学の原点とも言える救急医療に興

味を覚えていた。県立中部病院での研修を選択した理由は、当時本土には見られないような実践的な卒後医

学教育を行ない、即戦力となる医師を養成する事で医学会の注目を集めていた病院だからであった。卒業ま

もない時期に大学の友人に会うと、如何に大学医局とは異なった研修が行なわれているか肌身に感じたもの

である。

　先天性心疾患は救急医療を要する事が多く、小児保健とは一見別の領域と感じる者は私だけではないであ

う。しかし小児保健がその地域の“総合的な小児医療のレベルの目安”になると考えれば、小児救急医療、

先天性心疾患も広義の小児保健といっても良いと思う。

　先天性心疾患の発生頻度は100人の出生に対し約１人の割合である。沖縄県の出生数は年間約16,000人で、

先天性心疾患は毎年約160人生まれる事になる。本県では1970年代からこどもの心臓病の治療が行われたが、

当初は比較的手術手技が容易な症例であり、チアノーゼ性心疾患や複雑心奇形など重症例は十分な治療が行

えず、厚生省派遣医師団による手術や本土の医療機関で手術を受けるため、家族の経済的負担は大きなもの

があった。1986年頃から医療機関の努力により、県立中部病院を中心に多くの重症な先天性心疾患の治療が

行えるようになったが、県立那覇病院や琉球大学に手術が分散されていた。2006年、県民の念願であった県

立南部医療センター・こども医療センターが開院し、全国で28番目になる「こども病院」が開設された。こ

れにより沖縄県の先天性心疾患の治療が一カ所に集約化され、他の医療機関との連携を図ることになった。

高度医療を充実させるべく一カ所に医師を集める事になるが、患者家族のアクセスの変化や異動後の病院機

能の問題など、新病院の誕生には痛みを伴う事も少なからずあった。今考えると沖縄県の先天性心疾患のこ

どものためには正しい判断であったと思う。

　こども医療センターには重症の子どもを管理する、小児集中治療室（ＰＩＣＵ）が県内で初めて開設され

た。我が国の新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）はほぼ全国に配備され、新生児医療に関しては世界一といわれ

るが、小児集中治療室の整備は遅れている。こども医療センターのＰＩＣＵ６床を加え全国でやっと100床

を超えたのである。

　手術例も劇的に増加した。小児の心臓手術は年間約80例であったが、小児心臓血管外科や小児循環器科医

の集中化により、手術例は年間150例と倍増し、これは九州地区では第３位に相当する症例数である。最近で

は手術のため本土に搬送する症例はほぼ無くなった。先天性心疾患は様々であるが、特に新生児期に手術を

必要とする症例は完全大血管転位、総肺静脈還流異常、左心低形成症候群、単心室（複雑心奇形）など重篤

な症例が多く、この年齢層の重症心疾患児をいかに救命する事ができるかがこども医療センターの大きな役

割である。特筆すべきは、県立中部病院で、最も治療困難な心疾患の一つである左心低形成症候群に対し

Norwood手術を終えた幼児が、昨年こども医療センターで根治手術になるフォンタン型手術まで到達したこ

とは、両医療機関がスムーズに役割を果たした結果と言える。

　地域医療に関しては過去20年以上にわたり、宮古、八重山など離島における保健師を中心とした小児心臓
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病の定期検診は、地域に密接した地道な保健活動である。またグローバルな視点から、こども医療センター

は国際的な医療協力も求められている。沖縄では日米の政治的摩擦は常在するが、在沖米国海軍病院から、

緊急を要する病児の治療なども期待されており、相互交流と共にこどもの医療に国境があってはならない。

　こどもの日、総務省から2007年度の沖縄県の人口あたりのこどもの割合は18％（全国平均13.5%）で、少子

化の中２位を大きく離した全国一と報告された。“すべてのこどもに最良の医療”を目指し、新生児期から成

人に達するまでの総合的な小児医療・小児保健を目指すこども医療センターの使命は大きい。
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　マイケル・ムーア監督の話題の映画「シッコ」を

見ましたか？

　ムーア監督は、独自の手法で米国の医療体制の矛

盾を次々に明らかにしていきます。衝撃的な場面を

紹介しますと、「無保険のため足の切創を、無麻酔で

家庭用の針と糸で自ら縫合している男」、「離断した

指二本の縫合代金を支払えず、一本のみ縫合しても

らった男」、「必要性とは無関係に、加入している医

療保険会社により診療内容が制限されている実態」、

「保険会社の社員は、診療内容を査定し保険金を支

払わないことが社内での業績になるため、不適正な

査定を重ねていること」、「医療費を払えない患者

を、引き受けざるを得ない公的病院の前に置き去り

にする」などです。

　米国の医療は市場原理主義が貫かれており矛盾だ

らけです。まさに受けられる医療はカネ次第、命は

カネ次第という状況です。国民の７分の１に達する

保険に未加入の貧困層は切り捨てられた状態です。

中産階層は、加入している医療保険会社により診療

内容を制限されています。一方、中間階層の破産の

原因として、高額な医療費負担が最も多いとされて

います。世界最高水準の米国医療の恩恵に預かって

いるのは一部の富裕層に限られています。

　映画では、カナダ、英国、フランス、キューバな

ど米国以外の国々の医療体制を紹介しますが、評価

はかなり甘くなっています。少なくとも米国の医療

体制よりはましだということでしょう。いかなる評

価をくだすのか興味がありますが、この映画に我が

国は登場しません。

　こと医療体制に関して、米国をお手本にしてはい

けないことは明らかです。しかし、「シッコ」の内容

はひょっとすると日本の医療の近未来図かもしれま

せん。

　さて、我が国の医療の実情はどうなのでしょう。

政府は日本の医療をどう方向付けようとしているの

でしょう。日本の医療の現状と課題に関して調べて

みました。

　経済開発協力機構ＯＥＣＤのhealth　data2007に

興味深い内容が見られます。現在、日本の医師数は

人口10万人あたり200人です。30の加盟国の平均は

約300人であり、我が国は３分の２の医師数にすぎ

ません。80年代に厚生省（当時）は『医療費亡国論』

という暴論を提唱しました。その内容は『高齢化に

伴い今後、医療費はウナギ登りに上昇し、国家財政

を圧迫する。一方、医療費は医師数と相関して増大

する。したがって医療費と同時に医師数も制限する

必要がある』というものでした。その結果が今日の

医師数です。医療の進歩と要求される医療レベルに

応じて必要な医師数は必然的に増加します。小児科

でいえば、超未熟児が医療の対象ではなかった頃

や、複雑心奇形や胆道閉鎖症を救命できなかった

頃、造血幹細胞移植が行われなかった時代に比較す

れば、高い医療レベルに相関してより多くの医師を

必要とすることは明らかです。

　総医療費についても我が国は低く抑えられていま

す。国内総生産（ＧＤＰ）の８％ですが、ＯＥＣＤ

の平均は９％、米国は15.2％です。国民一人あたり

の医療費も米国の6,401ドル、平均2,759ドルに対

し、我が国は2,358ドルです。

　少ない医師数（医療従事者数）、少ない総医療費の

ために多くの医療従事者は過重勤務を強いられてい

ます。加えて、米国を後追いしているような、医療

訴訟の増加があります。紙面の関係で詳細は省略し

ますが、「病死を受容できない、病気の多様性・病人

　論　　壇

医療は崩壊の危機から再生できるか？

沖縄県　病院事業局　安慶田　英　樹　
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の複雑性・医療の限界を理解できない」傾向が一般

の人々や報道関係者に留まらず、司法や警察にまで

認められ、医療訴訟増加の誘因になっています。

（象徴的な事件が福島県立大野病院産婦人科の「刑

事」事件です。）

　医療従事者の不足と過重勤務、総医療費抑制と病

院の必然的な赤字（特に公的病院）、医療訴訟の増加

のすべてがマイナス方向のベクトルとなって、「医

療崩壊」を引き起こそうとしています。日本は安い

医療費で最も高い医療水準（平均寿命、乳児死亡率

など）を獲得したというＷＨＯの評価もありますが、

それは安全性の犠牲と医療従事者の献身的な貢献に

よって支えられたものでした。医療現場はかつてな

い危機的な状況にあります。この状況に及んでも、

政府の医療政策は「公的医療費の伸びの抑制」に重

点をおき、米国型の医療を目指していると思わざる

を得ません。

　医療は、福祉や教育と並び不可欠な社会基盤（イ

ンフラ）です。医療再生への道筋はどうしたら描け

るのでしょうか。少なくとも医療従事者の増員と総

医療費の増加は不可欠であると考えます。そのため

には、何を優先するのか、何を守らないといけない

のか、最終的には国民自身が選択する必要があると

思います。
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　「食べる機能と味覚の発達」というテーマで子ども

の口の中がどう変わっていくか、それに応じて食べ

る機能がどう発達するかを、特に乳幼児期を中心に

お話させていただきたいと思います。

　この数年、食べるということが注目されてきてい

ます。平成17年に食育基本法が制定され、各地で食

育の推進が行われています。さらに、授乳・離乳の

支援ガイドも今年の春に改定され、授乳が加わっ

て、授乳・離乳の支援ガイドという形で新しくなり

ました。

　その中で、離乳の進め方も変わってきています。

以前の初期・中期・後期というような言葉は使わな

いとか、特に歯科のほうからいきますと、歯の生え

方とか、口の発達に応じた進め方を、というように

なりました。ただ、よくお話を聞きますと、なかな

か口の中の状態、そして、どういうふうになったら

どう進めるのかというのがなかなかつかみにくいと

いうお話もう伺います。

　子どもの口の中でも、歯の生え方というのは個人

差が大きく、極端に言えば、出生時に生えているお

子さんが0.1％ぐらいいらっしゃいます。それから、

普通の早い、遅いという正常範囲でも、もう４か月

ぐらいで生えるお子さんもいれば、12か月ぐらいに

なってやっと生え始めるお子さんもいらっしゃいま

す。ですから、お子さんのそういうような発達の状

況というのも幅があります。それをある程度見極め

ながら、離乳を進めていく必要があるかと思いま

す。

　口の働きといいますと、まず大きな働きに、食べ

ることと話すことがあります。これはとても人間の

生活にとっても重要な部分です。また、人間らしさ

という部分になると思います。

　それ以外に、普通は呼吸をするのは鼻ですが、鼻が

詰まったりすると口で呼吸をするという部分があっ

て、呼吸をする器官でもある。それから、泣いたり、

笑ったりということで、感情を表すという面でもや

はり口というのはとても重要な部分になっていると

思います。口が動かなかったら、やはり顔の表情と

いうのはあまり出てきません。

　そういう中で、特に子供の発達の中で考えていき

ますと、ただ食べるだけではなくて、おいしく食べ

ること。そしてまた、楽しくしゃべりながら周りの

人とコミュニケーションを交わすこと。そして、泣

いたり笑ったりして感情表現をすること。こういう

ことはすべて子供の体、心、両面にかかわります。

心身の健やかな発育にとってとても大切な部分で

す。ですから、そういう面では、やはり口の機能を

使って子供の発育というのはかなり保障されている

という部分があると思います。

　そういうわけで、やはり口が健康で、そしていろ

いろな機能が営める。食べるとか、話すというよう

な口の機能が健全に営まれて、そしてそれが生活に

生かされるということが大切です。ただ口がきれい

で、歯がきれいで、歯並びがそろっているとか、虫

歯のない口ということだけではなくて、ちゃんと食

べるという機能を営む。そしてまた、人と話すとい

う機能を営む。そういうことによって、やはり生活

が非常に有効に営めるわけです。そういう意味で、

発達が保障されるという部分になると思います。

　そして、食事や、会話が楽しめるということで、

心の発達にもつながっていくというように、食べて

体が満足するだけでなくて、食べておいしかったと

いうことが味わえれば、やはり気持ちが満足すると

いう、そういう部分の心身の満足ということも非常

　保健セミナー

食べる機能と味覚の発達

～ 小児の口の発育からみた離乳食・幼児食の進め方 ～

昭和大学歯学部小児成育歯科学教室　井　上　美津子　

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 
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に重要になってくると思います。

　また、発育途上のお子さんにとって、口を使って

食べたり、いろいろ話をしたりして口が使われるこ

とで、歯や口の発育が促される部分があります。こ

れは使えば使うほど顎が発達するということにはつ

ながりませんが、適度な運動が体の成長に重要とな

ります。適度に口を使うというような行動が、やは

り顎や歯の発達にとって重要だということです。

　お子さんの口というのは実際のところ大きく変化

します。生まれたばかりの赤ちゃんにはまだ歯が生

えておりません。ところが、生後半年ぐらいします

と乳歯が生え始めます。大体２歳半から３歳ぐらい

で乳歯が生えそろいます。今度は６歳ぐらいになっ

てくると、乳歯から永久歯の生えかわりが始まった

り、乳歯の後ろに新しく大臼歯という新しい永久歯

が生えてきたりして、小学校の期間というのが生え

かわりの期間です。

　そして中学校ぐらいになると、このようにひと回

り大きな永久歯列になり、顎もそれだけ成長してと

いうように、中学ぐらいで大体親不知を除いた永久

歯が生えそろうという状況になります。このように

形が発育する間に、やはり口の機能というのも非常

に発達が著しいものです。

　特に食べる機能ということで考えていきますと、

乳歯が生え始める大体生後半年ぐらいからちょうど

離乳が始まります。乳歯の奥歯が生えてくる１歳過

ぎぐらいに離乳が完了になって、そして幼児食とい

いますか、いろんなものが食べられるようになるの

ですが、乳歯が生えそろうまでは、なかなか私達普

通の大人と同じようなものはまだ食べられません。

ただし、乳歯が20本生えそろうぐらいになると、大

分大人に近い食事がとれるようになってきます。

　ですから乳幼児期には、食べる機能の発達という

のが、非常に著しい部分があります。そこから顎も

成長し、歯も生えかわりながら、どんどん咀嚼の機

能も高まってきますし、それから、食べる行動も、

みんなで食べるなどという部分が加わってきます。

その中で、歯、口の発育と食べる機能の発達という

のは密接な関係があるという状況です。

　歯と口の健康を保つことで、好きなものをおいし

く食べられ、会話が楽しめるということは、これは

実際には子供の時期ばかりではく、成人、老人にな

ってもとても重要な部分になってきます。いま歯科

の方では、「8020」という運動をすすめています。こ

れは、80歳になっても20本の歯を残そうという運動

です。

　なぜ20本かというと、大体20本の歯があると、ほ

ぼ自分の好きなものが食べられるという状況です。

みんなと一緒に食べて、好きな物が食べられるとい

うことは、やはり生きがいを残す、いわゆるＱＯＬ

を向上するということになります。老人になっても

歯の健康を保ちながら、おいしく食べることがとて

も重要ということになってくると思います。

　ただ、いま申し上げたように、食べる機能の発達

の基本的なところは、ほとんどこの乳児期から幼児

期にかけて行われます。そして、乳歯が全部生えそ

ろうとちょうど20本なんです。ですから、20本歯が

そろうと噛み切る前歯がそろって、それから噛み潰

す奥歯もそろって、いろいろな歯のタイプがそろっ

てくるので、いろいろな食べ物に対応できる、咀嚼

の力もついてくるという状況になってきます。

　まず、生まれる前の段階から実はいろいろな食べ

る機能の準備はなされております。

　妊娠の４～６カ月ぐらいの時期になると、実際に

は乳歯の歯の芽に、石灰化と言いまして、リンとか

カルシウムの沈着が起こり、歯が硬くなり始めま

す。それと同時に、指をしゃぶっているような動き

などが認められます。これがいわゆる生まれてすぐ

哺乳をするための準備と考えられ、そのための反射

がそろそろ培われてくるという状況が推察されるわ

けです。

　大体妊娠の８カ月ごろには、哺乳のための反射、

吸啜とか、嚥下ということができあがってきます。

大体29週から32週ぐらいになってくると、哺乳のた

めのいろいろな反射がほぼ確立してきます。

　健康に生まれた赤ちゃんの場合、自力でお乳を吸

うというような能力を身につけております。この時

の口の中は、まだ乳歯は生えていない。顎の形もち

ょうど哺乳に適した形をしております。

　吸啜というお乳を吸う動きは、実際に反射で行わ

れる動作なので、舌も、唇も、顎も、反射で一体的

に動いて、一生懸命吸うという動きになってくるわ
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けです。

　出生直後はなかなか体が自由に動かない赤ちゃん

も、生後２、３か月ぐらいになると非常に動きも活

発になってまいります。そうすると、手足を動かし

て、自分の手がお口の周りに触れたりしても、実際

には先ほど言った吸う反射が起こります。いわゆる

哺乳のための反射というのは刺激が加わると一定の

動きが起こるものですから、我々が例えば指の先で

赤ちゃんのほっぺを触ってあげても、それをとらえ

ようとして吸う動きなどが出てきます。ですから、

自分の指が触ったりしても、そういうような吸う動

きにつながってくるわけです。

　ですから、指しゃぶりの最初のきっかけは、そう

いうような哺乳の反射とのつながりというのが考え

られております。ただ、吸ってみるとなんかおっぱ

いを吸う代わりになって、気持が落ち着くというこ

とで、だんだんに手の動きが自由になってきた赤ち

ゃんは、自分から口に指を持っていって吸うという

ような動きが見られるようなってきます。

　実際に、歯科の方では指しゃぶりを問題行動とし

てとらえることが多いのですが、先ほど言った胎児

期の指しゃぶりというのは哺乳のための練習です

し、乳児期の指しゃぶりというのは、手と口の協調

の動きとして、とても重要な動きなんです。口の発

達の上でも非常に大切な部分ということで、最近は

指しゃぶりの価値観というのが改めて見直されてき

ております。

　また、単に親指をしゃぶるだけではなくて、いろ

んな指をしゃぶったり、なめたりします。実は丸ご

となめる赤ちゃんもいれば、すごい器用な赤ちゃん

は足の方をなめる赤ちゃんまでいます。要するに、

自分の身体の確認行動のようなものとしてしゃぶる

という動きが見られるわけです。

　赤ちゃんの場合、口へ何でも持ってきて、唇で、

舌で確かめながら、いろいろな大きさ、硬さなどを

確かめて、いろいろな刺激を取り込みながら感触を

知る。そういう意味で、いわゆる赤ちゃんの確認行

動としても指しゃぶり、手しゃぶりの価値というの

も、非常に高いものです。

　生後２、３カ月過ぎてきますと、いわゆる遊び飲

みが見られます。この遊び飲みというのも子どもの

発達のひとつの段階なのです。自分で吸う状況をコ

ントロールしながら、いわゆる吸啜を拒否する反射

みたいなものもある程度育ってきて、自分のペース

でおっぱいを飲みながら、一旦飲んでまたちょっと

休憩して、お母さんの方を見たりして、そして声を

出したりして、また続けて飲むという、そのような

遊び飲みというのは、口の機能の面でも発達のひと

つの段階と考えられます。

　もう１つ、ちょっと休憩したときに、赤ちゃんは

お母さんの方をよく見るんです。また眼差しが返さ

れると、今度はちょっと声を「あー」とか、「うー」

とかあげて、それにまた親が答えると、まだ言葉に

ならない会話みたいなものがだんだんに成り立って

くる。このような授乳時のやり取り、眼差しを交わ

したり、ちょっと声かけをしたりと、そのような部

分がいままた母子保健の中では、大切に考えられて

います。

　生後４カ月過ぎてきますと、手でいろんなものが

握れるようになります。それまでは赤ちゃんは把握

反射と言いまして、反射で物をつかむことはできる

んですけれど、自分の意志でなかなか好きな物をと

らえてつかむことができなかったわけですが、把握

の反射がとれて、自分の意志でつかめるようになり

ますと、身の回りの物を何でも触って持ってきて、

口に持っていってというような動きになってきて、

いわゆる、おもちゃしゃぶり、おもちゃなめみたい

なものが起こってきます。特に身の回りのおもちゃ

なんかを何でも口に持っていってなめて、しゃぶっ

てと。これもあまり危険なものでは困りますけれ

ど、身近にあるいろいろな物をなめしゃぶる行動、

これによって、赤ちゃんはお乳以外のものを口に入

れるということに慣れてくるわけです。

　これは実際のところ、例えば歯科の方でいきます

と、歯ブラシなどを受け入れてくれるためのいい準

備になります。ですから、おもちゃなめ、おもちゃ

しゃぶりなどを十分にしたお子さんの方が、いろい

ろな離乳の開始のときのスプーンの受け入れとか、

歯ブラシの受け入れなどもスムーズになってくると

思います。

　そういう中で、出生時には哺乳の反射が備わって

いるということが、自力でお乳を吸うためにとても



大切だったわけですけれど、ただ、お乳を吸う反射

では固形物は舌で押し出してしまう動きで、固形物

は食べられない、スプーンも十分には受け入れられ

ないわけです。ところがよくしたもので、そのよう

な哺乳の反射というのはだんだんに消えてきます。

これは脳が発達して、いろいろな動きのコントロー

ルができてくるのと、それからもう１つは、今言っ

たように、自分で刺激を取り込みながら口がいろい

ろなものに慣れていく。口が脱感作と言いますか、

いろんな感触に慣れてくる。

　そういうようなことで、今度は自分からの、いろ

いろな自発的な動きとしての口の動きというのがや

っと生まれてくるわけです。その時、口は非常に発

育がさかんになります。これは湖城先生という沖縄

の先生で、私どもの教室にいた先生ですが、ちょう

ど乳児期のまだ歯が生えていない顎の成長をいろい

ろ歯形を取ってみたデータですが、そうしますと、

乳児期に非常に発育の著しいところがあります。こ

れがどこかというと、下の顎の前方部への成長なん

です。

　生まれたばかりの赤ちゃんというのは結構下顎が

小さ目で、高さもないです。それが生後半年ぐらい

で下顎がかなり前の方に成長します。さらにアーチ

も広がってきます。生後１年間は、まず前半でぐっ

と成長し、後半でもまた成長が著しい状況です。で

すから、下顎の成長というのは、乳児期に非常に盛

んに起こります。

　離乳の開始は５～６か月ぐらいというのが、現在

基本的なラインだと思います。

　このぐらいに離乳を開始するときの、月齢以外の

目安ということになってくると、１つは、やはり首

が座ってくることです。そうすると、顎の動きや、

飲み込むときの喉のまわりの筋肉が非常に発達して

くるので、飲み込みがスムーズになります。ですか

ら、首が座って、頭の部分のコントロールができる

ようになるということと、それからもう１つは、哺

乳の反射がなくなってくるということが必要です。

　それと同時に、家族が一緒に食べるところを見せ

ていくというのも、離乳をうまく進めるためには非

常に大切かと思います。みんなが食べるところを見

ていると、すごくスムーズにいきやすいのではない

かと思います。

　離乳期に獲得する食べる機能ということになりま

すと、まず、口を閉じて飲み込む、それから唇で取

り込むというような新しい動きです。これは哺乳と

は全く違った動きです。

　最初食べ物の前に、まず自分の唾液を飲み込んだ

り、口を閉じて飲み込むということを少しずつ覚え

ながら、離乳の最初のほとんど処理しなくてもいい

ような食べ物をまず唇で取り込んで、飲み込み方と

いうのを覚えるわけです。こういう段階をおったス

テップでいろいろな食べる機能が発達していきま

す。

　離乳というのは単なるお乳から固形食へと食べる

物の形態が変わるというだけではなくて、それに応

じた口の動きが獲得される時期ということにもなっ

てくると思います。

　ちょうど乳歯が生えるぐらいの時期になると、顎

のアーチが結構広くなります。それと同時に、歯を

支える骨が成長し、顎の高さも成長します。そうす

ると、高さがでてきて、またアーチが広がれば、当

然舌が外に出なくて、口の中に収容されやすくな

る。この舌の動きが徐々に食べ物を送り込む動きを

うまく獲得してくるというわけです。

　この頃最初に与える食事というのは、あまり処理

しなくても済む食べ物でそういう動きを練習するわ

けです。

　最初はともかくそのまま飲み込めるなめらかなペ

ースト状ものというのが条件になります。

　ちょうど８か月ぐらいになってくると、上の前歯

も結構生え始めます。上下の前歯が出てくると、顎

の高さも成長します。それと同時に、前歯が上下そ

ろうと、舌が前方に出にくくなって上下の動きがし

やすくなってきます。

　ただし、顎の高さが増して喉の成長も起こってく

ると、食べ物を飲み込む時に鼻や気管との間を塞ぐ

必要がでてきます。呼吸をする時には鼻から喉を通

って気管に空気が流れますが、口から食べたものを

食道にうまく送り込むためには、呼吸を止めて鼻や

気管との間を塞がなければならず、お乳を飲む時の

ような口を開いた状態で飲み込むことができませ

ん。こうして、口を閉じて呼吸を止め、ゴックンと
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飲み込むという動きを覚えていくわけです。

　１歳ぐらいになると、前歯がそろって、そして奥

歯もそろそろ生える準備で、歯茎に膨らみが出てき

ます。従来でいう離乳の後期になってくると、だん

だんに脇の方の歯茎で食べ物をつぶすということを

覚えると言われますが、奥の歯茎で食べ物をつぶす

ためには、細い歯茎だとなかなかうまくつぶせませ

ん。

　一歳の誕生近くなると、まだ歯は生えてこなくて

も、歯が大分成長してきますと、顎の広がりが出て

きます。歯茎が膨らんで幅と高さがでてくると、そ

の上に食べ物を乗せて潰すというのが非常にやりや

すくなります。口が奥歯の生える準備をして、歯茎

が膨らんでくるという時期が、そろそろ奥歯でもの

をつぶすというのにちょうど適した時期になってき

ます。後期食といいますか、奥歯を使った咀嚼の第

一歩というのはこういうような段階になってきてか

らの方が、スムーズに物をつぶしやすいと思いま

す。

　こうして、第一乳臼歯が生えてくると奥歯でつぶ

すとか、前歯も上下そろってくると前歯で噛み切る

という、少しずつ歯を使った咀嚼を覚えてきます。

　咀嚼というと、どちらかというと顎の動きだけに

注目しがちですが、とても大事なのは舌の動きで

す。まず舌でつぶせない硬さのものをより分ける。

そして、実際に舌で歯茎の方に送るわけです。歯茎

でつぶした後、つぶした食べ物もできるだけほっぺ

の方にいかないように舌で集めて、飲み込む形にも

ってくるわけですから、舌が脇の方にうまく動きな

がら食べ物を処理していくという、そういうよう

な、舌と顎の動きが連動しないと、歯茎でつぶすと

いうふうな動きが成立しません。

　そういう意味では、舌の動きが活発になってくる

ということが重要な要素になってくるわけです。そ

れと、歯茎の膨らみが出てきたほうがつぶしやすく

なるということになります。

　離乳食の味付けの話をしますと、薄味で味覚を育

てるというのが非常に重要になってきます。初めの

うちはどちらかというと調味料をあまり使わない

で、だし汁程度で十分というような、野菜にも自然

の甘みがありますし、ご飯も甘みがありますから、

それで十分ではないかと。

　砂糖、醤油、塩はできるだけ控えめにして、少な

くとも従来で言う後期食以降ぐらいでいいんじゃな

いかと考えられています。最初から味の濃いものを

与えてしまいますと、やはりそちらの方に慣れてし

まって、ついつい塩分、糖分の取り過ぎになりやす

いという状況がありますので、そういう意味では、

最初の離乳食というのは、できるだけ自然の味を経

験させたいものです。

　１歳の前半ぐらいで前歯がしっかりとそろって、

そして、最初の奥歯、第一乳臼歯と言われる最初の

奥歯が上下噛み合ってきます。このくらいになる

と、先ほど言った歯を使った咀嚼、前歯で噛み切る、

それから、奥歯でつぶすというような作業がしやす

くなってきます。ですから、これが離乳がそろそろ

完了に向かう時期ということになってくるわけで

す。

　離乳完了の目安ということになってきますと、従

来は12～15か月と言われていましたが、実際には第

一乳臼歯という奥歯が生えてくるお子さんが、平均

が14、５か月です。14、５か月で生えてきた歯が、

生えただけですぐうまく使って噛むということはで

きません。ですから、奥歯が生えてかみ合って、そ

して少し練習がされるということを考えると、大体

１歳半ぐらいまでの幅で考えたほうがいいと思いま

す。そこで、離乳は１歳半ぐらいまでに完了すれば

いいということが、今言われています。

　離乳が完了した段階で、３回の食事でほぼ必要な

栄養がとれるようになります。もちろん、まだミル

クとか、牛乳とか、乳成分で補うということも必要

ですけれど、基本的な栄養がとれるということで

す。それから、歯が大分増えてきますので、歯を使

って噛むことができるようになり、自分で食事がと

れるようになってきます。

　赤ちゃんは離乳の初めの段階から、結構食べ物に

興味のあるお子さんは、手を伸ばしていろんな食べ

物に手を入れてなめたりということがありますが、

実際にある程度の形のあるものをつかんで食べるよ

うになるのは、１歳近くになってからです。ですか

ら、１歳ぐらいになってくると、形のあるものを自

分でつかんでまず食べる。それが食べ物に関する手
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と口の協調の第一歩です。

　最初からスプーンとかフォークをうまく使うとい

うのはなかなか難しいので、まずは自分の手を伸ば

して、そして食べ物をつかんで口に持ってくるとい

う手づかみ食べです。手づかみ食べがうまくなって

から、スプーンとかフォークの練習をした方が、手

と口の協調がうまく育ちやすいと言われています。

この手づかみ食べというのは、自分で食べようとい

う意欲の表われであり、手と口の協調を育てる第一

歩でもあり、そういう両面で非常に、大切なもので

す。まず手づかみ食べを少しやってから、食具の使

用というような流れになってきているというのが現

状です。

　１歳半過ぎてきますと、乳歯の犬歯が生えてき

て、一番奥歯を除いた乳歯がそろいます。見掛けか

らみると、大体乳歯がそろっているように見えるの

ですが、実際に口の中では前歯と最初の奥歯が揃っ

ている段階です。ですから、本当はこのさらに後ろ

の奥歯が２歳過ぎると生えてきて、乳歯の噛み合せ

が完成します。まだ手前の第一乳臼歯と呼ばれる乳

歯は、噛む面も小さくて、噛む力も弱いのです。こ

の歯が生えると、一応噛み潰すことはできるのです

けが、まだあまり十分な噛む力がない。ですから、

１歳、２歳の前半ぐらいでは、まだいろいろな食べ

物を大人と同じような処理をするのはとても難しい

ということになります。

　ところが、いわゆる離乳の完了といわれていた15

か月ぐらいまでというのは、かなり保護者の方も、

お子さんの食べ物、食形態などには配慮があるんで

す。ただ、16か月以降になると、半分ぐらいの保護

者が大人と同じメニューを与えているというデータ

が出ています。ですから、そういう意味ではまだ幼

児食の概念というのが育っていないで、離乳食を終

わったら大人と同じものでいいという感じがまだま

だ続いているのかなというのが現状です。

　１、２歳代になると、そろそろ離乳を完了して、

幼児食で歯を使った咀嚼を覚えていく時期です。そ

して、最初に生えてくる奥歯である第一乳臼歯とい

うのは、まだ噛む面積も小さい歯です。ですから、

そういう意味では噛む力も弱いのです。一応形があ

るものをつぶすということはできますが、すり潰し

には向きません。そういう意味では、すごく弾力性

のある食べ物とか、繊維の多い食べ物とかは難し

い。そういう意味では、形はあるけれど、多少は軟

らかめの食品を選んだほうが無難であるという状況

です。

　それからまた、１、２歳代というのは、生活習慣

がいろいろ形成される時期で、３回の食事を中心

に、生活リズムが整ってきます。家族のみんなと一

緒に楽しく食べるということで、食べる意欲や食べ

るという行動も非常に育つ時期なので、食べる時の

環境づくりがとても大事な時期になってきます。

　また、昨年から私たちがまとめてきたのが、「歯か

ら見た幼児食の進め方」というものです。離乳まで

はある程度方向性があるのですが、離乳から幼児食

にかけても、やはり歯の生え方と食事の進め方とい

うのが非常に関係が深いのではないかということ

で、小児科、小児歯科、栄養士、また心理の先生に

も加わっていただいて、いろいろ検討してまとめま

した。１、２歳代、要するに、一番奥の乳歯がまだ

生える前というのは、処理しにくい食べ物も多いと

いうのが現状で、先ほど申し上げたように、すり潰

しがうまくできないので、そういうのが必要な食品

というのは、子供にとっては食べにくい。だから普

通だったら出してしまうわけです。

　ただし、出すと汚いとか、お母さんが不愉快そう

な顔をしたりすると、子供はやっぱり黙って口の中

にためていたりとか、ちょっと粗きざみのまま、本

当はまだ飲み込み易い形にしていないのに飲み込ん

だりして、いわゆる丸呑みを覚えてしまったり、食

べ方の問題につながってくることがあります。です

から、やはり１、２歳の段階では処理しにくい食べ

物というのもちょっと念頭においておく必要がある

かと思います。

　生野菜のキュウリとか、レタスというのは、噛ん

だだけではつなぎがありませんよね。ですから、パ

サパサという感じで、ある程度噛むことはできるけ

れど、なかなかうまく飲み込み易い形にならないの

で、やっぱり小さいお子さんは、キュウリなどは噛

んで出してしまうことが多いです。実は、出すのが

賢いんです。うまく処理できずに飲み込みにくかっ

たら出すのが賢いけれど、場合によっては、今言っ
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たようにためたり、丸呑みしたりということが起こ

りやすいのです。また、レタスなんかでもちょっと

切ってあげて、マヨネーズであえたりすれば食べや

すくなります。そういうふうな工夫をしてあげれば

随分違うわけです。

　それから、繊維のあるお肉とか野菜などもなかな

か処理しにくいものです。

　また、カマボコとかウインナーも非常に弾力性の

強い食品というのは、調理形態をよっぽど工夫しな

いと食べにくい。

　それから、茹でたままのブロッコリーだとか、パ

サパサのままのひき肉とかというのも、まとまりに

くくて飲み込みにくい。ただし、調理次第で全く変

わります。バラバラになってまとまりにくいもの

は、やっぱり非常に飲み込みにくいと思われます。

あと、皮が口に残るものとかは１、２歳では処理し

にくい食べ物と言われています。

　それから、誤飲しやすいもの。「飲」だけならいい

んですけど、丸呑みしやすいもの、又は喉に引っか

かりやすいものは、これはもっと注意が必要です。

蒟蒻ゼリーとかお餅というのは、老人でも喉に詰ま

って死亡事故などが毎年起こりますよね。

　今年でしたか、蒟蒻ゼリーに関しましては、学童

期でも事故が起こりました。蒟蒻ゼリーのような弾

力性があって、うまく噛み切れないようなものをお

子さんに与えてしまいますと、喉に詰まりやすいと

いう問題があるので、これは食べにくいというレベ

ルより、与えてはいけない食べ物と思っていただい

たほうがいいです。

　２歳から３歳ぐらいにかけて、いわゆる先ほどの

第一乳臼歯の後ろに第二乳臼歯という奥歯が生えて

きます。この歯が上下生えて噛み合うようになって

くると、すりつぶしまで結構できるようになってき

ます。この歯が生えて、３歳過ぎてきますと、食べ

られるものの幅がかなり広がってきて、すりつぶし

が可能な状況になってきます。

　いちばん最後に生える上の第二乳臼歯が、２歳半

から３歳ぐらいでそろいますので、３歳過ぎのお子

さんは上下20本乳歯が生えて、ほぼ大人に近い食事

がとれるようになってきて、咀嚼もだんだん充実し

てくるという段階になります。

　食べるということも学習です。そういう学習能力

がうまく育つためには、環境がうまく整って、本来

持っている能力が育つという部分があるので、基本

的な、そのような食べる経験などを増やしながら、

だんだんに咀嚼の力がついてくるのではないかと思

います。そういう意味で、咀嚼の能力が充実してく

る時期に、どんな食環境にあるかというのは非常に

影響が大きいと思います。

　３歳過ぎてきますと乳歯が生えそろいます。そし

て、乳歯の噛み合わせというのが３歳過ぎに完成い

たします。一番奥の乳歯である、第二乳臼歯、これ

は噛む面がしっかりしているというか、大きい歯な

ので、これが噛み合うことで咀嚼の力が非常に増し

てきます。そういうことで、３歳を過ぎてきます

と、大人に近い食事がとれるようになってきます。

　それからまた、３歳過ぎると幼稚園に入園するお

子さんも増えますので、入園によって、みんなで食

べる、集団での食事の場面の経験も増えます。食体

験も広がって、いろいろな食べ方、それから食事の

マナーを覚えてくるという状況です。

　１歳、２歳ぐらいから徐々にスプーンやフォーク

は使えるようになってきますが、箸というのは非常

に扱いの難しい部分があります。あまり低年齢のう

ちに箸を使わせると、結局握り箸と言いますか、ス

プーンやフォークのような使い方をしてしまいま

す。３歳、４歳ぐらいを過ぎてやっと箸を扱えるよ

うになってきます。指先の器用さも出てくるので、

このぐらいから箸は使わせ始めた方が、実際には上

手な箸の使い方が覚えやすいかなと思います。

　この時期の味覚ということで考えていきますと、

基本的に赤ちゃんが受け入れやすい味というのは、

甘み、うまみは本能的に受け入れやすい味なんで

す。塩味も薄い塩味というのは慣れやすい味です。

ところが酸味や苦味というのは腐ったり、毒の味な

のです。ですから、もともと子供というのは防御反

応が発達しているので、そういうものは受け入れら

れない味、受け入れにくい味になります。

　いろいろな食べ物の中の、部分的に薄い酸味、そ

れからちょっとしたほろ苦さ、野菜だとかいろいろ

ありますが、そういうものをみんなと一緒に少しず

つ体験していくことで、酸味とか苦味にだんだん慣
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れてくる。そういう意味では、新しい食材に出会い

ながら味覚の幅が広がってくるし、酸味とか苦味と

いうのも、楽しい食事で、みんなで食べるという場

の中で、少しずつ体験していくことで、受け入れが

出てくる状況だと思います。最初から強い酸味なん

かを与えたら拒否反応で、苦いものを最初から受け

入れられるはずはなく、徐々に慣れてくるという状

況です。

　最初のうち、お子さんの好き嫌いというのは、あ

まり味によるものとはいえません。どちらかという

と、食形態とか、そのようなものが関与している場

合が多いのですが、逆に２、３歳過ぎてきますと、

味覚もだんだんに育ってきます。そういうことで、

味による好き嫌いというのは、２、３歳過ぎてから

の方が出てきやすいようです。

　それから、甘みに対する嗜好性のようなものも出

てきます。強い味とか濃い味に慣れてしまうと、非

常に嗜好性が高まりやすいという傾向があります。

特に甘い味に慣れてきますと、もっと強い甘味を求

めたり、酸味とか苦味が非常に受け入れにくくなる

というような傾向もみられます。

　また、幼児期にみられやすい食べ方の問題をみて

みますと、３歳過ぎたお子さんで、まだ「遊び食べ

などが結構よくある」というのが４分の１ぐらい。

それから「時々ある」というのが半数以上です。で

すから、遊び食べがほとんどみられないお子さんと

いうのは15％しかいなかったという状況です。

　これは３歳過ぎたお子さんでのデータです。です

から、２歳児ぐらいではもっと多いかもしれませ

ん。そういう意味で、遊び食べというのは結構低年

齢ではみられやすい状況ではありますが、やはり食

べることになかなか集中できないお子さんの姿とい

うのが出てきていると思います。

　それから食べる意欲。食べる意欲も「いつもある」

というのはせいぜい２割ぐらいです。毎日の食事で

食べる意欲が「ほとんどない」という子は６％みら

れました。これはお子さんのいろいろな生活状況と

の関連も深く、また、自分からほとんど食べようと

しないお子さんも一部にみられたという状況です。

　食物の貯留といいますか、ためて飲み込まないお

子さん、これも「よくある」が９％もいました。

「時々」を含めると約半数にためる行動がみられま

した。ただ、時々というのは、自分のあまり好きで

はない食べ物を与えられた時だとか、おやつはよく

食べるけれど、ご飯になるとためるとか、そういう

ことがよく聞かれ、全体に好き嫌いとの関連がある

ようです。それから、「よくある」というお子さんの

場合には、お子さんの生活全般の特徴とも関連がみ

られました。

　１歳児と３歳児のためる行動で関連をみまして

も、やはり１歳のときによくためる行動があったお

子さんですと、３歳になっても約半数ぐらいにため

る行動が残ってしまいます。ただ、１歳でほとんど

なかったというお子さんの中でも、３歳になったら

逆にためる行動が出てくるお子さんもいました、や

はり１歳代のためる行動と、３歳のためる行動の関

連はあるようです。１歳の時にはためなかったけれ

ど、３歳ぐらいになってためる行動が出てきたお子

さんは、これは機能的な問題というよりは、お子さ

んの食環境との関係が強くみられました。

　また、これは私どものデータではなくて、愛知学

院の村上先生のデータですが、口にためたまま飲み

込まないお子さんの特徴を調べてみると、いわゆる

活気がない、疲れやすい、新しいことに馴染みにく

い、不器用で一人遊びが多いとか、運動神経が鈍く

てやせ気味という特徴がみられました。

　ためて飲み込まないお子さんの生活状況をみてみ

ますと、やはり生活リズムが整っていないとか、離

乳のステップがあまり適切でなかったとか、食生活

に工夫が少ないとか、食内容が偏っている。そし

て、いわゆる食べる経験、食体験の幅が狭い。そし

て、親が一緒に食べていないとか、このような生活

状況が背景にありました。

　そういう意味で、日常生活的な問題と、食の経過、

それから親の対応などがいろいろ重なって、ためる

行動につながる可能性があります。どの部分に問題

が大きいのかというのをみて、改善を図りながら、

ためる行動に対応してあげる必要があると思いま

す。

　次に、噛まない丸呑みのタイプのお子さんです

が、これはガラッと特徴が違います。今度は逆に、生

活リズムが親のペースで整いすぎている。親のペー
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スでというところが問題です。それから、離乳のス

テップが適切でない。特に完了が早い。離乳がかな

りハイスピードで行われてしまったという状況で

す。特に中期あたりが飛ばされている傾向が強くあ

りました。食事に工夫が少なくて、家族で一緒に食

べていない。ここのところは結構飲み込まないお子

さんとも共通する部分があります。

　お子さんの特徴としては、ためる子と違って、集

中力や落ち着きがなくて、不安定傾向にあります。

そして丸呑みのお子さんは肥満傾向です。ためるお

子さんの場合には、やっぱり食べ物がうまく入って

いきませんからやせ気味ですが、丸呑みのお子さん

は過食気味になりやすいので、肥満傾向がみられた

という状況です。

　こういうお子さんの親のタイプというか、親の方

の生活特徴があって、どうもお母さんが忙しすぎ

る。お父さんの保育への参加が少ない。そういう結

果で、子供を急がせる生活のなかで、やっぱり丸呑

みの傾向が見られたという状況で、お子さんの生活

状況やいろいろな特徴と食べる行動が非常に関連が

深くみられたということです。

　私達が調べた先ほどの３歳児のデータでみまして

も、やはりお子さんの生活リズムや、ほかの日常的

な遊びに関する問題と食べ方の問題というのは非常

に関連が深いことがわかりました。そのような部分

を含めながら、お子さんの食べ方の問題には対応を

考えていく必要があると思います。

　特に「食べる」のステップということで考えてい

きますと、お腹が空いたというのは、生理的な問題

です。ですが、お腹が空いても食べたいかどうかと

いうのは、その時の体調や、精神的な状態に大きく

左右されます。体調が悪いと、お腹は空いているん

だけど何も食べたくないとか、すごく緊張している

とあまり食欲がわかないということになります。そ

ういう意味で、お子さんの体調とか、心理的な問題

というのはお腹が空くから食欲のステップに移るま

でに段階に関与しています。

　お腹が空いた。何か食べたいな。あれが食べたい

なというような、食べることに非常に意欲が出てく

るというのは、やはり体調が良くて、今まで食べた

経験の中で、食べると何か満足感が得られるかなと

いうようなところの期待が非常に大きいわけです。

それが実際に食べようという行動を起こして、そし

て食べられた。食べられたことによって、お腹がい

っぱいというような体の満足だけではなくて、「あ

あ、おいしかった」という、いわゆる心の満足、精

神的な満足につながってきますと、また次にお腹が

空いたときに、満腹感、満足感を味わいたいから何

か食べたいな、食べようかなということにつながる

わけです。

　健全な食欲が育つためには、こういった体の満足

や精神的な満足がうまく得られることが重要です。

やはり食べる意欲を育てるステップというのは、こ

のようなサイクルがうまく働くことではないかなと

思います。

　それにはやはり体の調子もとても大事です。お子

さんの生活のリズムが生体のリズムにうまく合って

いることが重要で、今よく「早寝、早起き、朝ご飯」

ということが強調されておりますが、お子さんの睡

眠時間の問題、外遊びが少ないというような体の使

い方の問題、こういうものが食欲に与える影響が非

常に大きいと思われます。

　そして、食べる物によって排泄などももちろん変

わってきますから、お子さんの生活が生体リズムに

合ったものになっていれば、やはり食欲も育つし、

食べるという行動も育ちやすいし、逆に全体のリズ

ムが狂ってしまったりすると、なかなか食欲も、そ

れから行動の育ち方もうまくいかないという状況に

なると思います。

　「食べる」を育てる条件として、まず食事に対する

配慮が必要です。どういうふうな物を食べるかとい

う、食内容、離乳食から幼児食のいろいろな食事の

内容。それから食べる時の環境。そして、離乳食ぐ

らいまでは介助しながら、それからだんだんに自立

していくという、食の育て方自体が大きな要素にな

るんですけれど、それと同時に、健康状態や、家庭

のいろいろな環境、親子関係、個々のお子さんの生

活のリズムなども十分にみていくことで、食べると

いう行動がうまく育ってくるということになると思

います。

　食の問題を考えるときには、機能面、それから環

境面、両面からのアプローチが必要で、食機能の面
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からいきますと、食形態とか、調理形態、これはや

はり離乳食から幼児食あたりの段階で十分に工夫し

てあげることで、食べる力が育ちやすい。そこがう

まくいかない場合には、場合によっては離乳のステ

ップあたりに少し遡っての再学習というのが必要な

場合もあると思います。

　それからまた、考えておかないといけないのが、

お子さんの口の発育で、歯の生え方にもすごく個人

差があります。お子さんのそれぞれの学習能力や発

達速度にも個人差が非常に大きいです。ですから、

ほかの子をつい見て比べがちですが、それぞれのお

子さんに合ったペースがあるので、あまり焦らずに

見守るというのが重要な姿勢になると思います。

　環境面から考えますと、日々の生活リズムを整え

ること。それから、意欲を育てる環境作りというこ

とで、食事の雰囲気とか、みんなで食べるというこ

と。また、量を強要しないということも、やはり重

要になると思います。どうしても早く成長してほし

いというような部分で、たくさん食べさせるという

ことを親は念頭に置きがちですが、子供にとっては

食べきったということがすごく達成感があるわけで

す。ですから、まず少量を食べ切ることで、また次

のステップにもっていくことが重要かと思います。

　後はやはり食事作りとか、用意への参加によって

の関心を高めるということ。ここが環境面からのア

プローチでも重要になってくると思います。

　離乳の時期になってくると、いろいろな食べ物へ

の興味とか、周りの人とのかかわり、そういうもの

が新しい味とかを受け入れる意欲を育てるポイント

になってくると思います。ですから、ただ子供にだ

け食べさせるというのではなくて、周りの人がうま

く食べる状況を見ながら一緒に食事をするというの

が離乳の時期から重要になってくるのかなと思いま

す。

　それから手づかみ食べ、これはやはり食べたい意

欲の表れという部分がありますので、食べ物を目と

手で確かめてから口に持っていくという行動を育て

ることによって、お子さんの自食行動、自分で食べ

るという行動が育ちやすくなるかなと思います。

　そして、食べこぼしながらも自分で食べる。回り

をベチャベチャにして、なかなか後始末が大変にな

ると思いますが、お母さんはお子さんの口の中にポ

ンポン食事を与えた方が汚さなくて、きれいで済む

という部分もあるんですけれど、ただ、汚しながら

自分で食べるということで、お子さんの自分で食べ

る行動が育つというところをうまくお話して、でき

るだけ、食べこぼしながらも自分で食べるというこ

とを育ててあげることの重要性を理解いただくのが

必要かと思います。

　それから、生活リズムの部分で、眠る、遊ぶ、食

べる、そして排便するという、生活行動を子供の生

体リズムに合ったものにしてあげる。それにより、

活動する意欲を育てながら、実際に食べる意欲にも

つなげていくということです。

　今は歯科保健でも、食べる意欲は生きる意欲につ

ながるということで、食べることが大切に考えられ

てきています。自分から食べるという行動が起こる

ということは、生きる根源という部分があると思い

ますので、それは乳幼児期から育てていく必要があ

ると思います。

　食べることに関心を向けるために、買い物、食事

作り、そして食卓の準備、そういうものをお子さん

と一緒に行う。そうすると、食べ物に対する興味

や、食事に対する意欲が育ちやすくなってきます。

ですから、興味を上手に育てて、食事に気持を向け

ていくということが重要です。

　用意された食卓の前にポンと座らされて、「さあ、

食べなさい」というのではなくて、自分が参加した、

買い物に参加しても、作ることにちょっとでも参加

しても、また、配膳に参加するだけでもいいわけで

す。ちょっとした準備を手伝ったということで、お

子さんはすごく食べることに興味が向きやすい。

　ですから、いま幼稚園とか保育園などで、いろい

ろな野菜を育てて、園でみんなで食べるというのが

ありますが、そうすると今まで食べられなかった野

菜が、自分が育てたということでちょっと食べられ

るなんてことも出てくるという話も聞きますので、

そういう体験をうまく育てることによって、食べ物

に対する興味を育てるということも大切かと思いま

す。

　そしてまた、一緒に食べる人たちと、「おいしい

ね」と共感しあうことや、また楽しく弾む会話で食



べていくということが、やはり満足感につながって

きます。そういう満足感が、次に食べようという意

欲につながってくるので、ここがまた非常に重要か

と思います。

　食べる機能の問題と関連するいろいろな歯科の例

というのをご紹介します。

　先ほど、生まれたばかりの赤ちゃんは歯が生えて

ない、だから、歯が生えてないお口の方が実際におっ

ぱいを吸うためには好都合というお話をしました

が、1,000人に１人ぐらいの例ですが、出生時に歯が

生えていたり、生まれてすぐ歯が生えてくるお子さ

んがいらっしゃいます。これを先天歯といいます。

　この先天歯の先端は鋭いので、舌の裏側がこすれ

てしまって、潰瘍ができてしまうことがあります。

舌の裏側がえぐれて痛いので、赤ちゃんがおっぱい

を吸わなくなり、哺乳障害が起きます。

　ですから、昔はこの歯を抜いてしまいました。た

だ出生時に抜いてしまいますと、大体５歳、６歳ぐ

らいまで次の永久歯は生えてきませんので、そうい

う意味ではできるだけもたそうという考えから、私

どもは先を少し削ってあげます。先を削って、傷が

つきにくくする。又は接着性の材料で、先天歯の先

端をカバーしてあげて、傷がつかないようにすると

いうような、ともかく傷ができないような対応をし

ます。先天歯は哺乳期の「食べる」を障害するとい

う点では大きな問題になると思います。

　それから、１歳過ぎぐらいになって、哺乳瓶でイ

オン飲料や甘味飲料とかを飲み続けるお子さんは、

前歯が溶けてきたりする。歯の頭の部分がなくなっ

て、溶けてしまっている状態です。奥歯の方も少し

虫歯ができている。こういうふうに、低年齢の早発

う蝕は進行も速くて、ここで神経が出てしまってい

ます。そうすると噛むと痛い、しみるということ

で、食べたがらなくなってしまいます。本当はこの

時期ぐらいからいろいろな噛むことを覚える時期な

のに、痛いから噛まないということが起こってきて

しまいますので、やはりこれは泣くことを覚悟して

治療するのもやむを得ないと思います。治療をし

て、ちゃんと噛める状態にするしかないということ

で、こういう早発のう蝕、虫歯も食べる状態に大い

に関連します。

　それから、２歳を過ぎて、場合によっては母乳が

長期に続いて、結構甘いものも食べ始めているお子

さんなどでも、虫歯になることがあります。

　３歳過ぎのお子さんですが、今度は前歯だけでは

なくて、奥歯も重症のむし歯になってきています。

このような状況になりますと、奥歯で噛むというこ

ともなかなかうまくできない。ですから、虫歯がひ

どくなってきますと、硬いものだけではなくて、噛

むこと自体が障害されることがあります。

　最近多いのは、歯をぶつける外傷です。子どもの

身の回りが、昔は畳だったのがフローリングされた

り、家もただ広い畳だけの家ではなくて、いろいろ

なものが置いてあったりすると、ちょっとよろけた

時に転んで歯を受傷するということが起きやすくな

ります。外に行っても、砂だったら歯は打たずに、

すりむくぐらいで済みますが、下がコンクリート

や、いろいろな硬い素材ですと外傷が起きやすくな

ります。

　外傷によって、歯がとび出してしまったり、また

場合によっては、もともと生えていた歯が潜ってし

まう場合もあります。ちょうどヨチヨチ歩きの１歳

代から２歳ぐらいが外傷を受けやすい。歯が成長し

て、咀嚼が育つ時期に重なっているので、対応をし

っかりとする必要があります。

　また、指しゃぶりやおしゃぶりも問題になりま

す。胎児期、乳児期の指しゃぶりは口の発達の面で

は大事な部分ではありますけれど、歯が生えて、特

に奥歯が生えた後長くと、歯並び、噛み合わせの問

題が起こりやすくなってしまいます。

　指をしゃぶることによって、口唇閉鎖不全といい

ますが、指が入っていない時の口の閉じが悪くなっ

て、鼻が詰まっているわけではなくても口で息をす

る癖などがつきやすくなったりします。

　それと同時に、指が入っている部分の歯がちょっ

と開いてきて、歯並びの変形が起こってきます。

　指しゃぶりがつづいて、前歯のすき間が出来てき

ますと、舌をこのすき間に押し込んで唾液を飲み込

む癖、舌の癖にもつながってきて、前歯が大きく開

いてしまうこともあります。こうなると物を噛み切

る作業がうまくできなくなって、食べ方にも影響が

出てきたりします。
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　このように歯科的な問題も食べる機能に絡んでく

ることもありますので、事後の処置を適切にするこ

とによって、できるだけ口の機能、そして食べる機

能を損わないように対応しようというように、小児

歯科の方でも考えている状況です。

　最後はちょっと歯科的な部分が多くなってしまい

ましたが、食べることを中心に口を通じた健康支援

ということで考えていきますと、一番重要なのは今

食育でよく言われていますように、家族全体で食生

活を楽しみ、そして、口の健康を通じながら生活リ

ズムを整えていくということです。「おいしく食べ

て、よく遊んで、口をきれいにする」ということは、

口の健康ばかりでなく、全身の健康につながってく

るかと思いますので、こういうことを念頭においた

健康支援をしていきたいと考えております。
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　沖縄小児発達センターの高良と申します。

　１番目に乳幼児の精神運動発達のチェックポイン

トということでKey ageとして乳児期の１か月、４か

月、７か月、10か月と３か月ごとに、後は１歳児、

１歳６か月児、３歳児という年齢におけるチェック

ポイントを説明していきたいと思います。

　２番目に診察の手順について３番目は運動発達障

害の鑑別診断について話します。時間がありました

ら４番目に脳性麻痺についてもお話をさせていただ

きたいと思います。

　はじめに基本的なこと

　精神運動発達のチェックポイントの説明の前に、

基本的なことを押さえておくと運動発達の理解がし

やすいと思います。つまり新生児期から１歳までに

見られる運動や反射の発達は脳や脊髄などの中枢神

経系の成熟の程度と関連して変化していきます。こ

の中枢神経系の成熟は神経細胞のネットワークの形

成や神経線維の髄鞘化が進むことによって起こりま

す。新生児と言うのは、言い換えれば脳性麻痺と同

じ状態で脳の発達がまだ未熟なため運動機能として

は寝たきりの状態です。それが１歳までの間に、中

枢神経系の成熟とともに寝返りして、お座りして、

立って、歩くといった運動機能の発達やその月齢に

特有な反射がみられます。そういう視点で運動発達

を理解すれば乳幼児健診の診察の時に役に立つと思

います。

　このスライドで示している通り、新生児期には先

ず脊髄、脳幹下部（脳幹下部というのは延髄とか橋

の一部を含む）のところまで神経系の成熟が進んで

います。この時期には原始反射である脊髄反射とし

て、口に乳首が触れると無意識にミルクを吸う動き

をする吸てつ反射や物が触れると手を握ったり足を

握ったりするような把握反射などがみられます。さ

らに生後２か月頃になると脊髄から橋まで成熟が進

み、橋レベルでは原始反射の中でも緊張性の頚反射

が優位になってきます。この反射はMoro反射や非対

称性緊張性頚反射という形でみられます。さらに生

後４か月になりますと神経の成熟は中脳の方まで達

し、立ち直り反射が見られるようになります。立ち

直り反射は、視性立ち直り反射やパラシュート反射

としてみられます。さらに生後９か月から１歳に近

づくにつれ神経の成熟は大脳皮質の方まで進んでい

き、立位の発達がみられるに従い大脳皮質レベルの

平衡反応がみられます。これはホッピング反応とし

て見られます。皮質レベルの平衡反応は皮質、基底

核、小脳などの神経系のネットワークによる総合的

反応です。このような中枢神経の成熟と精神運動発

達との関連を理解していただけたらと思います。

１　乳幼児の精神運動発達のチェックポイント

（１）１か月児

　乳児の１か月では、中枢神経系の成熟は脊髄レベ

ルでこの時期の運動機能は臥位レベルで寝たきりな

状態です。この時期に特に注意して診るのは哺乳力

　研 修 会

乳幼児健康診査における精神運動発達の診方

沖縄小児発達センター　高　良　幸　伸　

 　巧巧巧巧巧巧巧　 

 　巧巧巧巧巧巧巧　 

反射の発達（中枢神経系の成熟レベル）

新生児：脊髄、脳幹下部（延髄、橋の一部）

　　　　　　→原始反射（吸てつ反射、把握反射）

２か月：脊髄～橋レベル→緊張性頚反射　

　　　　　　（Moro反射、非対称性緊張性頚反射）

４か月：中脳レベル→立ち直り反射（視性立ち

　　　　　　　　　直り反射、パラシュート反射）

9～10か月以降：大脳皮質レベル→平衡反応

　　　　　　　　　　　　　 　（ホッピング反応）
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です。哺乳力というのは非常に大事です。飲みが悪

い、緩慢である、うまくミルクが飲めないでむせた

りする、それで体重増加が不良であったり経管栄養

を行うとなるとまず脳機能不全が疑われます。後か

らうまくミルクが飲めるようになったとしても、脳

の機能障害を疑う一つの目安になりますので、この

時期の哺乳力に問題があればその後の発達を注意深

くフォローする必要があると思います。

　他には元気よく泣くか、手足をよく動かしている

かを観察します。新生児期では元気よく手足がよく

動いて左右差がなければおおきな四肢の麻痺は無い

と判断してよいと思います。

　また大きな音にびっくりするかで耳の音への反応

について確認することも大事です。この時期に見ら

れる反射は原始反射で脊髄レベルの反射のみで、

Moro反射、把握反射、吸てつ反射などが見られます。

（２）４か月児

　乳児の４か月では、脊髄から中脳付近まで成熟が

進み運動機能はまだ臥位レベルでお座りはできてい

ません。しかしこの時期で非常に大事なことは首が

すわることです。また、きちんと見つめる、追視を

する、あやすと笑うことはその前より見られます。

物を見つめたり、あやすと笑うことは精神運動発達

の第一歩といわれています。だからこの時期に確実

にこれらの反応がみられるかを確認するのが非常に

重要です。また、この時期には、原始反射であるモ

ロー反射などがだんだんと消失していきます。それ

は中枢神経系の成熟が脊髄から中脳の方まで進むこ

とで原始反射が抑制されてしまうからです。

（３）７か月児

　乳児の７か月では、中脳までの成熟が進み原始反

射は消失し、立ち直り反射が出現します。運動機能

は座位レベルになります。座位のとり方は、ひとり

座りか、または手を付いて支持して座るというよう

な状態が見られます。支持しても座位ができない場

合は要注意です。また座位ができる前には寝返りが

できなければいけませんので、生後７か月には寝返

りが確実にできていることも大切です。

　また７か月になると興味のあるものに手をのばす

ことが可能です。それは興味のあるものが目の前に

くると手をのばして掴もうとする手の運動で微細運

動の発達を表しています。これは座位を獲得する前

から見られます。この時期に大切なテストとしては

顔に布をかけるテストで、ハンカチとか布をかける

とそれを手で払いのけようとするか手で掴んで除去

します。これは両方の手で行います。生後６か月頃

から見られますがこの時期にこの反応が見られない

と精神発達の遅れがあると考えます。また右手と左

手で取る仕草に左右差がある場合には上肢の麻痺を

疑います。立ち直り反射としては、座位のレベルで

は視性立ち直り反射がみられます。これは、まだ自

分で十分座れない子どもでも腰を手で支えて体を横

に倒したときに、体は横に倒れても顔を垂直に真っ

直ぐを保つことができる反射です。この時期は視性

立ち直り反射が著名に見られ、みられない場合は神

経の成熟の遅れを考えます。

乳幼児の精神運動発達（チェックポイント）

（１）乳児、1か月（運動機能は臥位レベル）

　　哺乳力は良いか（体重増加が参考）

　　元気良く泣くか

　　手足をよく動かしているか

　　大きな音にびっくりするか

　　・原始反射：Moro反射、把握反射、吸てつ　

　　　反射などがみられる（脊髄レベル）

（２）乳児、4か月（運動機能は臥位レベル）

　　首がすわる

　　はっきり見つめたり、追視する

　　あやすと笑う

　　・モロー反射などの原始反射（脊髄反射）

　　　はほとんど消失する（中脳レベルへ移行）

（３）乳児、7か月（運動機能は座位レベル）

　　ねがえりができる

　　ひとり座りor手を付いて座る

　　興味のあるものに手をのばす

　　・顔に布をかけるテスト→６か月から反応あり

　　・視性立ち直り反射→６か月過ぎても現れない

　　　　　　　　　　　　のは異常（中脳レベル）
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（４）10か月児

　乳児の10か月では、中脳から大脳皮質へ成熟が進

む時期で平衡反応が見られてきます。運動機能は立

位レベルになり、座位レベルから立位へ変化する運

動発達の移行期になります。つかまって立ち上がれ、

つたい歩きなどの立位の動作ができるようになりま

す。つかまっても立てないのは要注意です。またこ

の時期で座位ができていなければ異常と考えます。

この時期になりますと、手の微細運動として今度は

親指と人差し指でつまむ動作、そういった細かい運

動が出てきます。また大脳皮質の発達の影響により

人間らしさがみられる最初の時期であり、簡単な動

作などを理解して真似る、物まね動作が見られます。

相手がバイバイをしたらバイバイを返したり、手で

パチパチするとパチパチを返したりすることができ

るわけです。反射のテストではパラシュート反応が

重要です。パラシュート反応は、抱きあげた児の体

を支えて前方に落下させると両方の上肢を伸展させ

て手を開きそして体を支えようとする反射です。こ

れがでない場合は神経発達の遅れ、精神遅滞や脳障

害などが考えられます。

（５）12か月児

　乳児の12か月では大脳皮質まで成熟が進み、運動

機能は完全に立位レベルになり、ひとりで立つこと

ができます。ひとり立ちがまだできていない場合は

要注意ですが個人差を考慮すると少なくとも伝い歩

きができていれば可とします。またこの時期には完

全に物まね動作ができるようになっています。さら

に簡単な言葉の、おいで、ちょうだい、ねんねしよ

う、といった言葉も理解できるようになっています。

大脳皮質レベルの反応としては平衡反応であるホッ

ピング反応が見られます。ホッピング反応は体を抱

いて立たせた状態で左右に体を倒したときに、反対

側の下肢が交叉して横に出て重心の移動をスムーズ

に行う動作です。前に倒す場合は利き足で前に足を

出しますが、この時期では後ろに倒すときにはまだ

後ろに足を出すことは困難です。この時期にこの反

応が見られない場合には脳の機能障害が疑われます。

（６）１歳６か月児

　１歳６か月は間脳支配から大脳へと成熟が進み大

脳優位の支配になります。運動機能は歩行レベルで

す。歩行機能としては転ばないでひとりで数10メー

トル以上も上手に歩けます。この時期に歩行ができ

ていなければ明らかな異常と捉えます。ただし階段

はまだひとりでは昇れないので、手を引くと昇れま

す。鉛筆を持たすとなぐり書きをしたり、ママ、パ

パ、マンマ、ブーブーなど意味のある言葉を最低一

つは言えるようになります。運動面、言語、社会性

においていわゆる人間らしさが見られる時期になり

ます。

（７）３歳児

　３歳は粗大運動、微細運動、言語能力などの機能

が発達する時期です。粗大運動については走ったり、

ジャンプをしたり、ひとりで階段を昇ったりします。

微細運動では、クレヨンで丸を描いたり、服のボタ

ンを自分ではめたりなど手の細かい動きができるよ

うになります。言語能力についても、三語文などの

簡単な文章を話し、名前や年齢などを聞くとうまく

（４）乳児、10か月（運動機能は立位レベルへ移行）

　　はいはいする（四つ這い）

　　つかまり立ちする

　　2本指でつまむ

　　簡単な動作を理解してまねる

　　・パラシュート反応→上肢を伸展させ手を開いて

　　　　　　　　　　　体を支えようとする

　　　　　　　　　　　（大脳皮質レベルへ移行）

（５）乳児12か月（運動機能は立位レベル）

　　伝い歩きできる

　　ひとり立ちできる

　　ものまねができる（バイバイ、パチパチ）

　　簡単な言葉がわかる（おいで、ちょうだい、ねんね）

　　・ホッピング反応（平衡反応）がみられる

　　　→この時期に無ければ異常を考える

（６）1歳６か月（運動機能は歩行レベル）

　　ひとりで上手に歩く

　　手をひかれて階段を昇る

　　鉛筆を持ってなぐりがきする

　　意味のある単語を話す

　　（間脳支配から、大脳優位の支配へ変化する時期）



答えることができます。また自分から「それは何」

と質問することもできます。さらに社会性の発達も

みられ、友達と一緒に遊ぶことができます。特に３

歳児では身体的発達だでけでなく精神の発達も

チェックすることが大切です。Key ageの観点から

すると大まかに言えば、運動発達に関しては１歳半

までに、精神発達は３歳までに適切な評価ができれ

ばいいかと思います。

　☆注意するポイント（１）

　３歳までの精神運動発達のチェックポイントの中

で特に注意してほしいことは、必ず「健康診査受診

票」いわゆる問診票ですが、身長、体重、成長曲線、

既往歴、保護者の心配なこと等が書いてある問診票

がありますので、それに必ず目を通してください。

まず最初に目を通して妊娠中の経過、出産時の異常、

先ほどお話のありました頭囲の異常、体重増加の不

良、痙攣や重症疾患の既往、養育環境の問題などを

問診票で確認して、そういうところに問題があれば、

特に念入りに診察の際にチェックをかける、注意し

て見るということを心がけてください。

　☆注意するポイント（２）

　もう一つのポイントとしては、大部分の脳機能障

害は運動発達の遅れとして認められるために、１歳

半までの運動発達には注意を払う必要があります。

運動発達の遅れと判断する目安としては、７か月ま

でに寝返りができていない、10か月までにお座りが

できていない、１歳までにひとり立ちができていな

い、１歳半までに一人歩きしない、と判断してその

場合は必ず精査にまわして下さい。それ以外にも保

護者が不安に思っている、また先ほど話した問診票

でリスクファクターがあって気になる場合にも、や

はり精査にまわしても全然問題は無いと思います。

健診場ではあくまでも診断をするのではなくスク

リーニングを行う場という心がけでよいと思います。

２　診察の手順

手順（１）

　診察の手順についてお話します。まず乳児を診る

場合には、泣かせたり緊張させるともう診察ができ

ないというのが小児科の宿命だと思います。だから

診察するときには、極力子どもを泣かさないように

刺激しないように工夫して診察をするように心がけ

てください。泣かせると正しい所見はとれませんし

とれたとしてもフォルスネガティブやフォルスポジ

ティブになってしまうこともあります。診察の進め

方は先生方、個人個人で工夫して優先順位を自分な

りに決めれば良いと思います。ここでは基本的なこ

とをお話します。

　初めに仰臥位の姿勢の観察から行います。まず寝

かせて診察しますがお母さんが抱っこして大人しく

していれば抱っこした状態で泣かさないように行っ

ても良いと思います。仰臥位では筋緊張について診

ます。frog postureといって蛙様肢位、蛙がちょう

ど仰向けに寝たような状態で手足がだらんとしてい

る状態であれば筋緊張低下があると考えます。異常

な筋緊張低下かどうかを判断するには、次に手足の

筋力を評価します。筋力が５段階の３以上つまり自

分で重力に逆らって手足を上に持ち上げることがで

（７）3歳児（粗大・微細運動や言語能力の発達時期）

　　走ることができる。ひとりで階段を上る

　　クレヨンで丸を描く。ボタンをかける

　　自分の名前が言える。質問する

　　友達と一緒に遊ぶ

　注意するポイント（１）

　　⇒健康診査受診票を必ずチェックする

　　　妊娠中の経過や出産時の異常

　　　頭囲の異常、体重増加不良

　　　けいれんや重症疾患の既往

　　　養育環境の問題など

　　　　　　→あれば特に注意深く診る

　注意するポイント（２）

　⇒１歳６か月までは主に運動の発達に注意する

　　　　７か月までにねがえりしない

　　　　１０か月までにおすわりしない

　　　　１歳までにひとり立ちしない

　　　　１歳６か月までに一人歩きしない

　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　精査を考慮する
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きれば強い筋緊張低下は無いと考えます。つまり重

篤な疾患であるWerdnig-Hoffmann病のようなニュー

ロパチーや筋ジストロフィーなどのマイオパチーな

どはまず心配ないということです。逆に筋緊張が亢

進している場合には、手足が突っ張ったり体が反り

返ったりなどがみられます。これは脳性麻痺などの

特徴です。また手足の動きが活発か動きに左右差が

ないかどうかを注意して診ます。

　次に深部腱反射を診ます。児が意識して緊張した

り泣いたりすると所見が取れませんので注意して下

さい。また所見が正常か低下か亢進かという判断は

非常に難しいと思います。これは実際に現場でも悩

ましいことがよくありますので経験を積み上げてい

くことが大切です。そこで、まずは反射が有るか無

いかをみます。全くない場合には注意しなければい

けませんが、少しでも反射がみられたら少なくとも

重篤なニューロパチーやマイオパチーは除外できる

と思います。反射が亢進していれば痙性タイプの脳

性麻痺を疑います。深部腱反射は主に下肢の膝蓋腱

反射とアキレス腱反射で判断しています。

　次に関節可動域ですが、各部の関節の他動的な可

動域が正常より拡大しているか制限されているかを

診ます。筋緊張が低下している場合には、関節の可

動域が拡大しています。股関節の開排が床上につく

程度に大きく開いたり、足の踵が耳の方までとどい

たり、scarf 徴候といって手が首にスカーフの様に

巻くことができたりします。逆に筋緊張が亢進して

いる場合は、関節を動かしたときに抵抗があったり

硬く感じられたりします。関節が拘縮すると可動域

に制限がおこります。乳児期で緊張の亢進を確認し

やすい関節は足関節です。ゆっくりと背屈させて調

べます。

手順（２）

　布を顔にかけるテストは、生後７か月以上の児で

反応がみられます。正常では布を手で取り除くこと

ができます。また生後５か月からは顔を振ったり体

をのけぞらしたりして何らかの反応を示します。全

く反応が無い場合や手の使い方に左右差があれば異

常と判断して精神発達の遅れや上肢の麻痺を考えます。

　原始反射であるモロー反射は、頭を起こして急に

頭を下げたときに、肘を伸ばし手を開いて上肢を外

排させ、その後上肢を曲げ肩をすぼめ、まるで目の

前にある物を抱きかかえるような動作をします。非

対称性筋緊張性頚反射は、仰臥位で首を一方向に向

けたときに首が向いた方向の手足が少し伸展してそ

して反対側の後頭部の方の手足は屈曲する反射です。

これらの原始反射は正常では生後４か月をすぎると

消失しますので、生後５、６か月になってもこれら

の反射がみられると異常と考えます。引き起こし反

射（retraction　response）は、乳児期全体を通じ

てみられ月齢により反応様式が変化します。これは

首のすわりの確認や全身の筋緊張の程度を見ます。

正常では生後４か月ぐらいになると首がすわってい

ますが、首がすわると引き起こした時に上体を45度

の角度で保持すると首と背中が真っ直ぐになります。

さらに発達が進むと自分で上肢を屈曲させて起きあ

がろうとしたり頭や下肢を屈曲させる随意的な運動

が見られます。首を持つ時期を越えても頭を背屈し

たり、上肢の引き起こしが出なかったり、体が緊張

して背中が反り返ったり、棒のようにつっぱって

立ったりすれば異常と考えます。

手順（３）

　視性立ち直り反射は、中脳レベルの反射で生後

４,５か月頃よりみられます。体幹を支えて座らせて、

２　診察の手順

　手順（１）

　１　姿勢の観察（仰臥位で）

　　　筋緊張低下→frog posuture（蛙様肢位）

　　　筋緊張亢進→手足のつっぱり、体の反り返り

　　　手足の動きが活発か、左右差の有無

　２　深部腱反射の異常（低下or亢進）

　３　関節可動域の異常（制限or拡大）

　手順（２）

　４　布を顔にかけるテスト

　　　７か月以上の児では（＋）。

　　　知能発達や上肢の片麻痺の有無をみる

　５　モロー反射、非対称性緊張性頚反射

　　　（ATNR）などの原始反射の有無をみる

　６　引き起こし反射（traction response）

　　　全身の筋緊張、首のすわりの程度をみる
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体を左右に斜めに傾けます。傾けたときに顔が正中

位に垂直に立ち直るかどうかをみます。これは生後

４か月以降ぐらいからみられ６か月過ぎてもみられ

ない場合は異常だと考えます。

　垂直吊り下げテストは赤ちゃんの両脇を両手で抱

えてその姿勢の状態をみます。そのときに両脇で

しっかり体を支えることができていれば筋緊張は問

題ありませんが、筋緊張低下があれば支えている手

から体がずり抜けて落ちそうになって肩があがりま

す。また下肢に筋緊張亢進がある場合は下肢が緊張

して伸展して足の先が伸びて尖足となったり、さら

に緊張が亢進している場合には両下肢が交叉しては

さみ状になります。上肢に筋緊張亢進があれば上肢

が伸展して内旋位となります。この場合には痙性タ

イプの脳性麻痺が疑われます。

手順（４）

　Landau反射は、中脳レベルの反射で乳児を腹位水

平抱きにした時の立ち直り反射と体の筋緊張をみま

す。正常乳児では月齢に応じて頚部、体幹、上下肢

の反応が発達してゆき、次第に頭部挙上、体幹伸展、

四肢の緊張がみられます。生後１、２か月では頭部、

体幹、四肢は軽度屈曲のような状態です。首を持つ

生後４か月頃には、頭部を持ち上げ体幹も伸展する

ようになり、生後６か月頃には体幹全体が伸展して

しっかり体を支えるようになります。筋緊張低下の

場合は、体幹が曲がって手足が垂れ下がった状態に

なりちょうど逆U字の形になってしまいます。また、

逆に筋緊張の亢進がある場合には体が反り返っての

けぞったりします。これは痙性タイプの脳性麻痺が

疑われます。

　次にホッピング反応です。これは大脳皮質レベル

の反応です。立つことはできているのに歩行が遅れ

ている場合に調べてみます。この反応がみられると、

伝い歩きができて歩行への発達につながります。生

後12か月には、左右、前の方向にみられますが後方

への反応はまだみられません。転ばないでうまく歩

ける１歳半頃には後方への反応もみられるようにな

ります。

手順（５）

　パラシュート反応は、乳児の両脇を手でささえて

抱いたまま頭から前方に落下させるのですが、その

とき注意してほしいのは絶対に落とさないようにす

ることです。だからぐずついてワーワー泣いて暴れ

ている児はやらないほうが安全です。また、嫌がっ

ているときには行ってもうまく反応がでません。し

かし、できればこの反応も大事な反応なので是非

やってほしいものです。この反応は８か月頃からみ

られます。ちょうど這い這い、つかまり立ち、つた

い歩きがみられる頃に出現します。10か月ではほぼ

全員にみられますので出ない場合には、精神発達の

遅れが疑われます。又、手の開き方に左右差があれ

ば片麻痺や手を握って開き方がおかしい場合には脳

性麻痺が考えられます。

　手順（３）

　７　視性立ち直り反射：座位にして体を斜めに

　　　　　　　　　　　　傾けても顔は垂直に保つ

　　　・4か月以降に出現し、6か月過ぎても無いの

　　　   は異常

　８　垂直吊り下げテスト

　　　・肩がずり落ちそうになる→低緊張

　　　・下肢が突っ張り、尖足やはさみ状に交差する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　→緊張亢進

　手順（４）

　９　Landau反射（体幹の筋緊張をみる）

　　　逆U字型に曲がる→低緊張

　　　体が反り返る→筋緊張亢進

　10  ホッピング反応（平衡反応）：立位にして体を　

　　　　　　　　　　　　　　　   前後左右に倒す

　　　→左右に倒した場合は反対側の足を出す

　　　　前に倒した場合は利き足を出す

　　　　12か月までにみられなければ異常

　手順（５）

　11　パラシュート反応

　　・児を抱いたまま頭から落下させる

　　　→上肢が伸展して手を開いて体を支えよう　

　　　　とする姿勢をとる

　　・10か月の児ではほぼ認める。

　　　無ければ脳性麻痺か精神遅滞が疑われる

　　・手の動きに左右差があれば片麻痺を疑う
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３　運動発達障害の鑑別診断について

（１）鑑別診断

　運動発達障害の鑑別診断としては、大まかに４つ

に分けました。まず、脳性麻痺です。これは脳に原

因がある中枢神経障害によっておこる運動障害です。

運動障害により運動発達の遅れを認めます。次に精

神遅滞も中等度から重度では運動発達が遅れます。

脳全体の発達の遅れにより精神発達と共に運動発達

の遅れを認めます。ただし、軽度の精神遅滞ではほ

とんど遅れることはありません。筋原性疾患として

は先天性筋ジストロフィー、先天性ミオパチーなど

あります。これは筋力の低下に伴い運動発達に遅れ

を認めます。最後に神経原性疾患ですが、これは脊

髄全角細胞より末梢の神経の障害と考えてください。

主にはWerdnig-Hoffmann病ですが末梢神経障害によ

る運動機能障害により運動発達の遅れを認めます。

大まかにはこの４つの疾患に分類しますが、実際の

診療場面で頻度的に多いのは脳性麻痺と精神遅滞で

す。筋原性と神経原性は非常に少ないと思います。

（２）鑑別診断のポイント

　鑑別診断のポイントとしては、図に示した３つの

ポイントをきちんと押さえてチェックするというこ

とです。初めに筋緊張の程度をみます。低緊張か、

正常か、亢進しているかを評価します。次に姿勢と

反射の異常の有無についてチェックします。これま

でに、中枢神経系の成熟過程における月齢や年齢に

特徴的な反射や反応の様式や変化について、また深

部権反射などについて話をしましたがそのことを参

考にしてください。

　３番目には精神発達について評価します。運動発

達が遅れていても精神発達は正常な場合と遅れてい

る場合がありますので、精神発達のチェックは大切

です。この３点のポイントを組み合わせることで次

に述べる基礎疾患の鑑別診断が容易になります。

鑑別のポイント（表）

　鑑別診断をわかりやすくするために各疾患と３つ

のポイントを組み合わせて表の形にしましたのでこ

れを使って説明したいと思います。

　まず、脳性麻痺についてですが、筋緊張に関して

は亢進しているタイプが多いということです。それ

は痙性を伴う場合が多いからです。しかし最近は重

度の脳性麻痺も増えていますので、ただ単純に筋緊

張亢進しているだけではなくて低緊張を伴う場合も

みられます。それなので脳性麻痺が全て筋緊張が亢

進しているとはいえませんが、主に亢進していると

考えて下さい。次に姿勢、反射の異常ですが、脳性

麻痺の場合は神経回路の障害や脳の成熟が遅れてい

ることがみられますので、原始反射など消失すべき

反射が消えずに永く残っていたり、出現する時期に

みられる正常な反射や反応が出なかったりします。

また姿勢の発達についても筋緊張が強いと体が反っ

たりのけぞったり、足が真っ直ぐに伸展して尖足に

なったり、はさみ状に交叉したりします。深部腱反

射については、脳の神経回路である錐体路障害では

筋緊張が亢進する痙性を認めますので亢進します。

脳性麻痺では痙性を伴う場合が多いので、深部腱反

射は亢進していると考えて下さい。精神発達につい

ては脳性麻痺の７割は精神遅滞を合併していますの

で、遅れを認める場合が多いです。やはり脳の障害

の程度に相関して、運動麻痺が重度であればあるほ

ど精神発達の遅れが強くみられる傾向にあります。

　次に精神遅滞についてですが、筋緊張はほぼ正常

か低下がみられます。特に重度の場合には筋緊張は

低下していることが多いです。また染色体異常であ

るダウン症にみられる精神遅滞のお子さんは、特徴

　（２）鑑別診断のポイント

　　１）筋緊張の程度

　　２）姿勢・反射の異常の有無

　　　・静止時、動作時の姿勢の異常

　　　・該当月齢で正常と異なる反射の反応

　　　　様式（主に原始反射の存続）や深部腱反射

　　　　の異常

　　３）精神発達の異常の有無

運動発達障害の鑑別診断について

　（１）鑑別診断

　　  ・脳性麻痺（中枢神経障害）

　　  ・精神遅滞（特に中等度～重度）

　　  ・筋原性疾患

　　  ・神経原性疾患（末梢神経障害）
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として低緊張がみられるように、染色体異常に伴う

精神運動発達遅滞の児には低緊張が多くみられます。

例えば、プラダーヴィリ症候群や歌舞伎症候群など

です。姿勢、反射については、全体的な脳の成長が

遅れていますので運動発達の遅れにともなって姿勢

や反射の発達にも遅れがみられます。基本的には中

枢神経や末梢神経系の障害は無いので、深部腱反射

は正常です。また筋の低緊張がみられる場合にはそ

れに伴う姿勢の異常がみられることがありますが、

重度の場合や染色体異常などを除く多くの精神遅滞

児では、精神遅滞の程度が強くないので、姿勢や反

射に関してはおおむね正常と考えます。精神発達に

関しては運動発達とともに当然遅れるということで

す。簡単にいいますと乳児期に低緊張を伴う運動発

達の遅れがみられる場合、精神遅滞を疑うというこ

とでいいかと思います。

　筋原性疾患いわゆるマイオパチーについてですが、

基本的に筋力低下に伴う運動発達の遅れ、筋緊張や

姿勢、反射の異常を認めます。筋緊張は筋力低下に

より低下しています。姿勢としては低緊張に筋力低

下を伴うため蛙様肢位いわゆるfrog postureがみら

れます。深部腱反射に関しては、中枢から末梢神経

系は正常なので筋原性疾患の場合には、残存してい

る筋力によって減弱している場合から消失すること

まであります。初期には反射がみられていても、疾

患の進行とともに筋力が落ちていくと反射も徐々に

消失していくわけです。だから経過を追ってチェッ

クすることが大切です。精神発達に関しては、疾患

のタイプによって異なります。一番多いDuchenne型

筋ジストロフィーでは精神発達は３分の２は正常で

福山型や先天性筋強直性筋ジストロフィーでは遅れ

を認めます。

　神経原性疾患いわゆるニューロパチーについては、

脊髄前角細胞より末梢性の神経障害による運動障害

に伴う運動発達の遅れや筋緊張、姿勢、反射の異常

を認めます。神経障害により筋肉が働かないために、

筋緊張が低下し姿勢の特徴として蛙様肢位になりま

す。当然、腱反射は消失しています。精神発達につ

いては一定していませんが代表的な疾患として

Werdnig-Hoffmann病があり、精神発達は正常です。

４　脳性麻痺について

（１）脳性麻痺とは

　脳性麻痺については定義があります。まず、受胎

から生後４週間以内の新生児期までに生じた脳の非

進行性の病変、ここでは非進行性なので進行性の疾

患は含まれませんので注意して下さい、それによっ

て永続的な運動麻痺が治ることなく一生続きます。

そして運動麻痺に筋緊張の異常が伴なっています。

このことにより運動がうまくできない運動障害や適

切な姿勢が上手くとれなかったり持続できなかった

りします。そしてここがとても大事なことですが、

大人との大きな違いは、子どもの場合には傷を受け

た脳やそれによって麻痺がおこる体には、生まれた

後に成長し発達するに従い変化がみられるというこ

とです。つまり脳の成熟とともに残存した運動機能

が発達していく、そして体の成長によって筋肉の緊

張、硬さ、強さ、そして関節の硬さや可動域などが

変化して姿勢の異常も変わっていくということです。

成人の運動麻痺との違いをよく認識して下さい。

鑑別診断のポイント

精神発達
姿勢・反射

（腱反射）　
筋 緊 張

遅れること
あり　　　

異常あり・
主に亢進　

主に亢進脳性麻痺

遅れる正常・正常正常or低下精神遅滞

遅れること
あり　　　

蛙様肢位・
減弱、消失

低下（筋力
低下伴う） 

筋 原 性
疾　　患

遅れること
あり　　　

蛙様肢位・
消失　　　

低下（筋力
低下伴う） 

神経原性
疾　　患

４　脳性麻痺について

　１）脳性麻痺とは

　２）脳性麻痺の病態

　３）脳性麻痺の分類

　　・筋緊張の質的異常による分類

　　・障害部位による分類

　４）脳性麻痺の臨床的特徴
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（２）脳性麻痺の病態

　脳性麻痺の病態としましては、脳である中枢神経

の異常によってその結果末梢の組織である筋肉の麻

痺や筋緊張の異常をおこします。麻痺のタイプは中

枢神経の障害部位によって大きく２つに分けます。

一つは錐体路症状です。随意的な筋肉の運動をつか

さどる神経の伝達路の障害で、筋緊張が亢進して筋

肉が硬く感じられます。深部腱反射は亢進し、バビ

ンスキーやクローススなどの病的反射もみられます。

脳性麻痺ではこのタイプが多くみられます。次に錐

体外路症状は、随意的でない筋肉の協調運動をつか

さどる大脳基底核の障害で、不随意運動を認めます。

特徴として異常運動がみられ、意に反して体が反っ

てしまったり、勝手に口が開いてしまったりします。

また、この異常運動は睡眠時にはみられず、精神的

緊張によって強まってしまいます。

（３）脳性麻痺の分類

　　　（筋緊張の質的異常による分類）

　脳性麻痺の分類は、筋緊張の質的な異常によって

分類すると、大まかに痙直型、不随意運動型、混合

型に分けることができます。まず痙直型の場合は筋

緊張が亢進しているのが特徴で、他にはそれにより

関節の可動域が制限され、深部腱反射が亢進し、バ

ビンスキー反射などの病的反射が陽性となります。

不随意運動型は手足に不随意運動がみられますが筋

緊張に関しては一定していません。ただし深部腱反

射の亢進や関節の可動域制限や関節の拘縮は認めま

せん。そこが痙直型との大きな違いです。混合型は

両方の型が混じった状態で両方の特徴がみられます。

（３）脳性麻痺の分類（障害部位による分類）

　次は障害部位による分類です。四肢における麻痺

のおこる部位によって分けています。痙性両麻痺は

四肢に麻痺があり上肢に比べて下肢の麻痺が強いと

いうことです。このタイプは脳性麻痺の程度が軽度

から中等度に多くみられます。痙性四肢麻痺は、上

肢と下肢に同程度の麻痺がみられるもので、重度の

脳性麻痺に多くみられます。痙性片麻痺は左右のど

ちらかに片麻痺がみられるもので非常にまれです。

（４）脳性麻痺の臨床的特徴

　脳性麻痺の発症原因としては周産期異常が８割占

めていますので、周産期になんらかの異常がある乳

児は特に注意して診察する必要があります。

　臨床的な特徴として運動発達の遅れを認めますが、

麻痺の程度が軽い場合には遅れは小さいので気がつ

きにくい事があります。実際に、歩行を獲得した後

に歩き方がおかしいことで気がついたケースがあり

　（１）脳性麻痺とは

　＊受胎から生後４週間以内に生じた脳の非進行性

　　の病変

　＊それによる永続的な運動麻痺や筋緊張の異常に

　　より運動障害や姿勢の異常が生じる

　＊児の成長発達に伴い運動障害や姿勢の異常は変

　　化していく

　　　　　　　　　　　　　　（成人との違い！）

　（２）脳性麻痺の病態

　中枢神経の異常により筋肉の麻痺や緊張の異常を

　きたす

　１　錐体路症状

　　　随意的に行う運動の神経の異常

　　　⇒筋緊張が亢進して硬くなる

　２　錐体外路症状

　　　随意的でない筋の協調運動の異常

　　　⇒不随意運動が生じる

（３）脳性麻痺の分類

　　　（筋緊張の質的異常による分類）

　　１）痙直型（spastic type）

　　　　筋緊張が亢進する

　　２）不随意運動型（chorea-athetotic type）

　　　　手足に不随意運動が生じる

　　３）混合型（mixed type）

　　　　１）と２）がともに生じる

（３）脳性麻痺の分類

　　　（障害部位による分類）

　　１）痙性両麻痺（軽度～中等度の麻痺）

　　　　筋の麻痺や緊張亢進：下肢＞上肢

　　２）痙性四肢麻痺（重度の麻痺）

　　　　筋の麻痺や緊張亢進：上肢＝下肢

　　３）痙性片麻痺（まれ）

　　　　筋の麻痺や緊張亢進：片側のみ
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ますので気になる場合には歩行の様子まで経過観察

することが大切です。

　次に反射の異常ですが、これまで述べたように中

枢神経の成熟の遅れにより消失すべき原始反射が残

存したり、また中枢神経系の障害の部位によってバ

ビンスキーやクローヌスなどの異常な反射がみられ

たり、深部腱反射の亢進などの異常がみられたりし

ます。

　筋緊張の異常も運動神経の障害部位により変化が

みられ、筋緊張が亢進したり低下したり、また不随

意運動がみられたりします。

　姿勢の異常は、動作をしていない静止時の異常と、

抱き上げたり物を取らせたりなどの動作をしている

時の異常に分けることができます。中等度以上の脳

性麻痺では静止時と動作時と両方に異常がみられま

すが、軽症な場合では動作時にのみ異常がみられる

ことがありますので注意が必要です。静止時の姿勢

を観察する時に特に重要なのは仰臥位の観察です。

それは、乳児の健診では仰臥位の状態で診察するこ

とが多いからです。異常姿勢としては、緊張性頚反

射の姿勢、片麻痺の姿勢、後弓反張の姿勢などがあ

ります。腹臥位での異常姿勢では反り返りの姿勢が

あります。座位でも筋緊張や反射の影響で脳性麻痺

独特の姿勢がみられます。動作時の姿勢の異常とし

ては、何かしようとすると口を開いたり、体が反り

返ったりします。

　精神遅滞に関しては、発達指数が７０未満を精神遅

滞と定義していますが脳性麻痺には７割に合併して

います。　

　てんかんの合併は約５０％です。精神遅滞やてんか

んの合併率をみると純粋に中枢神経の運動神経だけ

が障害されている疾患ではないということが分かる

と思います。特に近年は重度で多様な合併症を持っ

た重度重複障害の脳性麻痺の児が増加していると感

じています。最後のほうは時間が無く駆け足で説明

しました。ご了承ください。これにて終わりにした

いと思います。

（４）脳性麻痺の臨床的特徴

　１　発症原因

　　　周産期異常（早産、低出生体重児、仮死）が

　　　主。約8割占める

　２　運動発達が遅れる（軽度～重度）

　　　⇒臥位、座位、立位、歩行レベル

　３　反射の異常

　　　消失すべき反射（原始反射）の存続

　　　異常反射（バビンスキー、クローヌス）

　　　深部腱反射の異常

　４　筋緊張の異常

　　　亢進、低下、不随意運動

　５　姿勢の異常

　　　静止時（仰臥位、腹臥位、座位など）、

　　　動作時の姿勢の異常が出現

　６　精神遅滞（DQ<70）の合併、70％

　７　てんかんの合併、約50％
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　沖縄県小児保健協会の皆様には日頃の献身的な小

児保健活動に敬意を表すると共にご挨拶をいたしま

す。私は昨年秋、社団法人日本小児保健協会会長に

就任いたしました。小児科医としての10年の実践と

臨床研究の後、国立公衆衛生院母子保健学部（現・

国立保健医療科学院生涯保健部）にて研究生活を９

年、13年前より現在の東京大学教育学部にて教員生

活をいたしております。これまで小児保健、学校保

健等を通じ健やかな子どもの育ちをどのように支援

するか、またそれらの基盤となる学問的基礎や背景

となる事項等について研究者の立場で取り組んで参

りました。日本小児保健協会では編集、庶務等の仕

事を担当しました。沖縄県とのかかわりとしては、

宮古地区、八重山地区における乳幼児一斉健診・専

門健診に1980年代から1999年まで参加したことがあ

げられます。最後の5年間は健診団長を務め、県や

沖縄県小児保健協会の皆様には大変お世話になりま

した。

　1980年代、少子高齢化社会を間近に感じながら、

母子保健の現場では「育児不安」という言葉が飛び

交いはじめたことを覚えています。国立公衆衛生院

時代に専攻課程に１年コースで研修に来られた保健

師、助産師の方々が取り組んだ特別演習（卒論のよ

うなもの）のテーマには、時代背景を受けてどのよ

うに母子を支援するかという観点のものが多かった

ことを覚えています。ヘルスプロモーションの考え

方の普及、地域保健法の成立、母子保健事業の市町

村への委譲、少子化の進展等がその後起こってきた

ことであります。この時期には日本経済についてバ

ブル崩壊後の空白の10年と呼ばれる1990年代を含ん

でいます。政府および地方自治体についても債務は

ふくれあがり台所は火の車という状況が訪れ、財政

の削減が国中をおおうようになりました。小児保健

も手厚いサービスを確保することが難しい時代とな

りつつあるように感じます。財政的に厳しい状況の

中で21世紀を迎え、「健康日本21」、「健やか親子21」

が提案され、実施されています。重点目標を明確に

し、評価可能な重点的施策を実施し、成果が出てき

ているもの、そうでないものが並走し中盤を過ぎま

した。

　学校保健においては教育改革の波の中で新たな動

きが出て来ています。中央教育審議会において本年

１月17日付で「子どもの心身の健康を守り，安全・

安心を確保するために学校全体としての取組を進め

るための方策について （答申）」が文部科学大臣に

手渡されました。これは大臣から出された諮問につ

いて約10 ヵ月かけてまとめたものです。学校保健、

学校安全、食育についてそのあり方を再検討しまし

た。これを受けて学校保健法と学校給食法の改正案

が政府において作成され、２月29日付で閣議にて了

承されました。どちらの法律も半世紀ぶりの大きな

改正となります。いずれの法案においても学校保健、

学校安全、食育について家庭や地域社会と連携して

推進することが明記されていることが大きな特徴で

す。国会審議はこれからですが今後のなりゆきが注

目されます。

　子どもの保健、安全をめぐる体制づくりを検討す

る中で気になる点の一つは子どもの意欲の問題です。

これは活気としてとらえることも出来るかもしれま

せん。これについては、中央教育審議会において

「次代を担う自立した青少年の育成に向けて－青少

年の意欲を高め，心と体の相伴った成長を促す方策

について－（答申）」（2007年１月30日）として検討

結果が公表されております。内容としては複数のも

のを含んでいますが、インターネットや携帯電話等

を介した電子情報の子どもへの影響についての議論

　特別寄稿

子どもの活気

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  社団法人　日本小児保健協会　会長

東京大学大学院教育学研究科　教授　衞　藤　　　隆　
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が特に重視されています。今日、マスキング等有害

情報から子どもを守る対策は具体化しつつあります

が、実効性の面から疑問も残り、開発途上のように

も見えます。子ども自身が意欲をもち、はつらつと

した日々を過ごすことが出来るようにするために、

何をすればよいのかについてはまだまだ考える余地

が多くあるように思います。小児保健関係者はこれ

らについてどのような働きを求められているので

しょうか。喫煙、飲酒、薬物乱用の防止、性に関す

る指導（性教育、エイズ教育を含む）、メディアリテ

ラシー、金融リテラシー等現代的課題といわれる内

容から、そもそもの人間としての育ちの支援まで考

慮すべき内容は多岐にわたります。これらについて

も、学校、家庭、地域社会、政府、地方自治体、企

業等が共通理解をもち、連携をとりながら取り組む

必要がありましょう。小児保健関係者はこの中に

あって重要な役割を担うことが期待されていると思

います。子どもたちが目を輝かせ、未来を語ること

が日本全国どこでもみられるようになることを願い、

日本小児保健協会としても工夫をした活動を展開し

たいと考えています。

　沖縄県小児保健協会の皆様の今後のご活躍を祈願

いたしますと共に、私どもとの交流も一層深め、小

児保健活動を発展させていきたいと願っております。

どうか今後ともよろしくお願いいたします。
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　私は一昨年、沖縄県立看護大学大学院博士後期課

程の学生の研究指導に携わり、宮古島のお年寄りが

地域文化行動（方言で話すこと、伝統行事・地域行

事に参加すること）を通して、健康と幸福感を得て

暮らしている実態に触れることができた。また、糖

尿病を持つ超高齢者の支援の実際について沖縄の看

護職の方々に面接調査をした。認知症の一人暮らし

のお年寄りの食生活、立ち寄り先、今の居場所など

を近所のお弁当屋さんがよく把握しており、訪問看

護師がそのお年寄りをとりまくネットワークの中に

支援の手だてを見出しているケースなどを発掘する

ことができた。そして、人は家庭力・地域力によっ

て生きていると強く感じさせられた。

　家庭力・地域力の在り様は、その地域の文化によ

ると考える。そして文化は、地理的条件、歴史的背

景により多様であり、その変化は出生率や長寿者の

数、人口構成の変化として顕れ、地域の人々の健康

問題を顕在化させる。健康生活を支援することを専

門とする者は、家庭力・地域力、従って文化の変化

に対応することが求められていると考える。

　私がこれまで関わってきたのは、永年家庭・地域

で生きてきて、家庭力・地域力の変化により生きる

基盤を失い、内にたくわえた家庭力・地域力で生き

ているお年寄りたちであった。変化が著しい文化的

環境・家庭・地域に生を受け育まれる子どもたちの

問題に目を転じたとき、家庭力・地域力の変化は育

児ノイローゼや虐待、そして学校でのいじめや登校

拒否、学級崩壊や学力低下になって顕れてきている

のだと思う。さらに、援助交際、性感染症、妊娠、

堕胎から、麻薬・覚せい剤、ＤＶなど思春期の諸問

題にもつながっている。

　小児保健の場である学校は、もともと家庭や地域

の機能だった躾や習慣の獲得という発達支援機能を

社会が引き受けてできあがった組織である。同じく、

発達支援を含む健康生活を支援する専門職が働く保

育所、学校、工場、病院、保健所、老人ホームも核

家族化と産業構造の変化が家庭や地域の機能をアウ

トソーシングさせ専門化、集中化されたものといえ

る。一方、健康生活を支援する専門職もますます専

門分化してきた。しかし、専門分化するだけでよい

のであろうか。人や人の暮らしや文化に対応するに

は、専門分化した技術や活動や場をいくら集めても

それをカバーするには到底及ばない。網の目は細か

くなったとしても、それはしょせん網の目でしかな

いので、何かがこぼれ落ちる。細かくなった網の目

から落ちたものは、尖鋭化と共にその数を増してい

くのかもしれない。小児、成人、老人のあらゆる年

代の健康問題である“ひきこもり”や生活習慣病の

予防、介護予防で個別支援する専門職はその根本に

ある家庭力・地域力という個人を守り育む力の欠如

をよく観察している。専門分化をもたらした文化と

家庭力・地域力の変化をもたらした文化は実は同一

であるから、健康生活する支援する専門職は今こそ

立ち止まり、その技術や仕事の仕方について家庭

力・地域力を維持する、強化する、創り出す、育て

る視点で見直すことが必要であろう。

　専門分化こそが専門性の高さを示すという前時代

的感覚や、一般の人々の能力を超えたところの特殊

性にこだわっていては、新しい時代の健康生活を支

援する専門職として不足である。根本を見極めて有

効な対策を提案し実行できることこそ、専門性にほ

かならない。根本を見極める窓や出発点は、個々の

専門職が現在の社会体制の中でどのように組み込ま

れているかに自ずと制約されるので、だから連携が

必要となる。加えて、地域の人々と共に企画し、共

に働き、確かめる共同作業が必要である。専門分化

　特別寄稿

家庭力・地域力の変化と保健関係専門職の課題

沖縄県立看護大学学長　野　口　美和子　
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された専門家としての仕事や成果を人々の暮らしを

支える家庭力・地域力としての視点からとらえ返し、

地域文化として育てていくことが求められていると

考える。

　先に紹介した博士課程の学生はその研究成果を考

察して、特別養護老人ホームに、地域行事や伝統行

事や方言を意識的に持ち込んで活性化する試みを提

案している。これまでも沖縄の島では“ふるさと訪

問（島外の老人ホーム等の入居者の一時的な里帰

り）”支援のボランティアが試みられてきた。私たち

が本研究で学んだものとして、お年寄りが家庭・地

域に生きてきて共に身につけている地域文化行動に

かかわる能力が、お年寄り自身に有能感として自覚

されることがあった。また、能力を発揮することで

他者の役に立っていることを自覚することによって

健康、生きがい、幸福感を得ているということが

あった。そして、その能力を発揮することですっき

りする、落ち着く、楽しいなど肯定的感情を得るこ

とができるという能力、つまり地域文化力を保有し

ていることが決め手となっていた。何をするとすっ

きりするか、楽しめるかは育った地域文化によって

も異なり、個人によっても違う。従って、何か行事

をホームに持ち込むことだけでなく、お年寄りがそ

の能力を発揮して肯定的な気持ちになれるよう環境

を整えることの重要性が示唆された。そこでお年寄

り本人が望めば、また、この人には喜ばれるだろう

とケア提供者が推測できれば、例えば、個々のお年

寄りが自分の“御願所”を自然に見いだせるケアが

始まった。

　さらに、博士論文では、今の子どもたちが年老い

たとき、個人の中に自らを助ける偉力を持つ家庭

力・地域力、つまり地域文化力を育てておく必要が

あることについても述べられた。この看護学の博士

論文を作成した学生は、実は“教師”という発達支

援の専門職であった。

　私は今、沖縄県立看護大学の学長を務めている。

人々の発達支援にかかわる専門職として、諸問題の

根本を地域文化のレベルまで掘り下げて見極め、ど

の職場にあっても共に地域文化に根ざした幅広い視

野を持って活動できる人材を育てていきたいと考え

ている。
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１　 はじめに

　昭和61年８月、当保健所の井上（故人）が行った

八重山保健所管内における若年妊産婦の調査より

「望まない妊娠をしている」「早い性行動等に反し、

避妊に対する知識が無知等」の結果から思春期対策

の必要性が提起された。また、同じ頃、性の悩みを

抱えた子どもからの度重なる電話に、保健師だけで

の支援には限界を感じ、病院や学校関係者との連携

が急務となった。当時、井上の声かけで月１回の勉

強会『天使のシンフォニー』がスタートし、関係者

との連携がスムーズにいくようになった。今回、思

春期保健活動をとおして平成18年５月に発足した

「ＮＰＯ法人Love Peer Price やいま」の設立までの

経過と設立後の活動についてまとめたので報告す

る。

２　八重山地区における思春期保健の現状

　思春期は自我の発達期にあり、葛藤や苦悩の多い

時期である。また、近年の社会環境の変化や性に関

する情報が氾濫する中で、若者の性行動の早期化、

活発化が思春期の問題行動としてたびたび報じられ

ている。八重山地区においては、高校・大学等への

進学で早い時期から親元を離れての生活が始まるこ

とや、観光地化・都市化の影響、両親や家族との関

係性など、様々な要因が絡み合い喫煙・飲酒・薬物・

若年妊娠や若年出産・人工妊娠中絶・性感染症の増

加などの問題が深刻化している。このような状況に

ありながら、各学校における性教育（生きる力）に

はばらつきがあり、系統的に実施できる体制が十分

ではないという現状がある。

３　福祉保健所における思春期保健活動

　昭和61年、保健師・助産師・養護教諭等の有志が

集まり『天使のシンフォニー』としての勉強会がス

タートした。また、平成元年には、養護教諭と協力

し、助産師や保健師等が外部講師として、高校での

性教育を行うようになった。福祉保健所が中心とな

って取り組んできた『天使のシンフォニー』活動は、

約10年間継続し、その後は、養護教諭を中心にした

活動へと引き継がれた。

　平成15年８月、思春期保健コーディネーター研修

を受講した際、栃木県では「生＝性教育」が思春期

保健の中で系統的に行われていることや新任教諭も

「人間としての在り方・生き方教育」を継続的に受

講し、性教育に対する共通認識と教師の苦手意識を

解消していることに感銘した。そこで、管内の小・

中・高校の生＝性教育の現状と病院における若年妊

娠や中絶等についての聞き取り調査を行った。結

果、八重山では、系統立てた生＝性教育が十分でな

いことがわかり、福祉保健所が中心になり「思春期

保健問題を考える研究会」を同年９月に発足させた。

平成16年12月、八重山地区における小・中・高校生

の性に関する意識調査を実施した。その結果を踏ま

え、メンバーから「生＝性教育のマニュアル作成」

と「ピアカウンセラーやピアエデュケーターの育成

が早急に必要ではないか」との意見が出された。そ

れにより、福祉保健所での活動の限界と今後、活動

を継続させていくためには、ＮＰＯ法人を立ち上げ

る必要があるのではないかとのことで、週１回の学

習会（ＮＰＯに関する）を実施した。その甲斐もあ

り、平成18年５月、ＮＰＯ法人 Love  Peer  Price や

いま設立につながり、本格的に活動がスタートし

た。

　地域レポート

子どもたちがいきいき生活できる

地域づくりをめざして
～ 思春期保健活動をとおして、N P O 法人を発足 ～

八重山福祉保健所　長　浜　末　子　
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平成20年１月現在の会員数は、成人21名、ヤング会

員29名である。

４　ＮＰＯ法人Love Peer Price やいまの活動

　Love Peer price やいまは、八重山地区の子どもた

ちに対して「系統的・継続的に支援できる体制づく

り」と「社会におけるサポート体制づくり」また、

子どもたち自身が「生きるための性」を理解し、自

己決定力の重要性を認識することで、望ましい行動

変容につなげられることを目標に活動している。主

な活動として、出前講座がある。ＰＴＡや婦人会等

を対象に地域に出向き、「性に関する意識調査結果」

や「臨床から見える十代の性」として八重山地区の

思春期保健の課題を報告すると同時に、大人たちも

科学的な性の知識やセクシュアリティについて理解

を深める必要があることを伝えている。また、思春

期保健講座では、中学校や高校からの依頼を受け、

講師として会員を派遣してもらっている。また、ヤ

ング会員の活動として平成19年度は、三高校の生徒

を対象に、第１回思春期ピアサポーター養成講座を

開催した。今回の受講生は14名で、養成講座は３日

間（そのうち１日は宿泊）の日程で行った。講座の

内容は、ピアカウンセリングに関すること、セクシ

ュアリティに関することを中心に学び、講座のまと

めとしてグループワークを行った。１４名全員が互い

に協力しあい、各グループでミニピアエデュケー

ションを発表した。３日間の全講座を終了した受講

生に、ＮＰＯ法人 Love Peer Price やいまから「思春

期ピアサポーター」として認定証を交付した。受講

生たちは現在、それぞれの高校でピア活動を行って

いる。また、市民を対象に行っている公開講座は、

ヤング会員の活動発表の場ともなっている。この公

開講座には、ピアカウンセラー養成講座を受講した

ヤング会員が「三高校の生徒たちと協力し、自分た

ちが学んだことを多くの仲間や大人たちに伝えた

い！」という声がきっかけとなり実現した。平成20

年３月に開催した公開講座では、思春期ピアサポー

ターによるセクシャリティを中心にした発表に加

え、新たにヤング会員として登録した食育ピアによ

る発表もあった。青年会議所会長も応援にかけつ

け、ヤング会員を激励するなど、着実に地域へ浸透

していることが伺えた。また、４月１日からスター

トするタクシーの全面禁煙に向けて、手作りのマス

コットを作成し、八重山地区タクシー協会へ贈呈を

している。また、福祉保健所からの声かけで、海外

研修生と交流し、ＮＰＯ法人Love Peer Priceやいま

の活動を紹介したり、ヤング会員との交流会を行っ

ている。同世代の仲間に何かを伝えたいという思い

や、セクシュアリティについて語るヤング会員の姿

に感銘を受ける研修生も少なくない。

５　今後の課題

　八重山地区の思春期の子どもたちに対して「系統

的・継続的に支援できる体制づくり」と「社会にお

けるサポート体制づくり」を行うためには、学校や

地域との連携を深めることが重要になる。しかし、

各学校における性教育への取り組みにはばらつきが

大きいことや大人たちもセクシュアリティについて

学ぶ機会が少なく、子どもたちに何をどのように伝

えればよいかわからず、悩んでいるのが現状の中

で、福祉保健所は、ＮＰＯ法人Love Peer Priceやい

まの活動を支援し、セクシュアリティを伝えるため

の学習会の開催や市町や地域の人たちにも思春期の

子どもたちの問題を知ってもらう必要がある。その

ことにより地域の大人たちが、子どもたちをサポー

トできる力を身につけることができ、子どもたちが

いきいきと生活できる地域づくりへと繋がってい

く。

６　おわりに

　福祉保健所における思春期保健活動をきっかけ

に、ＮＰＯ法人Love Peer Price やいまが発足した。
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これは、昭和61年からの『天使のシンフォニー』に

よる活動が、関係者の間で、根強く広がっていたか

らだと実感している。

　ＮＰＯ法人Love Peer Priceやいまの活動が、地域

に広がっていけるよう、福祉保健所として活動を支

援していければと思う。
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　2007年８月、２週間の旅程でレンタルハーレーに

よるアメリカ大陸横断旅行に参加した。ニューヨー

クからロサンゼルスまでの5900kmを11日間かけて単

車で走る旅である。１日平均537km、700km以上の距

離を３日連続で走るハードな旅であった。

　走り抜けた州はニューヨーク→ニュージャージー

→ペンシルヴァニア→デェルウエア→メリーランド

→ワシントンＤＣ→ヴァージニア→西ヴァージニア

→ケンタッキー→テネシー→アーカンソー→オクラ

ホマ→テキサス→ニューメキシコ→コロラド→ユタ

→アリゾナ→ネヴァダ→カリフォルニアの18州であ

る。

　出発時よりかぜ気味のままニューヨークのホテル

に深夜に到着、一睡もしないまま翌朝大雨の中、ニ

ューヨークを出発した。

　土砂降りのニューヨークの高速道路をいきなり時

速110km以上の高速走行を余儀なくされ、左手で風

防の雨をぬぐいつつ、足元にからみつく雨具のひも

をかかとで振り払いながらステップを操作し、雨の

路面のスリップに目をこらし、猛然と追い越しをか

けてくる大型トラックやトレーラーに肝を冷やしつ

つワシントンＤＣまでの485kmを走り切った。

　初っぱなからハードな旅となり、これからどうな

るものかと思ったが、幸いにも大雨は初日だけで済

んだ。

　旅行中一番の恐怖は、大型トラックのタイヤのバ

ーストだった。高速で走る大型トラックのタイヤが

突然バーストを起こし、ジグザグに蛇行して急停車

するのである。それに巻き込まれるとハーレーのよ

うな重い車体でも軽くはねとばされてしまう。そう

いう急停車のタイヤ痕や断裂飛散したタイヤ片が高

速道路のあちこちに散らばっていた。

　このトラックのバーストに巻き込まれないために

は、トラックよりも高速で走ること。速度が遅いと

追い越すトラックやトレ－ラーに挟まってタイヤバ

ーストに巻き込まれる公算が高くなる。常時70マイ

ル（114km）以上の高速走行を強いられたことが一番

の難事であった。

　事実、ツーリング８日目、コロラド州の山間部の

急坂カーブで100km前後のスピードで追い越しをか

けてきた大型トレーラーが私を追い抜こうとした刹

那、急に減速・蛇行し後方に引き下がった。右後輪

のバーストだった。数秒遅れていたら巻き添えを食

らい、跳ね飛ばされていたはずである。以後、大型

トラックには絶対追い抜かれないように高速走行の

テクニックの習得に努めた。

　旅の最終日はラスベガスからロサンゼルスまでの

488kmだった。ロス市に入る120km前方から車線は６

車線になり、各地から各種の車がこの車線に収束し

猛スピードで市街地に向かって並走する。どの車も

120km前後の猛スピードで走り、車間距離も15～20

メートルと狭い。日本のように80メートルの車間距

離をとると何台もの車に割り込まれてしまう。

　他車に割り込まれて先導車を見失うと、確実に迷

子になるので車間距離をギリギリに保ちつつ猛スピ

ードで先導車の後を追い、西海岸のサンタモニカに

到着したときはさすがに感極まった。

　今回の旅の目的は、人々との触れ合いではなく、

観光旅行でもない。ひたすら西を目指し西海岸のロ

サンンゼルスにたどり着くことだった。観光地を走

ったわけではないから日本人観光客には一人も会わ

なかった。一日10～12時間、来る日も来る日も広大

なアメリカ大陸を一直線に走り抜けた。広大な一本

道を走り続けるのは痛快であった。

　海外レポート

レンタルハーレーによる
アメリカ大陸横断旅行

おおぎみクリニック　大宜見　義　夫　

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 
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　しかし、すぐ別の思いが頭をよぎった。道がまっ

すぐということは、かつてそこに住んでいたアメリ

カ先住民の人たちが土地を追われ、生活を奪われ、

抵抗する者は殺され、犠牲を強いられたのではない

か、この延々と続く直線の道路にはかつてインディ

アンと呼ばれたアメリカ先住民たちの怒り、悲し

み、怨念が込められているのではないか、そんな思

いに駆られながら走り続けた。

　私が、この旅を思い立ったのは、今流の言葉でい

えば、再チャレンジである。昨年見たシルヴェスタ

ー・スタローン主演の映画「ロッキー・ザ・ファイ

ナル」にならったところもある。映画は、還暦を迎

えた往年のプロボクサー、ロッキーが再度世界チャ

ンピオンに挑戦する作品である。

　33年前、250cc単気筒のバイクの荷台に45kgの荷

物を載せ、インド、パキスタン、アフガニスタン、

イラン、トルコ、ギリシャ、ブルガリア、ユーゴス

ラビア（当時）、オーストリア、イタリア、フランス、

スペイン、スイス、ルクセンブルグ、ベルギー、オ

ランダ、デンマーク、スウェーデン、西ドイツ（当

時）など19 ヶ国2万3000kmを走った。終着地はドイ

ツのハンブルグだった。

　あのときの旅に比べれば、今回の旅は、ただ走り

続けるだけの旅だったから苦労の程度はまるで違う

が、さすがに67歳の身にはこたえた。しかし、再チ

ャレンジしたという自分なりの達成感はある。

　かつて、チェ・ゲバラはアルゼンチンのブエノス

アイレス大学医学部の学生時代、南米大陸をオート

バイで旅行している内に南米各地で数多くの貧困層

と出会い、病気や独裁政権に苦しむ人々を目の当た

りにして社会矛盾に気づき革命家になった。私に

は、そういう大それたことはできないが、旅で得た

ものと言えば、人間の生き方に対する興味と関心だ

った。それが心身医学への橋渡しになった感じはあ

る。

　この年になってどうしてこんなアホな旅をするの

か、と問われても、理由はない。しいて言えば、ワ

クワクする熱い思いで夢を追い求める少年の心の残

照であり、還暦を過ぎて再度チャンピオン戦に挑ん

だロッキーと同様、残された時間を精一杯に生きん

とする老いたる者のチャレンジの心である。
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　私は看護学生の時に図書館でＪＩＣＡから発行さ

れていた月刊誌を読んで、海外でこんな医療活動を

経験してみたいという夢がありました。その後ある

きっかけでＪＩＣＡの海外シニアボランティア（Ｓ

Ｖ）に応募し、2004年４月～2006年３月の２カ年カ

ンボジアの国立マラリアセンターにおいてマラリア

対策の活動をさせてもらいました。その活動を報告

したいと思います。

＜赴任当初・・・＞

　最初は右も左も、そして言葉も分からず、最初の

半年間は仕事をこなしながら生活の基盤を整えるの

に精一杯でした。ＪＩＣＡ経験のある先輩保健師か

ら、最初の半年は生活の基盤、仕事を覚えるのに１

年、残りの１年で実際の自分の技術を仕事に活かし

ていくというパターンになるという助言をもらい、

焦らないようにと自分に言い聞かせました。とはい

え、やはりどうやってこの職場に溶け込み、仕事を

覚え、またここの人たちを理解していくのか、葛藤

と不安の日々でした。生活環境の違い、文化の違

い、人々の考え方や行動、色々驚くことばかりでし

た。

　まず職場へ赴任した当初のことです。ＳＶへの要

請内容へは、保健教育教材に関するアドバイスや、

事業のモニタリングが主としてあがっていました。

職場で当然のごとくオリエンテーションがあるもの

と思っていましたが、現場についてみると、部屋を

案内されてそれだけです。カウンターパートからも

挨拶だけでそれっきり。私は要請書にあった内容に

ついて具体的に説明してくれるものとばかり思って

いただけに、戸惑いを覚えました。結局私が動かな

いと何も始まらないことがわかりました。部屋にあ

る資料を勝手に閲覧していいと言われましたが、事

業経過や報告、現在の事業計画などアウトラインを

つかむ資料がみつかりません。政府の予算以上にＷ

ＨＯやその他のＮＧＯ団体の予算のウエイトが大き

いマラリアセンターは、その支援を受けている団体

への報告書があり、カウンターパートから「これを

読めば私たちの事業が理解してもらえる」と渡され

その時は辞書を用いてそれを把握するのに必死でし

た。

＜現地での活動・・・＞

　それから言語が違う国で仕事、生活することの苦

労を知りました。赴任２週間目、いきなり地方への

出張が入り、まだ馴染まない現地のスタッフと共に

５日間を過ごしました。クメール語が話せない私に

とって時間というものがこれ程長く感じたことはあ

りませんでした。

　これは予定外でしたが地方への出張が多く、一歩

郊外へ出るとなると近場で片道３時間、長距離では

片道600km、７～８時間など色々経験しました。最

初は苦痛だった長距離ドライブもその感覚に慣れて

いき、幸いなことに車酔いはしませんでした。最初

長距離だったら車で静かに寝ていればいいと思って

いましたが、それは現場を知らない人の甘い考えで

した。日本のように道路の舗装がきちんとされてお

らず、たとえ舗装された道でも体が揺られないでス

ムーズに通る道はごくほんの僅かです。あと国道や

幹線道路からはずれると、砂利道が何十キロと続い

たり、雨季だと道がぬかるんで泥状になっていたり

ハッとする場面もありました。でもその経験を通し

て、現地の人の活動においてその移動手段がいかに

大変か、その苦労を知ることができ、いろんな活動

に日程がかかることも理解できました。

　海外レポート

カンボジアレポート

恩納村役場　保健師　伊　波　智恵子　

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 
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＜気候と蚊・・・＞

　赴任当時は真夏にあたる４月で日中外の気温が50

度まで上昇する暑さ。この暑さにどこまで耐えてい

けるだろうかと不安でしたが、慣れてくるという

か、暑さのしのぎ方を身につけていったというので

しょうか、どうにかやっていくことができました。

　それから「蚊」これが一番やっかいなもので、本

当に家だけでなく職場の部屋やレストラン、とにか

くどこにでも「蚊」はいます。蚊取り線香や防虫ス

プレー、ムヒは必需品です。ところがその蚊はしぶ

といというか、蚊取り線香の煙の上を悠々と飛んで

いたり、防虫スプレーも一発では効かないこともあ

ります。でも蚊との戦いの甲斐あってか、マラリア

やプノンペンに多いデング熱にも罹らずにすみまし

た。

＜マラリアと貧困・・・＞

　カンボジアのマラリアは熱帯熱マラリアが85％以

上で治療が遅れると、重症化し致命的になる悪性の

マラリアです。免疫力の低い５歳以下の子供や妊婦

はリスクが高いので、特に力を注いでいます。

　蚊の繁殖しやすい国境山岳地帯ラッタナキリ州や

パイリン州、その他内陸でも森林のある地域にマラ

リアの発生が多いです。私は保健教育部門で予防や

治療に関する知識の啓蒙普及のための教材制作や、

村のヘルスワーカー Village・Health･Volunteer

（ＶＨＶ）のトレーニングのサポート、調査、モニ

タリング等に関わってきましたが、現地での問題は

単なる知識不足だけではありません。現実問題とし

て貧困からくる問題があります。

　例えば、ヘルスセンター（Ｈ・Ｃ）まで５kmまた

は10km以上離れた村に住んでいる人にとっては、適

切な治療を受けたくても、そこまでの距離がそれを

阻んでいます。地域によってはマラリアの治療代以

上にＨ・Ｃへ行くまでの交通費や、村から出たとき

の余所での滞在費にお金がかかり、簡単にＨ・Ｃへ

行けない現状があります。その為に過疎地の村へは

直接現場で検査や投薬ができる村のマラリアワー

カー Village･Malaria･Worker（ＶＭＷ）を設置し教

育していますが、全村をカバー出来るほどこのシス

テムは充分ではありません。

　農家にマラリア患者が一人発生すると家族全体に

影響します。家族から患者が出ると患者の負担だけ

ではなく、労働力が減少し、その結果収入も減りま

す。さらに治療代にお金がかかります。治療が遅れ

るのにはそういう経済的理由もあります。その他

Ｈ・ＣやＶＭＷに無料で配布された治療薬等が転売

され、その過程で値上がりし、ただでさえ貧困な村

人にその薬が手元に届く時は倍以上の価格で売られ

ることもあるそうです。しかしその背景にはＨ・Ｃ

スタッフも充分な給料が得られず、自分の収入を確

保するのに必死な事情があるようです。

　マラリアセンターでは、予防や治療の知識の普及

伝導、薬剤や蚊帳などの物資の提供、調査や研究開

発などを行っていますが、なかなかそれだけでは効

果が前進しない、生活環境や貧困の問題がからんで

おり複雑な思いでした。

＜オークンチュラウン・・・ありがとう＞

　ＵＮＩＣＥＦの資料によると、世界人口64億人の

うち１日の生活を１ドル未満で送っている人口は約

12億人いるといわれています。カンボジアの人口の

約38％もその中に入ります。その国では教育、食

料、電気、水道、医療の供給などの問題も同時に抱

えています。世界の裕福な上位20％の人々が世界の

物資の90％を消費しているという事実は日本にいた

ら実感としてわかないものです。現地の人から「日

本に生まれただけできちんとした教育が受けられ、

電気水道があり快適な住まいと治安の安定が与えら

れて羨ましい」と言われたことがあります。この経

験を通して私は自分がどんなに恵まれた環境で育っ

てきたのだろうと思わずにはいられません。

　途上国での生活は苦労もありましたが、異文化の

人々との出会いや多くの経験は私を人間的にも専門

的にも成長させるチャンスでした。国外から日本、

沖縄の良さや短所を改めて発見し仕事にたいしても

自信と誇りを持つ事に繋がりました。職場の上司や

同僚などのご理解とご支援の賜物でありとても感謝

しております。そして、ガンボジアの人々との繋が

りは私の大切な宝物です。＜オークンチュラウン＞
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　９月２０日～９月２２日の３日間、群馬県で開催され

た日本小児保健学会に参加させていただきました。

これまで母子保健担当として働きながら、日々迷い

や疑問を抱えていたところでしたので、今回の学会

参加は大きなヒントや活力を私に与えてくれる機会

だと捉え、大変楽しみにしていました。

　今回は『社会が子どもにもっとできること～子ど

もを社会の太陽に、子どものための大作戦』をテー

マにシンポジウムや特別講演など充実した内容で、

抄録集を読むだけでも期待の高まるプログラムでし

た。学んだことは多くありますが、特に印象に残っ

た部分を中心に報告いたします。

　２日目、新しい離乳食の手引きについての教育講

演を受講しました。離乳・授乳に関する最新の指導

ポイントを理解することができました。同時に、そ

のガイドラインには、現代社会を反映した生活習慣

病予防の視点も重視されていることを知りました。

講師は、乳幼児期からの食生活がいかにその後の健

康を左右するか、予防のためには離乳期からの食生

活改善が必要であることをお話なさっていました。

母子保健活動としてだけでなく、生涯を通じての保

健活動の基礎を築く重要な部分であることを改めて

認識しました。

　２日目のシンポジウムは虐待に関するものでした。

『子ども虐待予防のための保健・医療の連携強化』

というテーマで、各機関からの報告や意見がありま

した。和歌山県立医科大学の柳川先生が紹介した病

院―保健所連携システムでは、病院で入院児や新生

児の被虐待リスク要因をスクリーニングし、院内に

ある保健相談支援センターで定期的に「機関連絡協

議会」を開催し、必要時各関係機関、特に保健所へ

連絡・情報提供を行っていました。さらに保健所か

らは、その後の支援結果や経過を病院へ報告すると

のことでした。病院内に虐待予防を明確に担当する

窓口があると、市町村など地域の立場からも連携し

やすく、より効果的な虐待予防活動が可能になるだ

ろうと思いました。病院や市町村、国などそれぞれ

が虐待問題について真剣に取り組んでいますが、お

互いの連携がなければそれも機能しにくい現状があ

り、早急なシステム作りが必要だと実感しました。

　３日目も引き続き虐待に関する特別講演を受講し

ました。実際に虐待に遭っている子ども達の被害状

況について写真を交えて報告され、改めて虐待予防

の大切さを再認識しました。そしてここでもまた、

関係機関同士の連携が必須だということを学びまし

た。

　今回、学会に参加させていただき、公演やシンポ

ジウムから学んだことは多かったのですが、さらに、

共に参加した他の市町村関係者や病院関係者、小児

保健協会の方々との交流からも、よりおおくのこと

を学ばせていただきました。今後、地域保健活動を

展開していくうえでの協力・連携が少しでもスムー

ズになれば、と願います。知り合い、情報交換する

素晴らしい機会でした。それを与えてくださった小

児保健協会の皆様ありがとうございました。

　学会参加報告

第54回日本小児保健学会に参加して

西原町役場 　　　　　　　　

　保健師　新　垣　牧　子　

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 
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　今回、沖縄県小児保健協会様より、市町村枠とし

て声を掛けていただき、平成19年９月20日～22日の

３日間、群馬県で開催された「第54回日本小児保健

学会」に参加させていただきました。

　今回は、「社会が子どもにもっとできること～子

どもを社会の太陽に、子どものための大作戦～」と

題し、幅広いプログラムとなっていました。１日目

は「病弱児の療育は今」等、２日目は「死を通して

考える」等、３日目は「発達障害の子ども達の観察

から分かること」等10会場に分かれて開催されまし

た。

　様々なテーマでどれもとても興味深いものでした

が、今回は私が特に印象に残った講演や感銘をうけ

たものについて報告させていただきたいと思います。

　「保健師によるハイリスク児への家庭訪問～実践

と課題～」では、母子保健の現状と課題を改めて考

えさせられる事となりました。私は現在、糸満市の

母子担当として保健師業務を行っていますが、その

中でも、若年出産の親への子育て支援については、

課題がたくさんあり、悩まされることが度々ありま

した。「母親としての理想はあるものの、連続性の

ある子育てのギャップと社会からの孤立感に母親の

心の中は、押しつぶされている」と聞き、はっとさ

せられました。私は、支援する側として果たして今

まで母親の気持ちを理解することが出来ていただろ

うか、「子育てに悩む母親」ではなく始めから「要支

援者」としてみてはいなかっただろうか。危機介入

や支援の内容は個々に応じて様々な内容や方法に

なってくるが、その根元には、しっかりとした関係

づくりが無ければならないのにそれが出来ていただ

ろうか。その上で、個々の子育てのニーズを把握し

子育てのしづらさを共感し、それぞれに応じた支援

を展開していくことに意味があったのだなと再認識

させられ、とても実りある講演内容でした。

　また、特別講演の「法医学からみた子供の虐待」

では、実際に虐待を受けた子供達の様々なケースを

写真も交えながら学ぶこととなりました。小さな体

に無数の傷跡があり、とても心が痛む思いがしまし

たが、その中で印象として残っているのは、公的機

関の介入がなかった事例は208例に対し、公的機関

の介入があったのはわずか29例しかなかったという

ことです。虐待の発見がいかに難しいかということ

を痛感しました。糸満市では平成１９年度より、「こ

んにちは赤ちゃん事業」がスタートしました。虐待

の早期発見や防止を目的に行われていますが、訪問

の中で育児不安を訴える母親は少なくなく、その時

の私達保健師の関わりはとても重要であるというこ

とを実感しました。

　今回の研修を通し、先述した内容も含め様々な事

を学ぶことが出来ました。保健師１年目ではありま

すが、日々の業務の中で様々な事で悩み、葛藤を繰

り返していたので、「保健師とはどうあるべきなの

か」、「医療・保健・福祉の役割とは」など、原点に

立ち返り学ぶことが出来たと思います。とても実り

の多い研修となりました。

　今回、このような機会を提供して頂いた小児保健

協会さまに深く感謝申し上げたいと思います。あり

がとうございました。

日本小児保健学会に出席して

糸満市健康推進課　  　　　　

　保健師　志良堂　香　奈　
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　私は旧上野村で老人保健事業を担当した後、今年

３月より予防接種と母子保健事業を担当しています。

新人の私が今回初めて「学会」というものに参加し

て感じたことを書きたいと思います。

　日ごろ、乳幼児健診等で「発達」について遅れが

指摘された子どもたちと出会います。子どもの発達

過程をどんな風に評価すればいいのだろうと悩む時

が多いので、DENVERⅡの講習会を受講しました。観

察項目の判定法が分かりやすくまとめてあり、これ

からDENVERⅡでの発達評価もやってみたいと思いま

した。検査のためだけに活用するのではなく、母親

に子どもの発達を示すために利用するなど、色々な

方法で実践に役立てたいと思います。発達障害は早

期発見療育が重要だと言われていますが、「ちょっ

と気になる」子どもに対して、どんな風に発達を促

す関わりをしていったらいいだろう？と悩む時があ

ります。子育て経験から「大丈夫よ」と安心させる

事も子育て支援として大切なことですが、「様子を

見ましょう」ではなく、「現時点ではここの発達段階

にあるから、これからこんなことができるようにな

るよ。だからこういう遊びを取り入れてね。」等と科

学的根拠と具体的なモデルを示すことができるよう

になりたいと思いました。シンポジウム７でも「AT 

RISK CHILD」に対して「個性」と済ませたり、援助

することをあきらめてしまってはいないか？「将来

リスクがあるかも」という視点で関わることが早期

発見療育のポイントだとのコメントがありました。

　また、個人的に援助技術を磨く一方で、市で行う

健診の事後フォローシステムについても保健師間で

話してみたいと思いました。一般演題38、73（以後

太数字については一般演題を示します）では医療機

関での乳児と１歳半健診時のチェックリストの相談

内容についての分析報告と３歳児健診との連携の課

題が報告されました。宮古島市では乳児から市の保

健センターで関わることができているので３歳児健

診までの継続したフォロー体制という点ではやりや

すい環境だと感じました。しかし、離島ということ

もあり、より専門的な発達の相談となった時、①年

に２回の専門健診を待たなければならない②巡回相

談が（障害）というイメージが強いので敷居が高い

③保育所の巡回療育相談がないといった課題もあり

ます。一方で、34、35より京都市の保育所で気にな

る子どもが全園児の22.8％もいるという報告もあり

ました。大都市とは違うと思いますが、宮古島でも

核家族化や子どもを取り巻く環境が大きく変化して

います。宮古島市では保育士が気になる子どもの割

合はどうなっているんだろう、保育士たちは巡回療

育を希望していないのだろうか？と思いました。さ

らに、３歳児健診の事後フォローとして76「戸田市

の５歳児健診」や、206「伊勢原市の経過検診」も

参考になると思いました。

　健診についての事ばかり書いてしまいましたが、

喫煙についてのシンポジウムや新しい離乳の手引き、

食物アレルギーについて等、新しい情報を聞けてよ

かったです。まずは自分がやっている仕事を一つ一

つ見直して、まとめるという作業の大切さを感じま

した。そして保健活動をパワーアップさせていこう

と思いました。今、宮古島市では小中学生へのイン

フルエンザ集団予防接種の実施を推進しています。

さまざまな困難があり、方法や大人の主張ばかりが

目立ちます。今回の学会のテーマ「社会が子どもに

もっとできること」は何なのか、真剣に考えて結論

が出たらいいなと思います。

　最後になりましたが、この学会に出席するチャン

スをくださいました沖縄県小児保健協会の皆様、忙

しい中出張という形で参加させてくださいました健

康増進課長はじめ職場の皆様に深く感謝いたします。

日本小児保健学会に出席して感じたこと

宮古島市健康増進課　  　          　　　

　予防係　保健師　下　地　由美子　
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　平成19年9月20日～22日まで、第54回日本小児保

健学会に参加させて頂きました。３日間の学会では、

医療、保健、福祉、教育分野から多岐に渡る報告が

あり、中には、同時間で興味深いテーマが重なり、

選択に迷うこともある程でしたが、保健所で久しぶ

りに母子保健を担当している立場の私にとっては、

大変充実した３日間でした。数多くのテーマから印

象に残った部分を抜粋しました。

〈公開シンポジウム１〉病弱児の療育は今

・病弱児の医療と教育、現状、問題点等が５人のシ

ンポジストから提起された。群馬大学教育学部障

害児教育講座（東京女子医大小児神経科専門医）

原　美智子先生による子どもは病弱児であっても、

「学生」だというアイデンティティと自己実現を

支える療育が必要との提起は印象的であった。病

弱児という概念が従来の慢性疾患に加え、不登校

などの心因性疾患が増加していること、子どもの

成長・発達や、病状進行などに伴い、様々に変化

するニーズに適切に対応する療育が望まれるとの

メｯセージがあり、保健所で小児慢性特定疾患を

担当する者として考えさせられる内容であった。

〈ランチョンセミナー２〉

　小児糖尿病対策としての学校保健の成果と今後の

問題点

・平成４年以降全国規模で学校検尿の必須項目とし

て尿糖検査が実施されてきており、Ⅱ型糖尿病や

Ⅰ型の軽い例も発見されてきている。尿糖陽性者

のフォローアップシステムが統一されていないた

めいくつかの課題がある。

・小児慢性特定疾患で、最近Ⅱ型糖尿病の申請が続

いていたこともあり、経口薬と食事、運動指導が

あるが、保護者も本人の状況聞き取りもⅠ型に比

較して、深刻な受け止め方ではないことが気に

なっていた。30歳前の発症の場合Ⅰ型以上にⅡ型

の方が合併症の発症が早いというデータの報告も

あった。学校検尿の課題ではあったが、保健所か

ら見える問題を整理し関係部署と連携を図り、保

健所として取り組める小児糖尿病対策を検討する

ことが必要であると感じた。

〈シンポジウム４〉

　子ども虐待予防のための保健・医療の連携強化

１ 子ども虐待予防のための保健・医療の連携：子ど

も虐待にどう向き合うか

　あいち保健医療総合センター　杉山先生のお話は、

その表現が鮮烈に心に響きました。

・地域での予防は有効だが、ケアする施設がなけれ

ばならない。大規模施設の現状…被虐待児が収容

されているにもかかわらず、施設内で更に虐待が

起こっている現状

　性的虐待の受け皿がないことが日本における最

大の問題点

・ケアの経済学的な検討を行うことも必要→将来的

な非行、解離性障害を防ぐためにもケアが重要で

ある。

・子ども虐待へのケアシステムとは「弱者保護のた

　めの文化装置の創造」である。

・公的なおせっかいをする人→保健師…。公的お

せっかいという表現に苦笑し、複雑な気持ちで心

の中で反芻したが、言い得ているのかしら？と考

えさせられた。でも公的おせっかいをする人は必

要なのだということを確認した。

他、医療機関の立場、市町村保健師の立場、医療

機関ソーシャルワーカーの立場、厚生労働省虐待

防止対策室の立場から虐待予防のための提言がさ

れた。

第54回日本小児保健学会に参加して

中部福祉保健所　地域保健班  　

　　保健師　新　垣　さと子　
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・各々の立場からの提言は日常の業務に振り返り大

　変参考になった。

〈シンポジウム５〉

　発達障害の子ども達の観察からわかること

・発達障害について５人のシンポジストが各々の立

場から提言があり、参考になった。

　発達障害児への対応について、遅れが指摘され

ている沖縄県ではあるが、保健所として何が求め

られているのか、市町村、関係機関と連携を図り

対応していきたい。

＊今回初めて、少児保健学会へ参加させて頂き、数

多くの刺激を受けることができ大変感謝しています。

今回の学会では業務に直結するような興味深いテー

マもあり、大変参考になりました。また、他職種の

関係者と交流する機会も得られ、大変貴重な体験が

できました。このような機会を与えて頂いた関係者

に深く感謝いたします。
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　私は看護師職能委員会の代表として参加しました。

小児科の経験がないので、今回は、４歳、２歳の子

をもつ母親として今の社会の問題、それによって抱

えている子供たちの問題を一緒になって考えてみた

いと思い参加しました。

　子供の虐待をテーマにしたシンポジウムが一番強

烈に印象として残っています。虐待された子供の受

診状況をこれまでにも、幾度と院内で聞いてきまし

た。１歳未満のケースや同じ子供が数回受診という

ケースもありました。連れてきた保母さんや周囲の

話から「なぜ、もっと早く・・」という悔やんだこ

ともあった。

　どんなに虐待されても子は親のもとに戻るという

切れない親子の関係。望まない人にケアとうサービ

スを行なうこと、家族という閉鎖システムへの介入

を要すること、結果的に末広がりの螺旋状の経過を

たどってしまうという介入の困難な対象であると話

されていました。医療機関で働く私たちにはわから

ない保健機関の介入の難しさや医療と保健の連携の

必要性を改めて感じると同時に「何か変だな」とい

う看護師の五官をいかして地域と連携をとることは

できることである。そのことからはじめていこうと

早速、外来スタッフと話をしました。

　これまでの私たちは子供、成人を問わず、対象は

病院、地域と流れていくにも関わらず医療でケアが

ポツリと切れて地域につなげず困ったケースもあり

地域連携のシステム化が必要ではないか？そして、

活用できるような関係づくりが大切だと感じました。

　また、「死を通して生を考える教育～現代の社会

に最も必要とされるもの～」という特別講演は、「信

じられない。こんなことがあるの？」という驚きの

連発であった。

　大学生が「生き返る」と思っているという人がい

るということを聞いて唖然としました。ゲームやテ

レビの影響と演者は話していましたが、なぜ、そう

思うのか。まだ、私には理解できません。ただ、私

の親をはじめ、死の話は、タブーであることは言え

る。私事で言うと、叔父が数年前に親の死に小学低

学年の子供たちに「これが、おじーの骨だよ！」と

死までの課程を説明して遺骨を拾わせたことや私の

祖母の最期を孫、ひ孫に囲まれて１週間自然に自宅

で迎えさせてあげてきたことは、今後、４歳、２歳

の子供にとっても生の大切さを感じさせることがで

きるワンシーンであったことを実感しました。子供

だからといって除外するのではなく、子供には子供

のレベルで話をしてあげると必ず通じること、そし

て、日常生活のなかで自然に話ができる心のゆとり

をもつことを決意しました。

第54回日本小児保健学会に参加して

  　

　　沖縄協同病院　大　城　　　恵　
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　昭和53年名護保健所伊平屋駐在を皮切りに八重山

保健所等離島僻地で16年間を地域母子保健事業の推

進に尽力した。

　平成７年度から３年間、南部保健所において、ハ

イリスク児のフォーローや特に、「ダウン症児を持

つ親の集い」の立ち上げに力を注ぎ現在は、「親の

会」として親同士の交流の場として、また、早期療

育に効果を上げている。  

　また、平成15年度より３年間を母子保健行政にお

いて沖縄県の未熟児出生が高いという課題に対して

未熟児支援体制の構築に力を注ぎ、保健所との連携

で「小さく生まれた赤ちゃんのママ・パパへ」の冊

子発刊を支援、県内の未熟児学級などに活用され関

係者から高い評価を得ている。児童虐待は乳幼児期

に発生していることに照らし、保健師が関与した虐

待事例と乳幼児健診における虐待予防対策に関する

調査を実施、その結果を「児童虐待予防を視点にお

いた乳幼児健診マニュアル」をまとめ健診の場で活

用され児童虐待予防に寄与している。さらに、不妊

に悩む女性の健康問題の軽減を図るべくこととして、

平成16年に不妊専門相談センター設立など新たな母

子保健課題改善に尽力した。

　さらに、地域母子保健事業を円滑に推進する上で、

母子保健推進員の組織力、質向上が不可欠として

「沖縄県母子保健推進員連絡協議会」設立に尽力。

協議会として母子保健推進員独自のボランティア研

修など組織の自主活動を目指している。

　氏は、現在地域保健と学校保健との連携で性感染

症等思春期保健問題改善のネットワーク化に努めて

おり、今後も母子保健の多くの分野で氏の活躍が期

待される。

　沖縄小児保健賞

　沖縄小児保健賞は、沖縄県小児保健協会が平成４年に第44回保健文化賞（主催＝第

一生命保険相互会社　後援＝厚生省　朝日新聞厚生文化事業団 NHK厚生文化事業団）

を受賞したのを記念し、平成５年に設定しました。

　この賞は、沖縄の小児保健活動に著しく功績があった者で、今後も引き続き活動が

期待される個人または団体を顕彰するものです。

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 
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沖 縄 小 児 保 健 賞

平 成１９年 度 沖 縄 小 児 保 健 賞

≪個人の部≫　　永　山　さなえ　－沖縄県中央保健所－
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　平成８年より医療的ケアを要する小児の訪問看護

ステーションとして周知され利用者が増えた。在宅

でのレスピレター管理など医療的ケアを要すること

に不安を持ち、やむなく長期入院となっている児の

在宅移行に向けた主治医、保健所、関係者とのカン

ファレンスに参画し訪問看護のシュミレーションを

行うと共に安全・安心の看護体制の下、医療依存度

の高い長期療養児の在宅ケアに取り組んだ。約10年

間では、レスピレター管理、気管切開、胃ろう、鼻

腔栄養、ＥＤチューブ、ペースメーカーなど実人員

67名、延べ件数で8,461件となっている。平成19年

２月末現在、訪問看護ステーションはえばる利用者

67名中25名が小児で、小児難病、染色体異常、心疾

患など病状の観察を小児訪問看護のエキスパートと

して長期療養児の在宅ケアに大きく貢献している。

　また、小児の在宅ケアを推進することは母親の支

援が重要でレスパイト目的の訪問看護の依頼も多い。

母親不在時の「在宅での安全な看護サービスの提供

のあり方」を検討し①児の病状の安定　②児を充分

把握した看護師の対応　③母親との連絡が取れる　

④消防署など緊急連絡体制の４項目クリアで実施し

ており、それが定着し母親のリフレッシュ、児の兄

弟のＰＴＡ行事などへの参加が可能となりＱＯＬ向

上にも繋がっている。

　一方、従事する看護師はＮＩＣＵを経験している

が、さらに、それら技術を中心とした研修、カン

ファレンスなどコミニュケ－ション能力などスキル

アップに努めており、利用者、関係機関・者から小

児看護技術に対する高い評価を得ている。

　現在県内の訪問看護ステーションは、53カ所あり、

そのうち小児訪問看護は７カ所が実施しており拡が

りは見られるが、他訪問看護ステーションからの相

談もありノウハウなど指導対応し、今後も小児難病

児等在宅ケアの充実・拡大に期待される。

平 成１９年 度 沖 縄 小 児 保 健 賞

≪団体の部≫　　訪問看護ステーションはえばる

　　　　　　　　　　　　　－社団法人 沖縄県看護協会立－
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　このたび小児保健賞というすばらしい賞の受賞通

知が届いた時の驚きと喜び、戸惑いもありましたが、

大変光栄に存じ、感謝申しあげます。

　思えば、県の保健師採用試験面接時に「最初の赴

任地では何がしたいですか」という予防課長の質問

に「母子保健活動」と回答し、「老人の多い離島で母

子保健？」と怪訝そうに言われたことが、今でも忘

れられません。助産教育を受けたことと、保健活動

の基本は母子保健であるという思いが強かったから

と記憶しています。

　最初の赴任地で印象に残っているのは離島ならで

はの救急医療で、診療所の医師が不在な中、前期破

水の妊婦さんに付き添って、自衛隊の救急ヘリそし

て救急車から病院へと不安な中、搬送したことです。

無事出産した時には本当にホッとしました。

　また、昭和54年頃の八重山保健所では、専門機関

が少ないため独自の事業が数多くありました。乳幼

児一斉健診、心臓病健診、妊婦相談、母親学級等、

まだ保健所が母子保健サービスを全面的に担ってい

る頃でした。中でも、乳幼児一斉健診では、プレデ

ンバーテストからの発達の学び、事前・事後の台帳

整理から実施後の反省会等健診の基本を学びました。

特に問診項目を集計し、まとめることは地域の実態

を見、保健指導に活用する面白さにつながっていま

した。その後の駐在でもバラバラにあった健診カル

テを個人ごとにつづり、結果の集計・分析をし、住

民にわかりやすく返すことができました。ある町村

では、小児科医の確保や母子保健推進員の結成等健

診体制づくりからでした。また、健診の事後フォ

ロー、学習の場としての母親学級の工夫、個別支援

から発展した障害児の親の集い等、保健衛生課長の

理解や同僚の協力があり、事業の積み重ねができて、

何よりも地域住民に喜ばれる活動ができたと思いま

す。

　地域保健法施行前後は保健所の母子保健担当とし

て、離島の乳幼児健診の応援、思春期教室、療育相

談と保健所の役割を実感しました。専門健診では、

日暮先生のダウン症児の母親への指導で兄弟、夫婦

と家族全体への心配りが印象的でした。その時の待

ち時間で母親同士の交流が出来、そこから専門健診

だけではなく、親の交流が必要だと感じ交流会に発

展させました。お互いの子育て体験の共有と先生の

アドバイスによって、いい交流が出来、その後もダ

ウン症の集いは続いています。

　印象深いのは、病気の告知の時期でした。当時の

新生児学会では、早ければ早いほどよいということ

が主流で、学会で報告していた女医さんの自分の体

験を基に早く知ってよかったという報告が共感を呼

んでいました。しかし、専門健診後の事例検討で、

1 ヵ月後に告知を受けたお母さんと翌日に告知され

たお母さんの事例報告の中で、早いお母さんがなん

となく子供への思いに距離があるという保健師の報

告がありました。日暮先生の「母親への告知は母子

関係ができた約１ヶ月後がいい」とのアドバイスが

事例と重なりストンと心に落ちるものがありました。

子供の病気は母親にとってつらいものがあります。

私たち保健師が支援するのは、児だけではなく、未

熟児や障害児を出生して自責の念にかられている母

親への思いに寄り添う支援であると痛感しています。

　これまでの30年、微力ながらも駐在保健師、保健

所の母子保健担当、県の母子保健業務に従事してき

ました。今後も出来る限り母子保健に尽力していき

たいと思いますので、ご指導の程よろしくお願い致

します。

　

沖縄小児保健賞を受賞して

沖縄県中央保健所　永　山　さなえ　
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　平成19年５月19日 （土）に開催された小児保健協

会総会・学会において訪問看護ステーションはえば

るは小児保健賞を受賞しました。ご指導下さいまし

た関係者の皆様に感謝申し上げたいと思います。

　当ステーションが開設したのは平成６年で名前も

沖縄県看護協会老人訪問看護ステーションでした。

当初は老人保健法の利用者が対象で脳血管疾患、循

環器、呼吸器疾患、ターミナルの方を訪問していま

した。その後は健康保険法の改正で若年者の利用者

も訪問看護を利用できるようになり難病や小児慢性

疾患の利用者が増えてきました。平成９年から小児

の利用が始まり、それから10年、平成19年８月では

小児の利用者も20名を越えています。10年間の訪問

回数は延べ8,500件となっています。

　訪問看護は、退院後に利用者への医療的ケア・身

体ケア・観察・介護者の確保などのサービスを提供

しています。さらに介護者の気づいた点や相談に対

応し、症状観察・判断が適切か共に考え、介護者を

支えていくことが大切な役割になっています。訪問

回数は週に１回から３回程度、又は急性増悪やレス

ピレーターの利用者では毎日（月～金）訪問指示書

に基づいたケア提供をしています。症状悪化がみら

れる場合は主治医に連絡し、家族と相談しながら受

診につなげます。入院の場合は、在宅での観察内

容・介護の状況を主治医や病棟看護師に説明し、適

切な医療が受けられるよう連絡を取り合います。こ

のように在宅と病院の連携がスムーズであると利用

者にとっても、家族にとっても安心です。当ステー

ションは24時間連絡体制で相談をうけたり緊急で訪

問看護をする事もあります。

　家庭でのケアを家族と学校・訪問看護ヘルパー・

訪問リハビリで分担し、スケジュールを組み上手に

活用している家族もいます。介護負担が過剰になら

ないようにする事で、児の安全を守り家族それぞれ

の人生も大切にできていると思います。在宅サービ

スをうまく活用するために、行政・福祉・医療の連

携プレーが大切です。

　印象深い家族がいました。難病で生まれたＡちゃ

んはレスピレーター管理でずっと入院していました

が、主治医の説得で数回の会議をもち地域の支援体

制が整い自宅に帰ることになりました。退院してか

らすぐにＡちゃんに変化がありました。無表情だっ

たＡちゃんは兄弟達の声や足音に目を輝かせ、表情

が豊かになり明らかに情緒面でも良い効果があるの

がわかりました。また、家族はＡちゃんの周囲に集

まり声をかけ、自然に過ごす中で、訪問看護師に自

分たちのケアが良いことを評価されたので自信につ

ながったと思います。その後は、入退院を繰り返し

ましたが家族と貴重な時間を過ごせました。

　これまで訪問看護に携わり、ご本人や家族のひた

むきに頑張る姿、また関係機関の協力に助けられ、

多くの勇気と希望をもらってきました。

　今回の受賞をうけたことを励みに、微力ながら地

域医療に携わっていきたいと思います。なお、懸賞

金をいただきましたので、小児の訪問に必要なリハ

ビリ玩具の整備、小児看護の質を高める研修等に充

てていきたいと思います。ありがとうございました。

　

平成１９年度　沖縄小児保健賞を受賞して

沖縄県看護協会訪問看護ステーションはえばる　宮　城　春　代　
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［定期総会と小児保健学会］を、平成19年 ５月19日沖縄県立浦添看護学校大講堂において開催した。

　総会は、平成18年度の事業 ・決算報告、平成19年度事業計画 ・収支予算、役員改選について審議された。

　沖縄小児保健賞は、 〔個人の部〕永山さなえ氏 （沖縄県中央保健所）、 〔団体の部〕訪問看護ステ－シ ョ

ンはえば る氏 （社団法人沖縄県看護協会立）に授与した。

　特別講演は、早稲田大学文学学術院教授増山仁先生に 「子ども観 ・子育て観を問い直す－ 『子ども白書』

を手がか りにして－」と題して、講演いただいた。

　小児保健学会は、一般講演 ９題の発表があり活発な意見交換がなされた。

［乳幼児健康診査実績報告会並びに市町村母子保健担当者研修会］を、平成19年 ６月29日に浦添市のハ－モ

ニ－センタ－において開催した。

　一般健診の部を会長の玉那覇榮一先生、歯科健診の部を理事の比嘉千賀子先生が担当し、健康診査結果報

告がなされた。

　研修会は、 「行政における個人情報の保護」について、浦添市福祉保健部保護課課長の朝崎口伊先生に講

演いただいた。

［医師研修会］は、ランチ ョンセ ミナ－を含め ４回開催した。

　ランチ ョンセ ミナー＜第１回＞平成19年 ９月 ９日 （第64回例会日本小児科学会沖縄地方会）に琉球大学医

学部臨床講義棟 １階講義室において、 「小児の緑内障」と題し、琉球大学医学部視覚機能制御学教授の澤口

昭一先生に講演いただいた。

　＜第２回＞平成20年 ３月 ９日 （第65回例会日本小児科学会沖縄地方会）琉球大学医学部臨床講義棟 １階講

義室において、 「乳幼児健康診査から紹介される小児の整形外科疾患」と題し南部医療センタ－ ・子ども医

療センタ－小児整形外科副部長の粟国敦男先生に講演いただいた。

　通常の医師研修会、＜第１回＞平成19年10月11日沖縄県立南部医療センター ・こども医療センター ２階大

講堂にて、 「食べる機能と味覚の発達－小児の口の発育からみた離乳食 ・幼児食の進め方－」と題し、昭和

大学歯学部小児成育歯科学教授の井上美津子先生に講演いただいた。

＜第２回＞平成19年11月 ３日沖縄産業支援センタ－において開催した。 １題目 「乳幼児健康診査の意義」で

沖縄県小児保健協会会長の玉那覇榮一先生、 ２題目 「成長の評価と助言方法 （身長 ・体重 ・頭囲）」で沖縄

県小児保健協会副会長の宮城雅也先生、 ３題目 「乳幼児健康診査における精神運動発達の診方」で沖縄小児

発達センター院長高良幸伸先生、 ４題目 「乳幼児健診における尿 ・貧血検査」アワセ第一医院副院長の浜端

宏英先生、 ５題目 「乳幼児健康診査における精神発達チェックとフォローの意義」で沖縄県立南部医療セン

ター ・こども医療センターこころの診療科部長の土岐篤史先生に講演いただいた。

［母子保健推進員研修会］は、沖縄県母子保健推進員連絡協議会との共催により２回開催した。

　＜第１回＞平成19年 ８月30日おきでんふれあいホールにおいて、講演は 「乳幼児虐待の早期発見 と対応

（事例等の紹介を含め）」と題し、沖縄県中央児童相談所所長砂川恵正先生に講演いただいた。午後は 「虐

待予防のための母子保健推進員のかかわ り方について」のテーマでグループワークを実施した。

　＜第２回＞平成19年12月13日てだこホール市民交流室にて開催した。講演は 「乳幼児の事故について」沖

縄県立中部病院小児科部長の小濱守安先生に講演いただいた。グループワークは 「事故防止のための母子保

健推進員のかかわ り方について」のテーマで実施した。

［保健セミナー］は例年通 り２回開催した。

　＜第１回＞平成19年10月11日、保健師や栄養士等を対象におきでんふれあいホールにて開催した。講演は

　協会活動報告　

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 

 　巧巧巧巧巧巧巧巧巧巧　 
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平成19年度定期総会・小児保健学会プログラム

総合司会　島　袋　富美子（沖縄県南部福祉保健所）

〔総　会〕　　　　　　

１　開会の辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大　城　清　子

２　会長あいさつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉那覇　榮　一

３　議長団選出

４　議　　事

　　（１）平成18年度事業報告に関する件

　　（２）平成18年度収支決算報告並びに会計監査報告に関する件

　　（３）平成19年度事業計画（案）に関する件

　　（４）平成19年度収支予算（案）に関する件

　　（５）役員の改選に関する件

　　（６）その他

５　閉会の辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮　城　雅　也

「食べる機能と味覚の発達－小児の口の発育からみた離乳食 ・幼児食の進め方－」と題し、昭和大学歯学部

（小児成育歯科学）教授の井上美津子先生に講演いただいた。晩は医師研修会として同講演を小児科医と歯

科医師を対象に開催した。

　＜第２回＞平成20年 １月18日は浦添市社会福祉センター ３階大研修室ホールにおいて 「身体測定の見方と

成長支援―個々の可能性を育てよう―」と題して、県立南部医療センター ・こども医療センター新生児科部

長の宮城雅也先生に講演いただいた。

［第41回沖縄県母子保健大会］を平成20年 １月17日に沖縄県 との共催に より宜野湾市民会館大ホールにお

いて開催した。

　式典では、県知事表彰 ５名と大会長表彰15名の個人が表彰された。

　特別講演は、家族機能研究所代表の斉藤学先生に 「養育力の低下している親とその子どもへの支援～家族

機能を考える～」と題して、講演いただいた。

［第54回日本小児保健学会］ （平成19年 ９月20日～22日群馬県）へ、市町村保健師 ４名 と看護協会職能代

表者 ３名を派遣した。

［平成19年度健やか親子21全国大会］ （平成19年11月13日～17日新潟県）へ関係者を派遣した。

［経常的事業活動］の、主なるものは健康診査事業で、平成19年度41市町村から乳児と３歳児健康診査の委

託を受け、 １歳 ６か月児については、28市町村からの委託と11市町村からの情報処理業務を受託した。 「平

成18年度乳幼児健康診査報告書」を作成し、市町村や関係者へ配布した。

　広報活動の一環である機関誌 「沖縄の小児保健」35号を発刊し、会員や関係者等へ配布する。

［その他の活動］は、はしか “０”プロジェクト推進活動と沖縄県母子保健推進員連絡協議会活動の事務局

を担 う等母子保健活動推進団体の支援を行った。

　以上の事業や諸活動は、理事会および各種委員会での討議を踏まえて推進された。
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〔学　会〕

　一般講演

　　　　　　　　　　　　　　　　座長　與　儀　とも子（沖縄県看護協会）

１　在宅療養児の訪問看護時の栄養チューブ交換と吸引時の反応－観察調査から－

阿嘉直美（琉球大学附属病院）

　　　仲村美津子　儀間繼子（琉球大学医学部保健学科小児看護学教室）

２　臍ヘルニアに対するスポンジ圧迫治療を試みて－両親へのアンケート調査から－

仲村涼子　平洋代　比嘉綾子　栄野比順子　伊集広子　神山廣子　村吉尚子

山城静子　玉那覇榮一（特定医療法人敬愛会　ちばなクリニック小児科）

３　１歳６か月児健康診査未受診児の育児環境について

與儀智枝美（中城村役場　琉球大学医学部保健学科母子・国際保健学分野）

比嘉昌子（中城村役場）

仲里美智子（宜野湾市役所）

外間登美子（琉球大学医学部保健学科母子・国際保健学分野）

座長　糸　数　　　公（沖縄県福祉保健部健康増進課）

４　感染予防のための家族への効果的な手洗い指導

田場朝美　緒方公美子　宮城かおり　津波和枝

（県立南部医療センター・こども医療センター４階小児科病棟）

５　大量排菌肺結核の母親から乳幼児集団感染が危惧された事例（第１報）

　　－Ｑuanti ＦＥＲＯＮ（ＱＦＴ）結核検査の試み－

上原真理子　平良セツ子　石垣悦子　松野朝之（沖縄県宮古福祉保健所）

高江洲均（沖縄県南部福祉保健所）

６　大量排菌肺結核の母親から乳幼児集団感染が危惧された事例（第２報）

　　－院内感染防止に向けたマスク着用普及－

平良セツ子　石垣悦子　松野朝之　上原真理子（沖縄県宮古福祉保健所）

高江洲均（沖縄県南部福祉保健所）

座長　宮　城　雅　也（県立南部医療センター・こども医療センター）

７　こども外来における患児家族のサービス向上への試み－アンケート結果より－

島尻孝子　砂川悦子　平良佑子　大城利恵子

（県立南部医療センター・こども医療センターこども外来）

８　当院救急救命センターにおける小児救急の現状と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　

新里盛朗　加藤千紘　林　峰栄　高岡　諒

（県立南部医療センター・こども医療センター地域救急救命科）

前花亜紀　大庭千明　喜瀬智郎　中矢代真美　天久憲治　當間隆也

吉村仁志　百名伸之　宮城雅也　島袋智志　我那覇仁　安慶田英樹

（県立南部医療センター・こども医療センター小児科）

９　県立中部病院における過去７年間の虐待症例の検討

　　　　　　小濱守安（沖縄県立中部病院小児科）
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平成18年度事業報告

〔Ⅰ〕公益活動の部

１　乳幼児健康診査の実施及び推進活動

　茨　乳幼児健康診査受託市町村

　　　①乳　児　　　　　　　　　　　41市町村

　　　②３歳児　　　　　　　　　　　41市町村

　　　③１歳６か月児　　　　　　　　26市町村

　　　④１歳６か月児の情報処理　　　11市町村

　芋　乳幼児健康診査実施回数

　　　乳児一般健康診査 土曜日　　　　　　　　122回　　

 日曜日　　　　　　　　110回

　　　３歳児健康診査 　　　　　　　　　　　318回

　　　１歳６か月児健康診査 　　　　　　　　　　　285回

　　　乳幼児健康診査（乳児　３歳児　１歳６か月児　のセット）　　　　　　　74回

　　　幼児健康診査（３歳児　１歳６か月児　のセット）　　　　　　　　　　　35回

　鰯　実施総数　　　　　　　

　　　①乳児一般健康診査 41市町村

　　　　対象者数 32,650人

　　　　受診者数 28,478人（受診率　87.2％）

　　　　要精密検査数 1,210人（要精密検査率　4.2％）

　　　②３歳児健康診査 41市町村

　　　　対象者数 16,585人

　　　　茨一般健診

　　　　　受診者数 12,912人（受診率　77.9％）

　　　　　要精密検査数 1,068人（要精密検査率　8.3％）

〔“沖縄小児保健賞”の贈呈〕

　個人の部

　　永　山　さなえ　　沖縄県中央保健所

　団体の部

　　訪問看護ステーションはえばる　　社団法人沖縄県看護協会立

　
〔特別講演〕

座長　玉那覇　榮　一（沖縄県小児保健協会長）

　子ども観・子育て観を問い直す－『子ども白書』を手がかりに－

　　　　　　　　　　　早稲田大学文学学術院教授　　増　山　　均　先生　
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　　　　芋歯科健診

　　　　　受診者数 12,867人（受診率　77.6％）

　　　③１歳６か月児健康診査 26市町村

　　　　対象者数 4,466人

　　　　茨一般健診

　　　　　受診者数 3,869人（受診率　86.6％）

　　　　　要精密検査数 172人（要精密検査率　4.4％）

　　　　芋歯科健診

　　　　　受診者数 3,859人（受診率　86.4％）

　　　④１歳６か月児健康診査情報処理のみ　11市町村

　　　　対象者数 9,894人

　　　　茨一般健診

　　　　　受診処理件数 8,177件（要精密検査数　270人）

　　　　芋歯科健診

　　　　　受診処理件数 8,160件

　允　乳幼児健康診査における精密健康診査結果の情報提供

　　　那覇市、浦添市

　印　乳幼児健康診査事業の受託推進活動

　咽　乳幼児健康診査受診票の作成

　員　目と耳の検査アンケートの作成

　因　平成17年度乳幼児健康診査報告書の作成

　姻　乳幼児健康診査情報処理に関するＯＡ機器の整備

　引　乳幼児健康診査事業マニュアル作成

　　　①マニュアル検討班委員会の開催　　　　５回

２　広報活動

　茨　機関誌「沖縄の小児保健」第34号の発行（1,000部）

　　　配布先　⇒　会員、41市町村、その他関係機関

　芋　母子健康手帳の印刷

　鰯　離乳食指導用パンフレットの印刷

　允　ホームページの管理、情報の開示　　http://www.osh.or.jp/

３　教育・研修活動

　茨　沖縄県小児保健学会の開催

　　　日　時　　平成18年５月20日（土）午後１時30分～４時30分

　　　場　所　　沖縄県立浦添看護学校

〈一般講演〉

　座長　譜久山　民　子（沖縄県福祉保健部健康増進課）

１　「保育園児による大人への禁煙サポーター」育成の試み

　　　　　　　　　　　　上原真理子　座嘉比照子　平安山あゆみ　奥間朝子
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知念文枝　新里真美子　知名保（沖縄県中央保健所）

２　小児Ⅰ型糖尿病患児との関わり－家族・学校・地域・医療機関との連携を通して－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　疋田志保子　比嘉綾子　山城静子　平洋代　仲村涼子

　　　伊集広子　栄野比順子　玉那覇榮一

　　　（医療法人敬愛会　ちばなクリニック小児科）

３　卵アレルギー児に対するインフルエンザワクチンの副反応調査

　　　　　　　　　　福地哲子　鍵本洋香　國吉江利　赤嶺千佳子　知念直美

眞榮田亜衣　國吉綾美　我部しより　玉那覇康一郎

（小児クリニックたまなは）

座長　　當　間　隆　也（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）

４　「音楽活動」の実践報告－活動状況とアンケートの実施から－　

　　　　　中原弘道　伊波興和　槌賀信基

（肢体不自由児施設　沖縄整肢療護園）

５　沖縄県の長期入院児の実態と「在宅支援」へ向けて　

　　　　泉川良範　勝連啓介　中村恭子　知念元恵　仲本千佳子

（社会福祉法人五和会　名護療育園）

６　「療育ファミリーサポートほほえみ」の活動から見えてきた

　　在宅障害児とその家族のニーズ

　　　　　　　福峯静香　大城奈美（療育ファミリーサポートほほえみ）

小浜ゆかり（沖縄整肢療護園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　下　地　ヨシ子（沖縄県小児保健協会）

７　乳幼児期の育児不安に関する父親と母親の比較

津之地三和（医療法人敬愛会　中頭病院）

古謝安子　宇座美代子　小笹美子　船附美奈子

（琉球大学医学部保健学科地域看護教室）

田中　薫（京都市役所）

８　父親の育児参加と母親の精神健康調査成績

　　　　　　　国吉光治　与儀智枝美　佐次田早苗　外間登美子

（琉球大学医学部保健学科母子・国際保健学分野）

９　若年妊産婦支援についての検討

永山さなえ　比嘉綾子　親川豊子　仲宗根正（沖縄県福祉保健部）

塩川明子　平良久美子　蔵根瑞枝　糸数公　金城芳秀

（「健やか親子沖縄2010」思春期検討委員会）

〈特別講演〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長　玉那覇　榮　一（沖縄県小児保健協会長）

　「人間になれない子どもたち－“メディア漬け”と子どもの危機－」

　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ・子どもとメディア　代表理事　清　川　輝　基　先生　
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　芋　第40回沖縄県母子保健大会の開催

　　　　日　　時　　平成19年１月18日（木）午後２時～５時

　　　　場　　所　　宜野湾市民会館大ホール

　　　　参加人員　　約760人

　　　　講　　演　　「子どもの事故による傷害（Injury）－その実態と予防へのアプローチ－」

　　　　　　　　　　　　　　緑園こどもクリニック（横浜市泉区）院長

　　　　　　　　　　　　　　子どもの事故予防情報センター代表

　　　　　　　　　　　　　　産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター

　　　　　　　　　　　　　　子どもの事故予防工学カウンシル（CIPEC）代表　山　中　龍　宏

　　　　主　　催　　沖縄県、（社）沖縄県小児保健協会

　鰯　保健セミナーの開催

　　　〈第１回〉

　　　　日　　時　　平成18年11月14日（火）午前10時～11時30分

　　　　場　　所　　浦添市社会福祉センター

　　　　参加人員　　86人

　　　　講　　演　　「乳幼児健康診査データからみえるもの」

　　　　　　　　　　　　　　社団法人沖縄県小児保健協会理事

　　　　　　　　　　　　　　沖縄県北部福祉保健所健康増進班班長　糸　数　　　公

　　　　共　　催　　沖縄県、（社）沖縄県小児保健協会

　　　〈第２回〉

　　　　日　　時　　平成19年１月19日（金）午前10時～午後４時

　　　　場　　所　　おきでんふれあいホール

　　　　参加人員　　141人

　　　　講　　演　　「Ⅰ型糖尿病患児の学校生活支援について」

　　　　　　　　　　　　　　ちばなクリニック医　師　玉那覇　榮　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　看護師　栄野比　順　子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄養士　金　城　めぐみ

　　　　講　　演　　「学童健診から見える小児肥満症」

　　　　　　　　　　　　　　（社）那覇市医師会生活習慣病検診センター　　崎　原　永　辰

　　　　主　　催　　（社）沖縄県小児保健協会

　允　平成17年度乳幼児健康診査実績報告会並びに市町村母子保健担当者研修会の開催

　　　　日　　時　平成18年６月30日（金）午後１時30分～４時

　　　　場　　所　沖縄県看護協会４階ホール

　　　　参加人員　116人

　　　　講　　演

　　　　　　　　一般健診の部　「平成17年度乳幼児健康診査実績報告」

　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県小児保健協会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　ちばなクリニック小児科医師　玉那覇　榮　一

　　　　　　　　歯科健診の部　「平成17年度乳幼児健康診査実績報告」
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　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県小児保健協会理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県北部福祉保健所主任歯科医師　比　嘉　千賀子

　　　　講　　演　　「乳幼児健康診査データから見た若年妊婦の特徴」

　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県小児保健協会理事

　　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県北部福祉保健所健康推進班班長　糸　数　　公

　　　　主　　催　　（社）沖縄県小児保健協会

　印　医師研修会の開催

　　　〈第１回〉

　　　ランチョンセミナー（第63回例会日本小児科学会沖縄地方会）

　　　　日　　時　平成18年９月10日（日）

　　　　場　　所　琉球大学医学部臨床講義棟２階大講義室

　　　　参加人員　80人

　　　　講　　演　「沖縄県小児保健協会33年間の歩み」

　　　　　　　　　　　　　　沖縄県小児保健協会理事　知　念　正　雄

　　　〈第２回〉

　　　ランチョンセミナー（第64回例会日本小児科学会沖縄地方会）　

　　　　日　　時　平成19年３月18日（日）　

　　　　場　　所　琉球大学医学部臨床講義棟１階小講義室

　　　　参加人員　75人

　　　　講　　演　「難聴児早期発見の必要性とその問題点　～沖縄県の現状とともに～」

　　　　　　　　　　　　　　琉球大学医学部耳鼻咽喉科助手　我那覇　　章

　咽　母子保健推進員リーダー研修会の開催

　　　〈第１回〉

　　　　日　　時　平成18年10月19日（木）午前10時～午後４時30分

　　　　場　　所　おきでんふれあいホール

　　　　参加人員　43人

　　　　講　　演

　　　　　　　　　視察研修報告（愛知県豊田市）

　　　　　　　　　　行政部門

　　　　　　　　　　　　「先進県の母子保健推進員活動状況」

　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県小児保健協会理事　下　地　ヨシ子

　　　　　　　　　　母子保健推進員の活動部門

　　　　　　　　　　　　「先進県の母子保健推進員活動状況」

　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県母子保健推進員連絡協議会会長　積　　静　枝

　　　　　　　　　　沖縄県の母子保健の現状

　　　　　　　　　　　　「沖縄県母子保健の現状」

　　　　　　　　　　　　　　　　沖縄県福祉保健部健康増進課班長　　照　屋　恵　子

　　　　　　　　　　予防接種の最新情報－麻しん“０”をめざして－

　　　　　　　　　　　　「子どもの健康は予防から」
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　　　　　　　　　　　　　　　　知念小児科医院院長　知　念　正　雄

　　　　　　　　グループワーク

　　　　　　　　　　　　　　　　コメンテーター　下　地　ヨシ子

　　　　　　　　　　テーマ　訪問時の対応について

　　　　　　　　操体法の実技

　　　　　　　　　　母子保健推進員活動の活性化

　　　　　　　　　　「操体法について」　

　　　　　　　　　　　　　　　　助産師　島　袋　春　美

　　　　共　　催　　（社）沖縄県小児保健協会、沖縄県母子保健推進員連絡協議会

　　　〈第２回〉

　　　　日　　時　　平成19年３月20日（火）午前10時～４時30分

　　　　場　　所　　おきでんふれあいホール

　　　　参加人員　　53人

　　　　講　　演　　「個人情報保護の法制度」

　　　　　　　　　　　　浦添市役所総務部市政情報室長　朝　崎　　口伊

　　　　　　　　グループワーク

　　　　　　　　　　　　　　　　コメンテーター　親　川　豊　子

　　　　　　　　　　テーマ　母子保健推進員活動からの事例報告

　　　　　　　　操体法の実技

　　　　　　　　　　母子保健推進員活動の活性化

　　　　　　　　　　「リラックスの仕方、させ方」　助産師　島　袋　春　美

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健師　金　城　芳　子

　　　　主　　催　　（社）沖縄県小児保健協会、沖縄県母子保健推進員連絡協議会

　員　第53回日本小児保健学会への派遣

　　　　期　　間　平成18年10月25日～10月28日（甲府市）

　　　　派　遣　者　

　　　　関係団体（３名）

　　　　　　　　　　　看護師職能代表　長　嶺　純　子（沖縄赤十字病院）

　　　　　　　　　　　助産師職能代表　島　袋　雅　乃（沖縄県立中部病院）

　　　　　　　　　　　保健師職能代表　冨　里　トモ子（沖縄県中部福祉保健所）

　　　　市町村保健師（４名）　

　　　　　　　　　　　真栄田　　　恵（沖縄市役所）

　　　　　　　　　　　高宮城　智　美（読谷村役場）

　　　　　　　　　　　金　城　しのぶ（宜野湾市役所）

　　　　　　　　　　　翁　長　泰　子（豊見城市役所）

　　　　沖縄県小児保健協会理事（５名）及び事務局（２名）

　因　平成18年健やか親子21全国大会（高知市）

　　　　期　　間　　平成18年11月20日～22日

　　　　派　遣　者　　理事１名、事務局３名
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　姻　母子保健推進員養成先進市調査（豊田市）

　　　　期　　間　　平成18年７月11日～12日

　　　　派　遣　者　　事務局３名

　　　　　　　　　　沖縄県母子保健推進員連絡協議会長１名

４　調査・研究等

　茨　関係団体が開催する講演会等への助成　

　　　　①『社団法人沖縄県看護協会』

　　　　　　　日　　時　平成18年11月25日（土）午後１時30分～午後４時30分

　　　　　　　場　　所　沖縄県看護研修センター　４階　第１研修室

　　　　　　　参加人員　41人

　　　　　　　講　　演　「小児虐待の予防と早期発見、支援のあり方」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南部医療センター・こども医療センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小児科医師　宮　城　雅　也

　　　　②『日本小児科学会沖縄地方会』

　　　　　　　日　　時　平成18年９月10日（日）

　　　　　　　場　　所　琉球大学医学部臨床講義棟２階大講義室

　　　　　　　参加人員　150人

　　　　　　　講　　演　「新しい免疫療法およびワクチン開発に関する内容」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　琉球大学遺伝子実験センター分子感染防御分野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医学研究科感染防御医科学専攻感染分子生物学講座　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　感染防御工学分野　松　崎　五　朗

　　　　　　　日　　時　平成19年３月18日（日）

　　　　　　　場　　所　琉球大学医学部臨床講義棟２階大講義室

　　　　　　　参加人員　150人

　　　　　　　講　　演　「ＢＥウィルス感染症の研究から見えてきたもの」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知大学医学部小児思春期医学教授　脇　口　　　宏

　　　　③『沖縄県小児科医会』

　　　　　　　日　　時　平成18年６月24日（土）

　　　　　　　場　　所　ホテル日航那覇グランドキャッスル歓会の間

　　　　　　　参加人員　35人

　　　　　　　講　　演　「個別乳幼児健診の実際」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よしだ小児科医院：北九州市　吉　田　ゆかり

　芋　乳幼児健康診査結果の分析を行い、各市町村並びに関係機関への情報還元

　鰯　特別研究調査事業

　　　　県内６市町村の３歳児を対象に、子どもの生活習慣等について調査

　　　　　　実施市町村　　今帰仁村　名護市　沖縄市　読谷村　那覇市　南風原町

　　　　　　対　象　児　　３歳児健康診査受診児



５　小児保健センター（仮称）建設への取組

　茨　会館建設用地購入

　　　　所在地　沖縄県南風原町字新川218番11

　　　　地　目　宅地

　　　　面　積　4,479.15㎡

　芋　設計の実施

　　　　①“沖縄小児保健センター”　基本設計の完了

　　　　②“沖縄小児保健センター”　実施設計の実施

　　　　③会館建設設計委員会開催　７回

　鰯　都市計画法第29条に基づく開発許認可申請手続き

６　平成18年度“沖縄小児保健賞”の顕彰

　　　沖縄の小児保健活動に顕著な個人を顕彰

　　　〈個人の部〉

　　　　　　盛　島　幸　子（沖縄県宮古福祉保健所保健師）

７　総会の開催

　茨　定期総会

　　　日　　時　平成18年５月20日（土）午後１時30分～５時

　　　場　　所　沖縄県立浦添看護学校

　　　式　次　第

　　　　　　　　１）開会の辞

　　　　　　　　２）会長あいさつ

　　　　　　　　３）議長団選出

　　　　　　　　４）議事

　　　　　　　　　①平成17年度事業報告に関する件

　　　　　　　　　②平成17年度収支決算報告並びに会計監査報告に関する件

　　　　　　　　　③平成18年度事業計画（案）に関する件

　　　　　　　　　④平成18年度収支予算（案）に関する件

　　　　　　　　　⑤役員一部改選に関する件

　　　　　　　　　⑥その他

　　　　　　　　５）“沖縄小児保健賞”の贈呈について

　　　　　　　　６）閉会の辞

８　啓発普及活動

　茨　はしか“０”プロジェクト推進活動

　　①はしか“０”プロジェクト委員会（日本小児科学会沖縄地方会　沖縄県小児科医会　沖縄県小児保健

　　　協会　沖縄県医師会）への資金援助
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　　②はしか“０”プロジェクト委員会事務局としての活動支援

　芋　母子保健推進員活動の支援

　　　沖縄県母子保健推進員連絡協議会事務局としての活動支援

９　理事会及び各種委員会の開催

　　　　理事会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５回

　　　　企画・運営委員会　　　　　　　　　　　　　　　２回

　　　　乳幼児健診委員会　　　　　　　　　　　　　　　１回

　　　　学術・編集委員会　　　　　　　　　　　　　　　２回

　　　　庶務・会計担当委員会　　　　　　　　　　　　　３回

　　　　沖縄県母子保健大会実行委員会・その他　　　　　２回

　　　　沖縄小児保健賞審査委員会　　　　　　　　　　　１回

10　その他

　茨　日本小児保健協会支部長会議及び評議員会出席

　　　平成18年４月20日（金沢市）支部長会議

　　　平成18年10月26日（甲府市）支部長会議　評議員会

　芋　公益社団法人移行に向けての情報収集と準備

　　　　公益法人移行に関する研修会へ参加

　　　　　　平成18年５月12～13日（福岡市）　事務局２名

　　　　　　平成18年９月13～15日（札幌市）　事務局２名

〔Ⅱ〕収益活動の部

１　契約駐車場の管理運営

　茨　協会所有地を駐車場として整備

　芋　契約駐車場の管理業務の開始
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平成18年度乳幼児健康診査

　沖縄県内41市町村より、乳幼児健康診査の受託を受けている小児保健協会では、平成18年４月１日から平

成19年３月31日までに実施された健康診査結果を「平成18年度乳幼児健康診査報告書」としてまとめた。乳

児と３歳児は41市町村すべて、１歳６か月児については37市町村の結果をまとめた。

（１）一般健康診査の受診率状況について

　全市町村とも健康診査の対象者を、健診連絡者数としている。それを基に平成18年度の各々受診率を算出

すると、乳児は87.2％、１歳６か月児は83.9％、３歳児は77.9％となっている。５年間の受診率推移を以下

の表に示す。

　乳児と１歳６か月児は80％台であるが、わずかに上昇傾向が見られる。３歳児は平成17年度までは上昇傾

向にあったが、平成18年度70％台に落ちている。今後受診率を上げるための諸対策が求められ、本協会とし

ても健康診査スタッフの資質向上や諸調査等をとおして、市町村の受診率向上対策事業への支援が必要と考

える。

（２）乳幼児の育児環境

　乳幼児の健康診査時の同伴者をみると、乳児の前期で母親が98.5％、父親が33.1％となっている。

　乳児健康診査の父親同伴が多いのは、健康診査が土曜日午後と日曜日に実施されていることが、大きな要

因に考えられるが、それでも年々増加傾向にある。幼児健康診査は週日実施のため、父親の同伴は乳児に比

較しその率は低いが、増加傾向にはある。祖父母の同伴も各健康診査とも増加傾向にある。
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　乳幼児の昼間の保育状況は、母親の保育が乳児（前期）は90％台であるが、児の年齢か高くなるにつれ減

少し、保育所（園）に預ける傾向にある。過去５年間同様な傾向が見られるが、保育所保育は年々増加傾向

にある。

　乳児の栄養法について、２回目受診児を対象に見ると、０か月時は年々母乳栄養が増加している。３か月

を経過する頃には、人工栄養へと移行傾向にある。また、長期に母乳を与えていることもわかる。

（３）総合判定結果の傾向

　今回は、総合判定結果分類の年次推移を追加掲載した。それをみると要助言や要精密検査が増加傾向にあ

る。要助言の内容には、栄養指導や予防接種のすすめに関する内容が増加している。要精密検査の内容につ

いては、貧血や尿検査異常が多く見られ、３歳児については聴力障害や耳鼻科的疾患が多く見られる。１歳

６か月児や３歳児においては、要心理相談も増加傾向にあり、特に、言語発達遅滞に関する内容が多い。

（４）歯科健康診査の受診率状況

　１歳６か月児と３歳児の歯科健康診査の受診率をみると、一般健診同様わずかながら増加傾向にある。特

に目立つのは、う蝕有病者が年々減少傾向にある。

おわり

　平成18年度乳幼児健康診査の概要を紹介したが、詳細は平成18年度乳幼児健康診査報告書にまとめた。
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実施年月日　2006年４月１日～2007年３月31日

　　総　合　判　定（実人員）
集　計 

対象数
　市町村　　　

皮膚発育計
7

現　在
観察中

6
現　在
治療中

5
要治療

4
要精密
検　査

3
要経観

2
要助言

1
問題なし

1,4435974,0455084101901,2081,3044,17820,64028,438沖 縄 県 総 計

9143333453127861291461,5331,997北 部 保 健 所

2123-225-76884国 頭 村

1313--33212938大 宜 味 村

2115112-322332東 村

522510238111115150今 帰 仁 村

1824947841012150195本 部 町

543419128198621051081,0371,367名 護 市

9-131--2815466伊 江 村

--41-12-33340伊 平 屋 村

--------12425伊 是 名 村

4922021,506209169904354831,3827,1029,870中 部 保 健 所

21194234-23125161恩 納 村

3173--41187197宜 野 座 村

1544771-101638150222金 武 町

15647403624627981113071,6772,328う る ま 市

175585097163301351754232,0962,993沖 縄 市

36811811154382491548731読 谷 村

22942151128155206嘉 手 納 町

1610565101181778390519北 谷 町

5633313141948224312北 中 城 村

65206319841213281中 城 村

76602853326201001012871,4532,020宜 野 湾 市

4081941,071144104273434011,3366,5448,899中 央 保 健 所

25313666510150132041891,0494,4026,008那 覇 市

151573914253131292032661,9762,682浦 添 市

3-71116614122151久 米 島 町

--2---1--1011渡 嘉 敷 村

------11169座 間 味 村

-12-----268粟 国 村

------1--23渡 名 喜 村

1-4---1231824南 大 東 村

--------123北 大 東 村

3061177856070332271989683,8575,413南 部 保 健 所

511714561692440100481676西 原 町

61301501112667602678431,266豊 見 城 市

45161101112236291959821,267糸 満 市

1395153391591320446八 重 瀬 町

36883753211370485604南 城 市

25163843221170196314与 那 原 町

7536183121874830175550840南 風 原 町

58161311611156371297511,001宮 古 保 健 所

5816128161115537123736979宮 古 島 市

--3---1-61522多 良 間 村

882521934251261562178531,258八重山保健所

832120432251151491937491,110石 垣 市

54122-1652082116竹 富 町

--3---4242232与 那 国 町

対象外児を除いた表 

○総合判定（実人員）は、複数回答の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目番号６、７、５、３、２、 １の順に採用。 

○診察有所見内訳は複数回答であるが、総合判定数より少ない場合があるのは、総合判定が要助言（例　栄養  助言）で、診察有所見の記載なしがある。

単位：人　

検査結果診　　察　　有　　所　　見　　内　　訳

尿検査
異　常貧血その他

発達
・

神経
四肢背部そけい

外陰部腹部胸　部耳鼻咽喉眼
顔面
・
口腔

頭頚部

1724,413-2362072021912864682131157179

22188-1817689102610617

15------16-31-

---1---17----

---1--317----

19-41-316-1-2

-6-43---191--2

19157-7126254456313

19--1---2--1-

-1-1---11--1-

-1-----------

811,385-981044815024137525293

120--1-217-131

219-12--------

321-14-4210-124

25291-302411985814112015

30408-343222419946211232

698-1110-35247356

134----1111-1-

190-13-4113-521

448-23-4133123

-40-1--332----

8316-172511792969531

221,483-59435573514222245230

21,051-482213222791618335

18409-11213231361361725

216------12-1-

--------11---

-1-----------

-1---1-------

-1-----------

-4----2----1-

-------------

301,014-3725454221174303336

395-55-103411246

9278-74276823128

2219-64-11318-421

187-62-336-324

576-28-51101426

682-312626-728

4177-81-12428-793

5146-85-64144853

4144-65-64134853

12-2----1----

12197-1613113830979-

9168-1511112829969-

223--2-1------

16-1----1-1--

平成18年度　乳児一般健康診査　　　　　　　　市町村別統計（診察有所見分類）
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実施年月日　2006年4月1日～2007年3月31日

　　総　　合　　判　　定集

計

対

象

数
市町村

54321う

ち

実

人

員

判定結果内訳（複数回答）問

題

な

し

精

神

お

よ

び

行

動

の

障

害

内
分
泌
、
栄
養
お
よ

び

代

謝

疾

患

血
液
お
よ
び
造
血
器

の
疾
患
な
ら
び
に
免

疫

機

構

の

障

害

新

生

物

感
染
症
お
よ
び

寄

生

虫

症

現

在

観

察

中

現

在

治

療

中

要

治

療

要

精

密

検

査

要

経

観

要

助

言

-258193577,7985214201961,2081,3984,83220,64028,438計

-474-3464463328861422111,5331,997北 部 保 健 所

--1-116-225-86884国 頭 村

-----9-133222938大 宜 味 村

----19113-322332東 村

-12--3510238215115150今 帰 仁 村

-2---4547841113150195本 部 町

-163-133029198621161611,0371,367名 護 市

--8--1211-2865466伊 江 村

-----71-12-33340伊 平 屋 村

-----1-----12425伊 是 名 村

-101762312,768217172924355271,6217,1029,870中 部 保 健 所

--1-1364234123125161恩 納 村

--3--263--41207197宜 野 座 村

--5--7281-101741150222金 武 町

-235-14651634729981263551,6772,328う る ま 市

-445178977663301351915152,0962,993沖 縄 市

-111-3183121643825107548731読 谷 村

--5-15143151131155206嘉 手 納 町

-113-11295101181894390519北 谷 町

--3-188313142052224312北 中 城 村

-151-686319847213281中 城 村

-150-35673326201001093361,4532,020宜 野 湾 市

-83621132,355145107283434221,5266,5448,899中 央 保 健 所

-7162181,60610251132041991,1774,4026,008那 覇 市

-1195-57064255141292133231,9762,682浦 添 市

--3--291116717122151久 米 島 町

-----1---1--1011渡 嘉 敷 村

--1--3---11169座 間 味 村

-----2-----268粟 国 村

--1--1---1-123渡 名 喜 村

-----6---1241824南 大 東 村

-----1-----123北 大 東 村

-2139-81,5566371352272101,0683,8575,413南 部 保 健 所

-119-119561692440111481676西 原 町

--40-24231312767673108431,266豊 見 城 市

--31-32851112236312039821,267糸 満 市

--3--12653391596320446八 重 瀬 町

--11-2119753211474485604南 城 市

--8--118844221277196314与 那 原 町

-127--290131974831197550840南 風 原 町

--31--2501611156391507511,001宮 古 保 健 所

--31--243161115539144736979宮 古 島 市

-----7---1-61522多 良 間 村

-137-240534261261582568531,258八重山保健所

-132-236132261151512277491,110石 垣 市

--2--342-1652582116竹 富 町

--3--10---4242232与 那 国 町

対象外児を除いた表
単位：人

総　合　判　定　内　容　内　訳　（　複　数　回　答　）
2120191817161514131211109876

健
康
状
態
に
影
響
を

お
よ
ぼ
す
要
因

お

よ

び

保

健

サ
ー
ビ
ス
の
利
用

傷
病
お
よ
び
死
亡
の

外

因

損
傷
、
中
毒
お
よ
び
そ

の
他
の
外
因
の
影
響

症
状
、
徴
候
お
よ
び

異
常
臨
床
所
見
・
異

常
検
査
所
見
で
他
に

分
類
さ
れ
な
い
も
の

先
天
奇
形
,
変
形
お

よ
び
染
色
体
異
常

周
産
期
に
発
生

し

た

病

態

妊

娠

、

分

娩

お

よ

び

産

褥

尿
路
性
器
系
の
疾
患

筋
骨
格
系
お
よ
び

結
合
組
織
の
疾
患

皮
膚
お
よ
び
皮
下
組

織

の

疾

患

消
化
器
系
の
疾
患

呼
吸
器
系
の
疾
患

循
環
器
系
の
疾
患

耳
お
よ
び
乳
様
突
起

の

疾

患

眼
お
よ
び
付
属
器

の

疾

患

神
経
系
の
疾
患

4,970-161,49562010-551131012817827549842

225-1135491--1238334345

8--3-------3--1-

2--5-------4----

2--3-----122----

23--451---1-3-11-

13--117----5-11----

166-110535---115694225

6--31----1------

4--11------1----

1---------------

1,696-56542784-311116476410293811

23-244----13-----

20--24-----------

47--206-----21--1-

377-216764--613882111062

543-1230974-12-46132546154

114--4017--1-7551522

31--113-----3-2---

95--198--1-5-4--4-

53--2212--2--1-12--

46--131--3--2--1-1

347--12662--6-1910815102

1,554-103311503-1068237376102312

1,187-5188841-6145281937208

341-4129622-45369173234

17-1112----1---1--

----1-----------

1----------1----

2---------------

1--1------------

4--21-----------

1---------------

1,085--243892-113432431462112

112--3917--2-98921-1

317--77201-3213221343

203--3215--21132--33

98--165--1-234--12

74--18131---31111-1

78--208----332--61

203--4111--3-12411-171

159--5615--1-104-116-

152--5315--1-104-116-

7--3------------

251--7639--2-368132562

223--6236--2-328132542

25--103----4------

3--4----------2-

平成１8年度　乳児一般健康診査　　　　　　市町村別統計（ＩＣＤ－１０分類）
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単
位

：
人

実
施

年
月
日

 ：
 2

00
6/
04
/0

1～
20
07
/0

3/
31

検
査
結

果
診

　
察
　

有
　
所

　
見
　
内
　
訳
（
複
数
回
答
）

診
　
察

　
結
　

果
（
実

人
数
）

集 計 対 象 数

　 月 齢　

尿 検 査 異 常

貧 血

そ の 他

発 達 ・ 神 経

四 肢

背 部

そ け い 外 陰 部

腹 部

胸 部

耳 鼻 咽 喉

眼

顔 面 ・ 口 腔

頭 頚 部

皮 膚

発 育

計

７
６

５
４

３
２

１

現 在 観 察 中

現 在 治 療 中

要 治 療

要 精 密 検 査

要 経 観

要 助 言

問 題 な し

17
2

4,
41
3

-
23
6

20
7

20
21
9

12
8

64
6

82
13
1

15
7

17
9

1,
44
3

59
7

4,
04
5

50
8

41
0

19
0

1,
20
8

1,
30
4

4,
17
8

20
,6
40

28
,4
38

計

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
-

-
1

-
-

-
1

-
-

3
4

1

-
8

-
3

-
-

1
-

1
-

-
-

-
3

-
8

-
-

-
2

3
3

26
34

2

15
84
3

-
96

47
4

50
35

76
16

24
31

25
33
8

76
81
8

66
59

24
16
5

19
9

78
3

3,
69
5

4,
99
1

3

42
72
4

-
39

86
5

55
45

14
1

21
32

42
49

43
6

11
6

1,
06
7

14
6

83
47

24
6

24
8

78
3

5,
39
5

6,
94
8

4

19
23
4

-
7

23
1

14
4

58
6

11
17

9
97

38
28
5

51
31

15
79

90
25
3

1,
69
3

2,
21
2

5

5
58

-
2

4
-

8
2

13
2

6
6

5
28

9
85

8
10

5
31

26
52

34
5

47
7

6

1
18

-
1

-
-

1
-

6
2

-
1

-
3

3
17

4
1

1
7

3
24

11
6

15
6

7

4
91

-
1

-
1

7
-

7
1

1
-

3
20

8
49

4
5

1
25

23
85

42
5

56
8

8

44
1,
20
0

-
47

21
4

40
13

14
2

15
24

28
52

25
5

16
7

80
8

11
0

10
2

39
33
6

36
5

1,
09
2

4,
49
4

6,
53
8

9

33
1,
00
0

-
37

22
2

33
16

15
0

13
30

25
31

22
0

15
1

73
0

10
0

96
45

26
5

28
7

88
1

3,
63
5

5,
30
9

10

9
23
7

-
3

4
3

10
13

52
5

3
7

5
43

29
17
7

19
23

13
51

60
22
2

81
2

1,
20
0

11

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
1

12

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

13
以

上

○
診
察
結
果

（
実
人

数
）
は

、
複
数

回
答
の

場
合
、

4要
精
密
検

査
を
優

先
と

し
、
そ

れ
以
降

は
項
目

番
号
６

、
７
、

５
、
３

、
２
、

１
の
順

に
採
用

。

対
象

外
児

を
除

い
た

表
 　

　
平

成
１

8
年

度
　

乳
児

一
般

健
康

診
査

月
齢

別
統

計
　（

診
察

所
見

分
類

）

単
位

：
人

実
施

年
月
日

：
20
06

／
04
／

01
～
20

07
／
03

／
31

総
　
合

　
判
　

定
　
内

　
容

　
内

　
訳

　（
複

　
数
　

回
　
答

)
総

　
　
合

　
　
判

　
　
定

集 計 対 象 数

  
 事

項

 月
齢

健 康 状 態 に 影 響 を お よ ぼ す 要 因

お よ び 保 健 サ ー ビ ス の 利 用

傷 病 お よ び 死 亡 の 外 因

損 傷 、 中 毒 お よ び

そ の 他 の 外 因 の 影 響

症 状 ・ 徴 候 お よ び

異 常 臨 床 所 見 ・ 異 常 検 査 所 見 で

他 に 分 類 さ れ な い も の

先 天 奇 形 、 変 形 お よ び 染 色 体 異 常

周 産 期 に 発 生 し た 病 態

妊 娠 ・ 分 娩 お よ び 産 褥

尿 路 性 器 系 の 疾 患

筋 骨 格 系 お よ び 結 合 組 織 の 疾 患

皮 膚 お よ び 皮 下 組 織 の 疾 患

消 化 器 系 の 疾 患

呼 吸 器 系 の 疾 患

循 環 器 系 の 疾 患

耳 お よ び 乳 様 突 起 の 疾 患

眼 お よ び 付 属 器 の 疾 患

神 経 系 の 疾 患

精 神 お よ び 行 動 の 障 害

内 分 泌 、 栄 養 お よ び 代 謝 疾 患

血 液 お よ び 造 血 器 の 疾 患

な ら び に 免 疫 機 構 の 障 害

新 生 物

感 染 症 お よ び 寄 生 虫 症

　
判

定
結
果
内
訳

（
複

数
回
答
）

う　 ち　 実　 人　 員

現 在 観 察 中

現 在 治 療 中

要　 治　 療

要 精 密 検 査

要　 経　 観

要　 助　 言

問 題 な し

4,
97
0

-
16

1,
49

5
62
0

10
-

55
11

31
0

12
8

17
8

27
54

98
42

-
25

81
9

3
57

7,
79
8

52
1

42
0

19
6

1,
20
8

1,
39
8

4,
83
2

20
,6

40
28

,4
38

計

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

0

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
1

-
-

-
1

-
-

3
4

1

4
-

-
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

4
-

-
8

-
-

-
2

3
4

26
34

2

88
6

-
-

18
2

10
9

-
-

14
4

50
22

12
1

5
18

6
-

2
11

4
1

12
1,

29
6

67
59

26
16
5

21
0

87
0

3,
69
5

4,
99

1
3

89
0

-
1

27
7

20
8

6
-

9
3

10
1

24
29

8
14

25
3

-
5

10
4

-
18

1,
55
3

15
0

84
47

24
6

26
4

86
9

5,
39
5

6,
94

8
4

31
0

-
1

10
4

64
2

-
6

-
18

10
12

3
4

7
3

-
2

42
-

5
51
9

53
32

16
79

96
29
0

1,
69
3

2,
21

2
5

71
-

-
32

11
-

-
3

-
5

4
4

3
2

5
1

-
-

14
-

2
13
2

8
11

5
31

27
62

34
5

47
7

6

28
-

-
7

2
-

-
1

-
1

1
-

-
2

-
-

-
-

3
-

-
40

4
1

1
7

4
26

11
6

15
6

7

98
-

-
28

4
-

-
-

1
3

3
3

-
-

1
3

-
-

17
-

-
14
3

5
5

1
25

23
97

42
5

56
8

8

1,
32
5

-
4

45
5

10
7

1
-

16
-

68
27

48
8

12
15

13
-

5
25

6
1

10
2,

04
4

11
2

10
5

41
33
6

39
3

1,
28
7

4,
49
4

6,
53

8
9

1,
10
0

-
6

34
1

94
1

-
4

1
51

29
57

4
11

26
11

-
7

22
0

1
7

1,
67
4

10
2

10
0

46
26
5

31
6

1,
06
7

3,
63
5

5,
30

9
10

25
8

-
4

69
19

-
-

2
2

13
8

13
-

4
1

2
-

4
45

-
3

38
8

20
23

13
51

62
26
0

81
2

1,
20

0
11

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1
1

12

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

13
以

上

対
象

外
児

を
除

い
た

表
  
 　

　
平

成
１

8
年

度
　

乳
児

一
般

健
康

診
査

月
齢

別
統

計
（

Ｉ
Ｃ

Ｄ
－

１０
分

類
）
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実施年月日　2006年4月1日～2007年3月31日

総　合　判　定（実人員）健診回数

　市町村　

８
現　在
観察中

７
現　在
治療中

６
要心理
相　談

５
要治療

４
要精密
検　査

３
要経観

２
要助言

１
問題なし

受診率
％

受診者数再通知
（別計）

対象者
半日１日

198324311523667568749,34583.912,0462,38414,3603849計

614153202025686.232587377323北部保健所

-2--1133381.64014496-国 頭 村

-1-2-121785.223-274-大 宜 味 村

-2----2986.7132154-東 村

23-1-455584.37039836-今 帰 仁 村

161221088592.7115271246-本 部 町

--------------名 護 市

1----3-3082.934441-3伊 江 村

1------1890.5191213-伊 平 屋 村

1----1-964.711-173-伊 是 名 村

8315522801513534263,62384.34,8931,6895,805145-中部保健所

-6-944175687.396241106-恩 納 村

-4-32284283.66112734-宜 野 座 村

----81478389.6112161254-金 武 町

25371113387211179981.91,1064041,35037-う る ま 市

3235618331191081,10682.81,4575061,75924-沖 縄 市

1134-910466225990.743112747512-読 谷 村

11-4510108984.5120391426-嘉 手 納 町

4161219132519384.228212933510-北 谷 町

-13-325713485.61731002026-北 中 城 村

312-3151077989.6129441446-中 城 村

791-243864783859262881,09030-宜 野 湾 市

70114757822111583,48679.84,185125,244893中央保健所

519444948130732,273762,722-3,58242-那 覇 市

1919282876781,11188.41,341-1,51735-浦 添 市

----4236982.1781295-3久 米 島 町

------1788.98-92-渡 嘉 敷 村

--1-112610011-112-座 間 味 村

-1---11271.45-72-粟 国 村

-------21002-22-渡 名 喜 村

----11-810010-102-南 大 東 村

-------872.78-112-北 大 東 村

1421-258117861,19188.21,4893501,68849-南部保健所

--------------西 原 町

--------------豊 見 城 市

914-122573744486.558413467518-糸 満 市

--------------八 重 瀬 町

-1-120261723686.5301-34812-南 城 市

1---681214395170941797-与 那 原 町

46--10262036889.343412248612-南 風 原 町

41--35254939489.450814856831-宮古保健所

41--33244339089.549514855328-宮 古 島 市

----216486.713-153-多 良 間 村

211918373013539595.364698678383八重山保健所

211818352513034395.15819661123-石 垣 市

----2433597.844-45123竹 富 町

-1---121795.5212223-与 那 国 町

○総合判定（実人員）は、複数回答の場合、4要精密検査を優先とし、それ以降は項目7、8、5、3、6、2、1の  順に採用。 

○診察有所見内訳は複数回答であるが、総合判定数より少ない場合があるのは、総合判定が要助言（例　栄養　 助言）で、診察有所見の記載なしがある。

平成１8年度　１歳６か月健康診査　　　　　　　　市町村別統計（診察有所見分類）
単位：人　

　検査結果診　察　有　所　見　内　訳

尿検査
異　常貧血その他精神

発達
神経
・

運動
四肢背部そけい

外陰部腹部胸部耳鼻
咽喉眼

顔面
・
口腔

頭頚部皮膚発育計

88620-1595771674293391468429764694632,002

16-621-2-3812-1181687

1--1-----6-1----8

---------7---1-19

-1-------4------4

---21--1-5----7521

-4-31----1511--9737

-----------------

-1-------1----225

-------1--------1

-----1---------12

44318-95302242815166100251522194196912

12-1-1-1-45-1110630

12---11--92-1-6222

-9-33----2-2--3922

1492-229616573206575235247

864-219311252822105114967243

232-1514-41162111-141189

210-1-1--115-21-31236

320-722-13618-1117967

19-7-2---2-----1324

35-621-4-471-161042

973-12411--753-1342290

767-4313331298833731911165144607

---25824115564292747123119451

461-1758-1431764433920140

13--------1-11--3

-1-------2-----13

11-1----------225

-----1----1---125

-----------------

11---------------

-----------------

23121-848182185134352171198

-----------------

-----------------

855-547-4-15572331120113

-----------------

722-2---112-41-52238

316-1-------1---35

528---11311-11252642

341--52-211722-4171870

340--52-211522-4151765

-1-------2----215

1067-735-5317111135418128

961-635-3317110135218122

13-1---2---1--1-5

-3------------1-1
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単位：人実施年月日　2006年4月1日～2007年3月31日

総　合　判　定　内　容　内　訳　（　複　数　回　答　）総　　合　　判　　定受

診

率

％

受

診

者

数

再

通

知

（

別

計

）

対

象

者

健診回数

市町村

212019181716151413121110987654321判定結果内訳（複数回答）
健
康
状
態
に
影
響
を
お
よ

ぼ
す
要
因
お
よ
び
保
健

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

傷

病

お

よ

び

死

亡

の

外

因

損
傷
、
中
毒
お
よ
び
そ

の
他
の
外
因
の
影
響

症
状
、
徴
候
お
よ
び

異
常
臨
床
所
見
・
異

常
検
査
所
見
で
他
に

分
類
さ
れ
な
い
も
の

先
天
奇
形
、
変
形
お

よ
び
染
色
体
異
常

周
産
期
に
発
生

し

た

病

態

妊

娠

・

分

娩

お

よ

び

産

褥

尿

路

性

器

系

の

疾

患

筋
骨
格
系
お
よ
び

結
合
組
織
の
疾
患

皮

膚

お

よ

び

皮
下
組
織
の
疾
患

消
化
器
系
の
疾
患

呼
吸
器
系
の
疾
患

循
環
器
系
の
疾
患

耳
お
よ
び
乳
様
突
起

の

疾

患

眼

お

よ

び

付
属
器
の
疾
患

神
経
系
の
疾
患

精

神

お

よ

び

行

動

の

障

害

内
分
泌
、
栄
養

お
よ
び
代
謝
疾
患

血
液
お
よ
び
造
血
器

の
疾
患
な
ら
び
に

免
疫
機
構
の
障
害

新

生

物

感
染
症
お
よ
び

寄

生

虫

症

う

ち

実

人

員

現

在

観

察

中

現

在

治

療

中

要

心

理

相

談

要

治

療

要

精

密

検

査

要

経

観

要

助

言

問

題

な

し

半

日

1

日

1,052-99801931-3172185013813115691411281233382,701202329381583668101,0309,34583.912,0462,38414,3603849計

23--203--1-4115--2--14-169614253212325686.232587377323北部 保健所

4--2-------2---------7-2--1143381.64014496-国 頭 村

1--1-------4---------6-1-2-121785.223-274-大 宜 味 村

2----------2---------4-2----2986.7132154-東 村

5--61----2-2--1------152311-555584.37039836-今 帰 仁 村

11--8-----215--1--13-1301612210108592.7115271246-本 部 町

------------------------------------名 護 市

---21-------------1--41----3-3082.934441-3伊 江 村

-------1-------------11------1890.5191213-伊 平 屋 村

---11----------------21----1-964.711-173-伊 是 名 村

522-351367--94872959579214613421141,2708715927851513805183,62384.34,8931,6895,805145-中部 保健所

23--112----62--3----1-240-7-1045235687.396241106-恩 納 村

10--22----1-4-2-------19-4-32294283.66112734-宜 野 座 村

8--19----------2--11--29----81588389.6112161254-金 武 町

130-112013--3-2162211061--111330725391213387513179981.91,1064041,35037-う る ま 市

134--16126--412111911892369-435135351018331341371,10682.81,4575061,75924-沖 縄 市

74-1529--1114311-2111-25-11721134-1110497125990.743112747512-読 谷 村

15--131------41-1--12-13111-4510148984.5120391426-嘉 手 納 町

44--194---11076118--111-3895161229153919384.228212933510-北 谷 町

9--262-----------222--39-13-3251013485.61731002026-北 中 城 村

8--265----5-3171---3--50313-4151287989.6129441446-中 城 村

67-1643--119----1---7--143791-243868783859262881,09030-宜 野 湾 市

183-5212711-1529613514332355103112069970115857822241783,48679.84,185125,244893中央 保健所

75-4143491-6280945227224463119449519544948140812,273762,722-3,58242-那 覇 市

100-16320--9-1646241-1326-12301919382879891,11188.41,341-1,51735-浦 添 市

3--21--------1-1-11--9----4236982.1781295-3久 米 島 町

1--------------------1------1788.98-92-渡 嘉 敷 村

2--3-----------------5--1-112610011-112-座 間 味 村

2---1--------1-------3-1---12271.45-72-粟 国 村

-----------------------------21002-22-渡 名 喜 村

---1--------------1--2----11-810010-102-南 大 東 村

-----------------------------872.78-112-北 大 東 村

100--13034--4183422103--31-22981421-2581251001,19188.21,4893501,68849-南部 保健所

------------------------------------西 原 町

------------------------------------豊 見 城 市

49--5130--313-22252--12-1140914-122624644486.558413467518-糸 満 市

------------------------------------八 重 瀬 町

16--331--1-112--41--8-165-1-120271823686.5301-34812-南 城 市

12--12----------1---5--271---681314395170941797-与 那 原 町

23--343----42-------6--6646--10282336889.343412248612-南 風 原 町

56--436--1-3-1-121-39--11441--35255739489.450814856831-宮古 保健所

48--416--1-3-1-121-38--10541--33244939089.549514855328-宮 古 島 市

8--2--------------1--9----218486.713-153-多 良 間 村

168-16212--1-20482-111-1611251211919373515439595.364698678383八重山保健所

162-15611--1-19482-101-1511238211819353014734395.15819661123-石 垣 市

4--61---------1------9----2453597.844-45123竹 富 町

2--------1--------1--4-1---121795.5212223-与 那 国 町

平成１8年度　１歳６か月児健康診査　　　　　　　　市町村別統計（ＩＣＤ－１０分類）　　　
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実施年月日　2006年4月1日～2007年3月31日

う蝕の罹患型（％）う蝕の罹患型（人）う蝕有病者

　市町村　

記入
もれ
 

ＣＢＡ記入
もれ
⑥

Ｃ

⑤

Ｂ

④

Ａ

③

Ｏ2

②

Ｏ1

①

率
（％）

数
（人）
③～⑥

受診率
（％）

受診者数
（人）
①～⑥

対象者数
　（人）

0.34.68.286.9226464904,2187,2374.756483.712,01914,360計

--595--1191731286.22085.1321377北部保健所

---100---13272.5181.64049国 頭 村

---100---14184.3185.22327大 宜 味 村

---100---2-1115.4286.71315東 村

---100---26332.9281.96883今 帰 仁 村

--9.190.9--11060439.61191.9114124本 部 町

---------------名 護 市

---100---11313180.53341伊 江 村

---100---212510.5290.51921伊 平 屋 村

--------110--64.71117伊 是 名 村

0.53.54.591.51791831,5123,1694.120084.14,8815,805中部保健所

---100---338553.1387.396110恩 納 村

--------1942--83.66173宜 野 座 村

---100---281011.8288.8111125金 武 町

-3.83.892.4-22482508034.75281.91,1051,350う る ま 市

-1.75.293.1-13543271,06545882.41,4501,759沖 縄 市

--4.895.2--1202481614.92190.5430475読 谷 村

-12.512.575-11663496.7884.5120142嘉 手 納 町

-8.316.775-129801884.31283.6280335北 谷 町

---100---2291421.2285.6173202北 中 城 村

---100---439863.1489.6129144中 城 村

2.65.3-92.112-354114774.138859261,090宜 野 湾 市

-4.911.983.2-10241681,6922,2844.820279.74,1785,244中央保健所

-6.19.784.2-711961,3341,2704.211475.92,7183,582那 覇 市

-2.514.882.7-2126734491468188.31,3391,517浦 添 市

-14.314.371.4-1152699782.17895久 米 島 町

--------26--88.989渡 嘉 敷 村

---------10--90.91011座 間 味 村

--------23--71.457粟 国 村

--------11--10022渡 名 喜 村

--------64--1001010南 大 東 村

--------17--72.7811北 大 東 村

-2.75.591.8-24675119054.97388.21,4891,688南部保健所

---------------西 原 町

---------------豊 見 城 市

-3.16.390.6-12292333195.53286.5584675糸 満 市

---------------八 重 瀬 町

-7.17.185.8-1112205824.71486.5301348南 城 市

---100---9331285.3995170179与 那 原 町

--5.694.4--117403764.11889.3434486南 風 原 町

3.16.315.67512524933816.33289.1506568宮古保健所

3.16.315.67512524893726.53289.2493553宮 古 島 市

--------49--86.71315多 良 間 村

-13.58.178.4-53292373705.73795644678八重山保健所

-14.78.876.5-53262063395.93494.8579611石 垣 市

---100---125182.3197.84445竹 富 町

---100---26139.5295.52122与 那 国 町

単位：人　

間食時間　　（人）むし歯の内訳（％）むし歯の内訳（本） 一人平均（本）現　在　歯　数

記入
もれ

決めて
いない

決めて
いる

不詳処置歯未処置歯
不詳

⑫

処置歯数

⑪

未処置
歯　数

⑩
処置歯むし歯

むし歯総数
（本）　　（％）
⑨＝⑩+⑪+⑫

健全歯数
（本）

⑧

計

⑦＝⑧+⑨

1533,0278,8390.10.799.21111,61500.10.91,627171,263172,890

491226--100--54-0.21.1544,6554,709

11326--100--2-0.10.32583585

-419--100--1-00.31353354

-310--100--6-0.536191197

11750--100--8-0.10.88982990

13974--100.0--32-0.32.0321,5901,622

---------------

1626--100--2-0.10.42509511

-712--100--3-0.213285288

-29----------162162

591,3613,461-0.499.6-252900.10.853168,45168,982

-2670--100--10-0.10.7101,3581,368

11446----------895895

14862--100--6-0.10.461,6441,650

24352729--100--137-0.10.913715,74615,883

83651,077--100--165-0.10.816520,30720,472

3142285--100--54-0.10.9546,0496,103

24276--100--22-0.21.3221,7161,738

669205--100--29-0.10.7293,8423,871

658109--100--5-00.252,4382,443

33888--100--11-0.10.6111,8321,843

5207714-2.297.8-29000.10.79212,62412,716

559513,172-0.599.5-360000.1160360,94661,549

416102,067--100--360-0.10.936039,68540,045

123091,018-0.999.1-222500.21.222719,46319,690

22353-6.393.7-11500.21.4161,1421,158

-17----------125125

--10----------151151

-14----------7171

-11----------2626

-37----------156156

-35----------127127

173191,153-2.497.6-520700.1121220,90121,113

---------------

---------------

2140442-199-110200.21.31038,1308,233

---------------

552244--100--41-0.11414,1024,143

144125--100--31-0.21.3312,3712,402

983342-10.889.2-43300.10.6376,2986,335

71363631198119700.21.4997,0057,104

71343521198119700.21.4996,8286,927

-211----------177177

11169464--100--128-0.21.41289,3059,433

9147423--100--125-0.21.51258,3438,468

11726--100--1-00.21655656

1515--100--2-0.10.62307309

平成１8年度　１歳６か月児健康診査　　　　　　　市町村別統計（歯科）　№１  　　　
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実施年月日　2006年4月1日～2007年3月31日

軟 組 織 の 疾 患歯 口 清 掃 状 態

　市町村　

記入
もれ
人

あり計

人

なし

人

記入
もれ
人

不良

人

普通

人

良好

人
不詳
人

その他
人

歯肉
人

小帯
人

445173744850711,468457426,5474,685計

12-1719300147177123北 部 保 健 所

------40--391国 頭 村

------231-517大 宜 味 村

------13--94東 村

--1-12661-2542今 帰 仁 村

---7-7107-76443本 部 町

-----------名 護 市

------33--321伊 江 村

12-----712-25伊 平 屋 村

------11--110伊 是 名 村

81571361494,72492822,8811,709中 部 保 健 所

------96-17817恩 納 村

------61-11842宜 野 座 村

------111--1092金 武 町

11--17181,086-53636416う る ま 市

2-3242471,4012102778568沖 縄 市

------430125298106読 谷 村

----22118-47739嘉 手 納 町

--11192125913518163北 谷 町

1-----1721-26146北 中 城 村

---1-1128128046中 城 村

4-135660862359600264宜 野 湾 市

1137151661913,976112592,0511,857中 央 保 健 所

72671231382,57331611,3361,218那 覇 市

411842521,283896656579浦 添 市

----1177-24135久 米 島 町

------8--44渡 嘉 敷 村

------10---10座 間 味 村

------5--32粟 国 村

------2--2-渡 名 喜 村

------10--82南 大 東 村

------8--17北 大 東 村

51-778861,3984108878499南 部 保 健 所

-----------西 原 町

-----------豊 見 城 市

4--63945535263339180糸 満 市

-----------八 重 瀬 町

----212128012522352南 城 市

----88162-58778与 那 原 町

11-11012421115229189南 風 原 町

3---99494117114374宮 古 保 健 所

3---99481115112365宮 古 島 市

------13-229多 良 間 村

5-415863576669446123八重山保健所

4--15758517269404104石 垣 市

--3-14401-3013竹 富 町

1-1--1193-126与 那 国 町

単位：人　

そ の 他 の 異 常口　腔　習　癖不　正　咬　合

記入
もれ
人

あり

人

なし

人

記入
もれ
人

あり計

人

なし

人

記入
もれ
人

あり

人

なし

人

不詳

人

その他

人

おしゃ
ぶり
人

指しゃ
ぶり
人

29716011,5629526829601,1282,1969,7286143111,527

1433041443182752255136302

1-39--2721129--40

--23---32518--23

--132--1129-310

-365----121256-167

1-113-4-781995-1113

-------------

--33------33--33

12-712-1-2341315

--11------11--11

123454,7133210505354931,0883,761111614,709

-294-211141878--96

2-59----1160-259

7-104---21143576--111

3441,067152121301102548363611,041

47181,38545141841923951,0514321,414

32425--7352769361-4426

821101-423214871-4116

4427231236327120615274

7-1664-22920511181-172

12126--1438121--129

10119055-76269138783253871

91634,024187122623756563,504161703,992

70462,60212661622494232,2838942,616

20151,304616971222261,1078681,263

1-77---13474-573

-17---1-17-17

-19---1128--10

--5------5-23

--2------2--2

--10------10--10

--8------8--8

33391,417141151111512781,1975691,415

-------------

-------------

7185594-44762113467216566

-------------

5162802-6252657242-40261

1111582--11213213611168

104420615284276352212420

42500512122843458312491

41488512122742446312478

-112----1112--13

328604123-2254795531313618

26554882-2049715001011558

21411--123401142

421531-135132118

平成１8年度　１歳６か月児健康診査　　　　　　　　　市町村別統計（歯科）　№2　　　　
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実施年月日　2006年4月1日～2007年3月31日

総　合　判　定（実人員）健診回数

　市町村　

８
現　在
観察中

７
現　在
治療中

６
要心理
相　談

５
要治療

４
要精密
検　査

３
要経観

２
要助言

１
問題なし

受診率
％

受診者数再通知
（別計）

対象者
半日１日

191322159601,0688934659,75477.912,9124,14016,58541610沖縄県総計

82985112441275986.19774901,135523北部保健所

1---51-3784.64416526-国 頭 村

-1--2121495.220-214-大 宜 味 村

----12-1473.9173234-東 村

-3--16554891.77734846-今 帰 仁 村

232113719596.1124281296-本 部 町

42164712334728460440171920-名 護 市

11--25-4187.750657-3伊 江 村

----2-11891.3212233-伊 平 屋 村

-------2074.120-273-伊 是 名 村

6910657403803501543,470774,6262,2776,007144-中部保健所

11-59386588.592391046-恩 納 村

-1-34234577.35817754-宜 野 座 村

2-1-11846489.190271014-金 武 町

132710281722479873.11,0275911,40437-う る ま 市

2328198133104351,08178.51,4316401,82224-沖 縄 市

5115231372529387.440926946812-読 谷 村

141-141067572.1111691546-嘉 手 納 町

81681319143214371.12531603569-北 谷 町

2--15112145831661042006-北 中 城 村

2315136109086.1130571516-中 城 村

12151216083567173.38593041,17230-宜 野 湾 市

641084923532862082,66472.43,734275,159833中央保健所

38793321861661771,709682,390-3,51739-那 覇 市

242816-1591082883081.11,193-1,47132-浦 添 市

2---37-8387.29527109-3久 米 島 町

-------51005-52-渡 嘉 敷 村

-1---12986.713-152-座 間 味 村

----1114707-102-粟 国 村

----1--31004-42-渡 名 喜 村

----23-1610021-212-南 大 東 村

----1--585.76-72-北 大 東 村

35672711169167492,02682.42,5511,0663,09680-南部保健所

913-319231328487.136414741812-西 原 町

11132469421043584.258620269612-豊 見 城 市

816931732746777.355921572318-糸 満 市

-211118813683.51672262008-八 重 瀬 町

61415-2830320777.3303-39212-南 城 市

-1--96614285.91641261916-与 那 原 町

18--1626235585.740815047612-南 風 原 町

841-1825841881.648217859131-宮古保健所

841-162464078146617257528-宮 古 島 市

----21211100166163-多 良 間 村

7817236213441790.8542102597264八重山保健所

7817233183336590.3483100535111石 垣 市

----32-3793.342-45123竹 富 町

-----1115100172173-与 那 国 町

○総合判定（実人員）は、複数回答の場合、４要精密検査を優先とし、それ以降は項目７、８、５、３、６、  ２、１の順に採用。 

○診察有所見内訳は複数回答であるが、総合判定数より少ない場合があるのは、総合判定が要助言（例　栄養  助言）で、診察有所見の記載なしがある。

単位：人  

　検査結果診　察　有　所　見　内　訳

聴力検
査異常

視力検
査異常

尿検査
異　常

その他
日常
習慣

言語
精神
発達

神経
・

運動
四肢背部

そけい
外陰部

腹部胸部耳鼻
咽喉

眼
顔面
・
口腔

頭頚部皮膚発育計

178182326-9232912920598781426530437160373807862,932

711311-1261034372126924383239243

-11---------2111-229

-1-------1-------315

------------213---17

161-12311-1-1210128841

-24--71---211-4-24628

6935--126231315644141419139

-----4----1-1-2--1211

1----1---1---1-----3

--------------------

606593-481265872113569412011423171492541,073

-23--1------422--1616

--1-----1---31---4211

--2--51-1---412--2723

51335-22211134-61212131442449222

482318-18421827-212216331514073344

2107-5158-2-322081533825117

-63--62-----4161-61339

452--107-1-2-510933252499

--3---1---112-1---814

142-14-1----3983-11141

-217-222101512-749463836147

2472136-251003142132449951127176108357977

163962-96519413-14387296112390266675

83173-163012-7381112260521784278

-2---2----1-1-5---413

--------------------

----------------11-2

-----2--1-1-------26

-----1-------------1

--------------1---12

--1-----------------

182964-14582551117144578915461102494

-310-1971----610102-21875

8827-17112-2-148146-2033109

158-41531-11-911182-71991

124--52-1-1-534221935

467-4166-1-11820283-414106

121-121-1-1--17--3724

337-34526-1-248-251254

417-111111-3-126511101972

417-19111-3-116511101868

-----2------1-----14

1215-384-1-21411211201573

1212-384-1-21411111201370

--2-----------1---23

--1-----------------

   平成１8年度　３歳児健康診査  　　　     　　   市町村別統計（診察有所見分類）
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実施年月日　2006年4月1日～2007年3月31日

総　　合　　判　　定受

診

率

％

受

診

者

数

再

通

知

（

別

計

）

対

象

者

健診回数

市町村

21判定結果内訳（複数回答）

新

生

物

感
染
症
お
よ
び

寄

生

虫

症

う

ち

実

人

員

現

在

観

察

中

現

在

治

療

中

要

心

理

相

談

要

治

療

要

精

密

検

査

要

経

観

要

助

言

問

題

な

し

半

日

1

日

4253,158216344206651,0689666539,75477.912,9124,14016,58541610計

13218932125112481575986.19774901,135523北 部 保 健 所

--71---51-3784.64416526-国 頭 村

1-6-1--2121495.220-214-大 宜 味 村

--3----12-1473.9173234-東 村

--29132-16564891.77734846-今 帰 仁 村

-129233113739596.1124281296-本 部 町

-213242374712734728460440171920-名 護 市

--911--25-4187.750657-3伊 江 村

--3-1--2-11891.3212233-伊 平 屋 村

----------2074.120-273-伊 是 名 村

-111,1568111270453803801973,470774,6262,2776,007144-中 部 保 健 所

--2711-59486588.592391046-恩 納 村

-113-1-44234577.35817754-宜 野 座 村

--262-1-11866489.190271014-金 武 町

-1229162812281763579873.11,0275911,40437-う る ま 市

-535029322410133116431,08178.51,4316401,82224-沖 縄 市

--1165117231392529387.440926946812-読 谷 村

--36142-141287572.1111691546-嘉 手 納 町

-4110916101319164314371.12531603569-北 谷 町

--212--15123145831661042006-北 中 城 村

--404315136169086.1130571516-中 城 村

--18812161336089767173.38593041,17230-宜 野 湾 市

261,070701176523533053222,66472.43,734275,159833中 央 保 健 所

1668142833821861762631,709682,390-3,51739-那 覇 市

1-363263327-1591165683081.11,193-1,47132-浦 添 市

--122---37-8387.29527109-3久 米 島 町

----------51005-52-渡 嘉 敷 村

--4-1---22986.713-152-座 間 味 村

--3----1114707-102-粟 国 村

--1----1--31004-42-渡 名 喜 村

--5----23-1610021-212-南 大 東 村

--1----1--585.76-72-北 大 東 村

1552539703911169179662,02682.42,5511,0663,09680-南 部 保 健 所

-380913-319271428487.136414741812-西 原 町

1115112154469441843584.258620269612-豊 見 城 市

-1928161331734846777.355921572318-糸 満 市

--31-3211181013683.51672262008-八 重 瀬 町

--9681420-2834820777.3303-39212-南 城 市

--2211--96614285.91641261916-与 那 原 町

--5318--1626235585.740815047612-南 風 原 町

--64942-18281241881.648217859131-宮 古 保 健 所

--59941-162694078146617257528-宮 古 島 市

--5--1-22311100166163-多 良 間 村

--1258918236264141790.8542102597264八重山保健所

--1188918233224036590.3483100535111石 垣 市

--5----33-3793.342-45123竹 富 町

--2-----1115100172173-与 那 国 町

単位：人

総　合　判　定　内　容　内　訳　（　複　数　回　答　）
2120191817161514131211109876543

健
康
状
態
に
影
響
を
お
よ

ぼ
す
要
因
お
よ
び
保
健

サ

ー

ビ

ス

の

利

用

傷

病

お

よ

び

死

亡

の

外

因

損
傷
、
中
毒
お
よ
び
そ

の
他
の
外
因
の
影
響

症
状
、
徴
候
お
よ
び

異
常
臨
床
所
見
・
異

常
検
査
所
見
で
他
に

分
類
さ
れ
な
い
も
の

先
天
奇
形
、
変
形
お

よ
び
染
色
体
異
常

周
産
期
に
発
生

し

た

病

態

妊

娠

・

分

娩

お

よ

び

産

褥

尿

路

性

器

系

の

疾

患

筋
骨
格
系
お
よ
び

結
合
組
織
の
疾
患

皮

膚

お

よ

び

皮
下
組
織
の
疾
患

消
化
器
系
の
疾
患

呼
吸
器
系
の
疾
患

循
環
器
系
の
疾
患

耳
お
よ
び
乳
様
突
起

の

疾

患

眼

お

よ

び

付
属
器
の
疾
患

神
経
系
の
疾
患

精

神

お

よ

び

行

動

の

障

害

内
分
泌
、
栄
養

お
よ
び
代
謝
疾
患

血
液
お
よ
び
造
血
器

の
疾
患
な
ら
び
に

免
疫
機
構
の
障
害

966-51,630132--4516134341131518020016160223

80-28711--3152611891131-

1-141------1-------

2--21----1---------

3--1---------------

10--132----112-13-2--

7-1161---11----113--

55--456--2-1131173-71-

---6---1------2----

2--------1------1--

-------------------

286--63754--20948123977759561113

10--101----2-2-21----

3--4----12-2-11----

6--171-------1-2-2--

54--12811--5-618-1713215-1

87--18412--12-128102381512122

31--606--13--4169-45-

11--221----2-2-23-3--

49--315--2-1713145-8--

2--152-----1-1-211--

23--123---1-1--64----

10--15412---47-8114174-

408-152635--134451349338834515-

306--28522--9141836215403335-

96-12279--43341312340118--

2--72-----1---2----

-------------------

2--11----1---------

1--11--------------

---1---------------

1--3----------1----

---1---------------

138-226626--5227618343343283-

19--422----31125228--

24-2975--1211251811-11-

27--464----314-9417--

13--143--1-1-1-21--1-

42--364--2-116-157-8--

7--61--1-11--16-1--

6--257----7-1-33-31-

10--494--1-211-43111-

7--444--1-211-43111-

3--5---------------

44--652--3-7--1-12261-

43--592--3-7--1-10261-

---5----------2----

1--1---------------

　　平成１8年度　３歳児健康診査　　 　　　　　　市町村別統計（ＩＣＤ－１０分類）
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平成１8年度　３歳児健康診査　　　　　　　市町村別統計（歯科）　№１
実施年月日　2006年4月1日～2007年3月31日

う蝕の罹患型（％）う蝕の罹患型（人）う蝕有病者

　市町村　

Ｃ１ＢＡ記入
もれ
⑥

Ｃ２

⑤

Ｃ１

④

Ｂ

③

Ａ

②

Ｏ

①

率

（％）

数
（人）
③～⑥

受診率
（％）

受診者数
（人）
①～⑥

対象者数
（人）

0.534.657.92392291,9373,2417,26643.55,60177.612,86716,585計

0.637.652-50319226546352.451085.79731,135北部保健所

-46.250-1-12131859.12684.64452国 頭 村

-21.464.3-2-396701495.22021大 宜 味 村

-45.554.5---56664.71173.91723東 村

-25.768.6-2-9244146.13590.57684今 帰 仁 村

-40.550-7-30374960.27495.3123129本 部 町

0.739.947.9-3621251502895231383.7602719名 護 市

5.326.368.4--151331381987.75057伊 江 村

-2060-2-261147.61091.32123伊 平 屋 村

-12.587.5---171240874.12027伊 是 名 村

0.534.159.21127117031,2202,54644.72,06276.74,6086,007中部保健所

-4448-4-22244154.95087.591104恩 納 村

-2967.8-1-9212654.431765775宜 野 座 村

-3169---13294846.74289.190101金 武 町

0.636.758-23318328952848.549873.11,0261,404う る ま 市

0.336.555.9-47223536078145.264478.21,4251,822沖 縄 市

0.628.869.4-214611124939.116087.4409468読 谷 村

22070-41103561455072.1111154嘉 手 納 町

0.932.761.1-61376913246.111368.8245356北 谷 町

-39.454.5-4-263699406682.5165200北 中 城 村

1.839.35014122287443.15686.1130151中 城 村

0.628.461.9-3221002185074135273.38591,172宜 野 湾 市

0.534.956.6-11875128322,25939.41,46972.33,7285,159中央保健所

0.634.157.7-6552924951,53135.985767.92,3883,517那 覇 市

0.435.555.8-45219330364645.754380.81,1891,471浦 添 市

-4547.5-3-18195542.14087.295109久 米 島 町

--100----1420110055渡 嘉 敷 村

-28.671.4---25653.8786.71315座 間 味 村

-66.733.3---21442.9370710粟 国 村

-5050---11250210044渡 名 喜 村

-33.341.7-3-45957.1121002121南 大 東 村

--50-2--2266.7485.767北 大 東 村

0.63260.417673556691,43843.51,10882.22,5463,096南部保健所

-29.867.6-4-4510221141.715186.6362418西 原 町

1.533.856.7-2148914932344.926384.2586696豊 見 城 市

0.829.461.4-222771612954726277557723糸 満 市

-45.645.6-7-36368847.37983.5167200八 重 瀬 町

0.730.858.71131448416047.214377.3303392南 城 市

-28.167.2-3-18439939.36485.3163191与 那 原 町

-31.564.4-6-469426235.814685.7408476南 風 原 町

0.441.550.6-19110512822652.825381479591宮古 保健所

0.441.250.6-19110112421852.924580.5463575宮 古 島 市

-5050---4485081001616多 良 間 村

-35.263.8-2-7012733437.319989.3533597八重山保健所

-3563.9-2-6211329737.317788.6474535石 垣 市

-28.671.4---4102833.31493.34245竹 富 町

-5050---44947.181001717与 那 国 町

単位：人　

むし歯の内訳（本）むし歯の内訳（本） 一人平均（本）現　在　歯　数

不詳喪失歯処置歯未処置歯
不詳

⑬

喪失
歯数
⑫

処置歯数

⑪

未処置
歯　数

⑩

処置歯むし歯むし歯総数
（本）　　（％）
⑨＝⑩+⑪+⑫

健全歯数
（本）

⑧

計

⑦=⑧+⑨

記入
もれ

Ｃ２

-010.289.8-42,51122,0310.21.99.624,546231,881256,4270.07.0

-0.18.991-22362,3970.22.713.62,63516,75719,392-9.8

--12.587.5--14980.32.512.8112764876-3.8

--33.366.7--17340.92.612.851349400-14.3

---100---61-3.617.961279340--

--16.183.9--261350.32.110.61611,3511,512-5.7

--7.892.2--303550.23.115.73852,0702,455-9.5

-0.17.892.1-21341,5820.22.914.31,71810,28912,007-11.5

--18.381.7--15670.31.68.382906988--

---100---46-2.21146374420-20

---100---19-14.819375394--

--7.892.2--6928,1440.21.99.68,83683,02391,85906.2

--8.491.6--202190.22.613.22391,5751,814-8

--14.585.5--171000.32.110.31171,0171,134-3.2

--2.997.1--413401.57.71381,6541,792--

--6.193.9--1302,0010.12.110.42,13118,33820,469-4.6

--7.692.4--2292,7730.22.110.63,00225,40028,402-7.3

--13.986.1--714380.21.26.25097,6378,146-1.2

--16.683.4--291460.31.67.91752,0422,217-8

--8.191.9--404540.2210.14944,3914,885-5.3

--4.995.1--163130.12103292,9643,293-6.1

--9.490.6--212030.21.78.62242,3682,5921.87.1

--7.892.2--1151,3630.11.78.61,47815,63717,115-9.1

-013.386.7-18505,5330.21.78.66,38467,93274,316-8

--14.785.3--5303,0700.21.57.63,60043,99947,599-7.6

-012.387.7-13032,1700.32.110.42,47421,23423,708-8.3

--5.694.4--91510.11.78.51601,7321,892-7.5

--100---4-0.80.84496100--

--595--1190.11.57.720239259--

---100---15-2.110.715125140--

--12.587.5--2140.5420166480--

---100---69-3.316.469351420-25

--3.896.2--1250.24.3222692118-50

--11.388.7--5284,1600.21.89.24,68846,01150,6990.16.9

--8.491.6--454930.11.57.55386,6827,220-2.6

--1090--1151,0310.229.81,14610,51411,660-8

--14.285.8--1649940.32.110.51,1589,91811,076-8.4

--17.182.9--693340.42.412.14032,9303,333-8.8

--11.288.8--735800.22.210.86535,3886,0410.79.1

--4.695.4--112280.11.57.42393,0103,249-4.7

--9.390.7--515000.11.46.85517,5698,120-4.1

--11.788.3--1531,1580.32.713.71,3118,2419,552-7.5

--1288--1531,1240.32.813.81,2777,9559,232-7.8

---100---34-2.110.634286320--

-0.27.592.3-1526390.11.36.56929,91710,609-1

-0.24.994.9-1305820.11.36.56138,8189,431-1.1

--34.765.3--17320.41.25.849789838--

--16.783.3--5250.31.88.830310340--



沖縄の小児保健126 第 35 号平成 20 年３月 127

平成１8年度　３歳児健康診査　　　   　　　市町村別統計（歯科）　№２
実施年月日　2006年４月１日～2007年３月31日

軟組織の疾患（人）歯口清掃状態（人）

　市町村　
記入
もれあり計なし記入

もれ
不良普通良好 上顎前

突過蓋
咬　合

反対
咬合

あり計なし不詳その他歯肉小帯

2953831,04411,742936233615121612,558868907,5254,366計

9195989518--45994627109537300北部保健所

-1143------44--431国 頭 村

---20------20--614大宜味村

11512------1713103東 村

-1174------76-22351今帰仁村

-14119---4-41191117041本 部 町

814455534---555931093329170名 護 市

---50------50--50-伊 江 村

-11614-----714-34伊平屋村

--218------201-316伊是名村

941323654,2352128941604,527252503,1641,169中部保健所

-1190------91--883恩 納 村

21354--1--156--2037宜野座村

531080----1189-35928金 武 町

12286995541244111,011246716262うるま市

33351171,308515211191,4011296852465沖 縄 市

3815394----334062835643読 谷 村

149102----11110-96438嘉手納町

31226219------245-1719731北 谷 町

76151482---2216112213012北中城村

-141242---111272210719中 城 村

2833967618--31821830647575231宜野湾市

1101073023,4167112959813,640143141,7881,612中央保健所

74571732,2082-10535502,33681739841,223那 覇 市

34441131,073412424311,1543136697353浦 添 市

221085------9524809久米島町

---5------5--41渡嘉敷村

-1211------13--112座間味村

---7------7--34粟 国 村

--13------4--13渡名喜村

-33181-----2011163南大東村

---6------6--24北大東村

48872152,29438311244602,448111541,458923南部保健所

101131331---112360-7249106西 原 町

3162356211151118567-31313242豊見城市

11164048632--224521543318191糸 満 市

2614153---1-1166-219947八重瀬町

15236423632-12629271133141128南 城 市

-491541-----1622136682与那原町

711343721--24640136272127南風原町

419324436-2215468546239189宮古保健所

419324276-2215452546231181宮古島市

---16------16--88多良間村

3019714593---11529417339173八重山保健所

281968406----11473114303156石 垣 市

2-3372-----40132414竹 富 町

---161-----162-123与那国町

単位：人　

その他の異常（人）口　腔　習　癖（人）不　正　咬　合（人）

記入
もれ

記入
もれありなし記入

もれ不詳その他弄舌癖おしゃ
ぶり

指しゃ
ぶりあり計なし不詳その他正中

離開叢生
開　　咬

指しゃぶり
なしあり

27620112,39010044127191291,0321,35111,4168120858927388

3289331924-765788761932-1169

1-43-----4440-------

1-19-----1119-------

21141----1115----3--

--76-1---1112641------

--123----347116-----12

137582514-44251546422-856

1-49-------50-------

14-713----11714------

--20-----1119-1----1

107544,44725155611533665014,08285246393035

1189-----7784-------

1551--1--1255-------

--90--1--3486-----11

36898210-122555749422263855

39221,36419163261421961,228-272121016

-5404313-43846360-----22

1-110----2101299--21-1-

13241--10131832213--2-432

4-1614-23-13181432---2--

32125211--351232-2-1--

218830541021376105749215-1289

31813,616107372332883673,35110531-181318

13712,30454192291992532,1307315-897

1391,1674317-3831061,0793114-938

2-93-----5590-11--13

--5-------5-------

-112-------13--1----

--7--1---16-------

1-3----1-13----1--

2-191------20-------

--6-----115-------

79412,4263614265282413142,196376221181320

33356-22-54251311--2-116

1113562-251466785081-1-111

3695123237210416346231-3-442

21164-1--21215152-13--2-

11828421-1223272743381914

81154-21-21722141-----14

863942311134058348225-333

1614627441440534194-1-251

1614467441440534034-1-251

--16-------16-------

111650632--432384923151465

614454-2--32934440-151464

31381---123382-----1

21142----11141------
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指　　　示　　　事　　　項
654321

要治療

人

要精密検査

人

要経観

人

要助言

人

予防処置

人

問題なし

人

合計

人
20825374,5521,0895,63112,019総 計

3-19137189321北 部 保 健 所

---1917440国 頭 村

1--6-1623大 宜 味 村

---112-13東 村

1--634-68今 帰 仁 村

1---4109114本 部 町

-------名 護 市

---1-3233伊 江 村

--11-1719伊 平 屋 村

-----1111伊 是 名 村

96-1981,9933832,2114,881中 部 保 健 所

3-437-5296恩 納 村

--214113461宜 野 座 村

---111--111金 武 町

23-40581414201,105う る ま 市

32-574971487161,450沖 縄 市

13-817712220430読 谷 村

2-777232120嘉 手 納 町

4-177612171280北 谷 町

---1022348173北 中 城 村

4-218114129中 城 村

15-61320126404926宜 野 湾 市

6622081,2715332,0984,178中 央 保 健 所

40-1308323751,3412,718那 覇 市

252684261556631,339浦 添 市

1-8-16878久 米 島 町

---1168渡 嘉 敷 村

-----1010座 間 味 村

--12-25粟 国 村

---2--2渡 名 喜 村

--17-210南 大 東 村

---1168北 大 東 村

27-81628447091,489南 部 保 健 所

-------西 原 町

-------豊 見 城 市

19-212856253584糸 満 市

-------八 重 瀬 町

--21222-58301南 城 市

3-2365124170与 那 原 町

5-378533274434南 風 原 町

12-1010235347506宮 古 保 健 所

12-1010035336493宮 古 島 市

---2-1113多 良 間 村

4-394675777644八 重 山 保 健 所

4-334434455579石 垣 市

--412101844竹 富 町

--2123421与 那 国 町

 平成１8年度 １歳６か月児健康診査市町村別統計（歯科）№３

指　　示　　事　　項（人）母親の虫歯（人）

　市町村

５
要治療

４
要精密
検　査

３
要経観

２
要助言

１
問題
なし

計記入
もれありなし

3,45331,1094,0694,23312,8673,1875,6244,056計

340-50246337973393444136北 部 保 健 所

20--168444211国 頭 村

11---920-20-大 宜 味 村

9-332171133東 村

12-45917634924今 帰 仁 村

19-1-103123104-19本 部 町

254-3616614660215635987名 護 市

7-2-415049-1伊 江 村

7-2-1221201-伊 平 屋 村

1-2215201811伊 是 名 村

1,46823321,4371,3694,6081,0972,3021,209中 部 保 健 所

40-622239142454恩 納 村

14-321195734221宜 野 座 村

36-1173690891-金 武 町

355-394531791,026328545153う る ま 市

42821114004841,425146761518沖 縄 市

110-2710716540940205164読 谷 村

40-82340111364233嘉 手 納 町

88-2938902457611851北 谷 町

39-210123165577929北 中 城 村

51-10-6913079474中 城 村

267-86265241859170457232宜 野 湾 市

74513531,1581,4713,7281,0381,0711,619中 央 保 健 所

39212148269552,3883965921,400那 覇 市

314-1043184531,189527450212浦 添 市

22-30-4395914-久 米 島 町

---415-5-渡 嘉 敷 村

5---813184座 間 味 村

3--137421粟 国 村

1-1-24121渡 名 喜 村

5-385211731南 大 東 村

3-111615-北 大 東 村

695-2688207632,5464691,233844南 部 保 健 所

74-32178783625422088西 原 町

145-7219117858621364201豊 見 城 市

176-35137209557121236200糸 満 市

58-87724167396860八 重 瀬 町

123-274510830361118124南 城 市

38-176345163478036与 那 原 町

81-77129121408126147135南 風 原 町

153-4013515147914223899宮 古 保 健 所

145-4013414446314222596宮 古 島 市

8--1716-133多 良 間 村

52-6627314253348336149八 重 山 保 健 所

43-6325311547414318142石 垣 市

4-31421422787竹 富 町

5--6617710-与 那 国 町

平成１8年度 ３歳児健康診査市町村別統計（歯科）　№３
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平成19年度事業計画

〔Ⅰ〕公益活動の部

１　乳幼児健康診査の実施及び推進活動

　１）子どもの健康の保持増進を図ることを目的として、会員が相互に協力し、市町村の委託を受けて県内

全域の乳幼児を対象に乳幼児健康診査を実施する

　２）乳幼児健康診査受託推進活動

　３）健診協力スタッフ研修会

　４）乳幼児健康診査実施に関する市町村・保健所等連絡会議　　　　　

　５）「乳幼児健康診査事業の手引き」の発行並びに研修会等の開催

２　啓発普及活動　

　１）健康教育活動を幅広く展開し、小児保健の啓発普及を図る

　２）麻しん・風しんゼロ実現に向けての啓発活動

　３）母子保健推進員活動支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３　広報活動

　１）沖縄県小児保健協会機関誌「沖縄の小児保健」第35号（年刊）の発行

　２）小児保健指導用のパンフレット等を作成し、市町村等関係機関に配布する

　３）母子健康手帳の印刷

　４）ホ－ムペ－ジを活用して小児保健情報の提供　　http://www.osh.or.jp/

４　教育・研修活動

　１）沖縄県小児保健学会の開催

　２）沖縄県母子保健大会の開催　　　　　　　　　　　

　３）保健セミナーの開催

　４）乳幼児健康診査実績報告会並びに市町村母子保健担当者研修会の開催

　５）育児支援研修会の開催

　６）関係団体並びに市町村関係者の日本小児保健学会への派遣等

　７）母子保健推進員の研修

５　調査・研究等

　１）小児保健に関する調査・研究のためのプロジェクトチームをつくり、特別研究を行う。

　２）関係団体が開催する小児保健に関する講演会等に対し補助を行い、会員の資質向上を図る。

　３）乳幼児健康診査結果の分析、情報還元

　４）子どもの健康に関して各分野から総合的検討を行う

　５）親子手帳発行に関する検討

６　小児保健センター（仮称）建設に向けての諸活動

　１）会館建設に向けての実施設計完了並びに起工
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　２）小児保健センター（仮称）の名称選定

７　35周年記念事業の企画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　１）記念事業

　２）記念誌の発行

８　公益社団法人認定に向けての情報収集並びに諸整備

　１）公益社団法人移行に関する研修会等への出席

　２）沖縄県小児保健協会の諸規程等の整備並びに体制整備

　３）公益社団法人移行に向けての検討委員会等の設置

９　第15回“沖縄小児保健賞”の顕彰

　１）第44回保健文化賞受賞を記念し、沖縄の小児保健活動に顕著な功績があった個人並びに団体を顕彰す

　　　る。

10　総会並びに理事会の開催

　１）社団法人沖縄県小児保健協会定款第４章に基づき定期総会を年１回、又必要に応じ臨時総会を開催す

　　　る。

　２）定款に基づき理事会を定期的に開催する。

11　各種委員会活動

　１）企画運営委員会の開催

　２）乳幼児健診委員会の開催

　３）学術編集委員会の開催

　４）会館建設委員会の開催

　５）親子手帳検討委員会の開催

12　その他

　１）母子保健ネットワ－クの検討

〔Ⅱ〕収益活動の部

１　契約駐車場の管理運営

　１）契約駐車場の管理及び運営
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平成18年度理事会審議事項

第１回理事会

　　平成18年４月27日（木）午後７時30分

　　那覇東町会館　４階会議室　　議決件数23名

　審議事項

　　茨　会館建設用地の購入について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　芋　収益事業の開始について　　　　　　　　　　　　　

　　鰯　設計士との委託契約について　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　允　平成18年度収支予算（案）の修正について　　　　　　　　　　　　　

　　印　平成17年度事業報告について　　　　　　　　　　　　　　　

　　咽　理事辞任に伴う役員の改選について　　　　　　　　　　　　　

　　員　平成18年度総会・学会の開催について　　　　　　　　　　　　

　　因　平成18年度沖縄小児保健賞について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　姻　その他

第２回理事会

　　平成18年５月11日（木）午後７時30分

　　那覇東町会館　４階会議室　　議決件数23名

　審議事項

　　茨　平成17年度決算報告について　　　　　　　　　　　　　　

　　芋　会計監査報告について

　　鰯　平成18年度収支予算（案）の修正について　　　　　　　　　　　　　

　　允　理事辞任に伴う役員の改選について　　　　　　　　　　　　　

　　印　その他

第３回理事会

　　平成19年１月11日（木）午後７時

　　ザ・ナハテラス　フクギの間（３階）　　議決件数22名

　審議事項

　　茨　第40回沖縄県母子保健大会の開催について　　　　

　　芋　平成18年度保健セミナ－の開催について　　　　　　

　　鰯　その他

第４回理事会

　　平成19年２月27日（火）午後７時30分

　　那覇東町会館　４階会議室　　議決件数22名

　審議事項

　　茨　会館建設用地の購入について　　　　　　　　　　　　　　　　

　　芋　公益法人の動向について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　鰯　（社）沖縄県小児保健協会嘱託・非常勤職員就業規程（案）について　　

　　允　平成18年度母子保健推進員リ－ダ－研修会開催について　　　　　　

　　印　第53回日本小児保健学会出席者報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　咽　その他

第５回理事会

　　平成19年３月23日（金）午後７時30分

　　那覇東町会館　４階会議室　　議決件数21名

　審議事項

　　茨　平成19年度事業計画（案）について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　芋　平成18年度事業報告（一部）について

　　鰯　平成19年度総会・学会の開催について

　　允　会館建設用地の購入契約について

　　印　その他
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社団法人沖縄県小児保健協会定款

　　　第１章　総　　　則

（名　称） 

第１条　この法人は、社団法人沖縄県小児保健協会という。 

（事務所） 

第２条　この法人は、事務所を那覇市東町１番１号に置く。 

（目　的） 

第３条　この法人は、小児保健活動を行うことにより、小児の健康を増進することを目的とする。

（事　業） 

第４条　この法人は、 前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。 

　（1）小児保健の普及及び指導に関すること。 

　（2）小児保健の調査及び研究に関すること。 

　（3）小児保健事業の推進に関すること。 

　（4）学術講演会及び講習会の開催に関すること。 

　（5）子育て支援に関すること。 

　（6）沖縄県小児保健会館の建設及び運営に関すること。 

　（7）診療所の運営に関すること。 

　（8）その他この法人の目的を達成するために必要な事業。 

　　　第２章　会　　　員

（会員及び会費） 

第５条　この法人の会員は、この法人の目的に賛同して入会する個人及び団体とする。 

２　会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。 

（入　会） 

第６条　会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければな

らない。 

（退　会） 

第７条　会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。 

２　会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものとする。 

（1） 死亡し、又は解散したとき。 

（2） 会費を１年以上納入しないとき。 

（除　名） 

第８条　会員がこの法人の名誉をき損し、又はこの定款に反する行為をしたときは、総会において会員の同

意を得て、その会員を除名することができる。 

２　前項の規程により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員

に除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。
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　（会費等の不返還） 

第９条　退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の金品は、これを返還しない。

　　　第３章　役員及び職員

（役員の種別） 

第10条　この法人に次の役員を置く。 

　（1）　理事 （会長１人、副会長２人及び常任理事２人を含む。）20人以上25人以内

　（2）　監事　２人

２　前項第一号の常任理事は必要に応じて置くものとする。

（役員の選任） 

第11条　理事及び監事は、会員のうちから、総会において選任する。

２　会長及び副会長は、理事のうちから総会において選任する。

３　常任理事は、理事の互選により定める。

４　理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

（役員の職務） 

第12条　理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

２　会長は、この法人を代表し、業務を統括する。

３　副会長は、会長を補佐し、業務を処理するとともに会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務

を行う。

４　常任理事は、常務を処理する。

５　監事は、民法第59条の職務を行う。

（役員の任期） 

第13条　役員の任期は、２年とする。

２　役員は、再任することができる。ただし、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

３　役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ

ばならない。

（役員の解任） 

第14条　役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の同意を得て、その役員を解任する

ことができる。 

２　第８条第２項の規定は、前項の役員を解任しようとする場合について準用する。この場合において、第

８条第２項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。 

（役員に対する報酬） 

第15条　常勤の役員には報酬を与えることができる。 

２　役員の報酬についての必要な事項は、総会の議決により別に定める。 

 （顧　問） 

第 16 条　会長は、この法人の重要事業の諮問をさせるため、顧問を理事会の推薦により委嘱することができ

る。 

（事務局） 

第17条　この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。 
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２　職員は、会長が任免する。 

３　事務局及び職員に関する事項は、会長が理事会の議決を得て、別に定める。 

　　　第４章　会　　議

（種　別） 

第18条　この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、定期総会及び臨時総会の２種とする。 

 （構　成） 

第19条　総会は、 会員をもって構成する。 

２　理事会は、会長、副会長及び常任理事その他の理事をもって構成する。 

（権　能） 

第20条　総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 

　（1）　重要な財産の取得又は処分

　（2）　その年度を越えて弁済を要する資金の借入

　（3）　予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担

　（4）　その他この法人の運営に関する重要な事項

２　理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次に掲げる事項を決定する。 

　（1）　総会の議決した事項の執行に関する事項

　（2）　総会に付議すべき事項

　（3）　その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

（開　催） 

第21条　定期総会は、毎年度終了後２月以内に開催する。 

２　臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の３分の１以上若しくは監事から会議の目的たる事

項を示して請求があったときに１月以内に開催する。 

３　理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の２分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求が

あったときに開催する。 

（招　集） 

第22条　会議は、民法第 59 条第４項に基づき監事が招集する場合を除き、会長が招集する。 

２　会議を招集する場合には、会員及び理事に対し、会議の目的である事項、内容、日時及び場所を示した

書面により、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（議　長） 

第23条　総会の議長は、その総会において、出席会員のうちから選任する。 

２　理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

（定足数） 

第24条　会議は、総会においては会員、理事会においては理事の２分の１以上の出席がなければ開会するこ

とができない。

（議　決） 

第25条　会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、総会においては会員の、理事会においては理事

の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（書面表決等） 

第26条　やむをえない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について
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書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において前

２条及び次条第１項第３号の規定の適用については出席した者とみなす。

（議事録） 

第27条　会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

　（1）　会議の日時及び場所

　（2）　会員又は理事の現在数

　（3）　総会にあたってはその総会に出席した会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名

　（4）　議決事項

　（5）　議事の経過の概要及びその結果

　（6）　議事録署名人の選任に関する事項

２　議事録には、議長のほか、総会においてはその出席した会員のうちから、理事会においてはその出席し

た理事のうちから、その会議において選出された議事録署名人２人以上が署名押印しなければならな

い。 

　　　第５章　資産及び会計

（資産の構成） 

第28条　この法人の資産は、次の各号をもって構成する。

　（1）会費

　（2）財産目録に記載された財産

　（3）寄附金品

　（4）資産から生ずる収入

　（5）事業に伴う収入

　（6）その他の収入

（資産の管理） 

第29条　資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決をもって定める。

（経費の支弁） 

第30条　この法人の経費は、資産をもって支弁する。 

（事業計画及び予算） 

第31条　この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、その会計年度開始前に総会の承認を得なければな

らない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その会計年度開始の日

から２月以内に総会の承認を得るものとする。 

２　前項ただし書の場合にあっては、総会の承認を得るまでの間は、前会計年度の予算に準じて執行する。 

３　前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとする。 

４　会長は、第１項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。 

（事業報告、決算及び財産目録） 

第32条　この法人の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その会計年度終了

後１月以内に総会の承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第33条　この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 
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　　　第６章　定款の変更及び解散

（定款の変更） 

第34条　この定款は、総会において総会員の４分の３以上の同意を得、かつ、沖縄県知事の認可を得なけれ

ば、変更することができない。

（解　散） 

第35条　この法人は、民法第 68 条第１項第２号から第４号まで及び同条第２項の規定により解散する。 

２　総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の４分の３以上の同意を得なければならない。

（残余財産の処分） 

第36条　解散のときに存する残余財産は、 総会の議決を経、 かつ、 沖縄県知事の許可を得て、 この法人と

類似の目的をもつ他の団体に寄附する。 

　　　第７章　雑　　　則

（委　任） 

第37条　この定款の施行について必要な事項は、 会長が理事会の議決を経て別に定める。 

　　　附　則

　（1）この定款は、 沖縄県知事の認可のあった日から施行する。

　（2）この法人の設立以前に、 沖縄県小児保健協会の会員として第５条に定める昭和 55 年度会費を同会に

負担した会員の会費は同条に規定する会費とみなす。 

　（3）この法人の設立当初の役員は、第 10 条及び第 11 条第１項、第２項及び第３項の規定にかかわらず、

別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第 13 条第１項の規定にかかわらず、昭和57年３月31日までと

する。 

　（4）この法人の設立当初及び次年度の事業計画並びに収支予算は、第31条の規定にかかわらず、 設立者の

定めるところによる。 

　（5）この法人の設立当初の会計年度は、第 33 条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和57年３

月31日までとする。 

　　　　附　則　 （改正昭和60年） 

この定款は、沖縄県知事の認可のあった日から施行する。 

　　　　附　則　 （改正平成元年） 

この定款は、沖縄県知事の認可のあった日から施行する。 

　　　　附　則　 （改正平成２年） 

この定款は、沖縄県知事の認可のあった日から施行する。 

　　　　附　則　 （改正平成４年） 

この定款は、沖縄県知事の認可のあった日から施行する。 

　　　　附　則　 （改正平成７年） 

この定款は、沖縄県知事の認可のあった日から施行する。 

　　　　附　則　 （改正平成13年） 

この定款は、沖縄県知事の認可のあった日から施行する。 

　　　　附　則　 （改正平成15年） 

この定款は、沖縄県知事の認可のあった日から施行する。 
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平成19年度　役　員　名　簿

会　　　長　　玉那覇　榮　一　　特定医療法人　敬愛会　中頭病院

副　会　長　　宮　城　雅　也　　沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

　　　　　　　大　城　清　子　　

理　　　事　　安次嶺　　　馨　　沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

　　　　　　　井　村　弘　子　　沖縄国際大学

　　　　　　　宇久田　全　正　　社団法人　沖縄県小児保健協会

　　　　　　　大宜見　義　夫　　おおぎみクリニック

　　　　　　　小　渡　有　明　　沖縄県公衆衛生協会

　　　　　　　喜友名　琢　也　　海邦病院

　　　　　　　具　志　一　男　　ぐしこどもクリニック（沖縄県小児科医会長）

　　　　　　　小　濱　守　安　　沖縄県立中部病院

　　　　　　　崎　山　八　郎　　沖縄県中部福祉保健所（沖縄県保健所長会長）

　　　　　　　下　地　ヨシ子　　社団法人　沖縄県小児保健協会

　　　　　　　高　良　聰　子　　たから小児科医院

　　　　　　　知　念　正　雄　　知念小児科医院

　　　　　　　知　念　安　紹　　琉球大学医学部小児科

　　　　　　　當　間　隆　也　　沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

　　　　　　　仲　里　幸　子　　沖縄カトリック中学高等学校

　　　　　　　永　吉　盛　元　　那覇第一法律事務所

　　　　　　　仲　村　佳　久　　なかむら小児科内科皮膚科

　　　　　　　西　　　千恵美　　那覇市役所健康推進課

　　　　　　　浜　端　宏　英　　アワセ第一医院

　　　　　　　比　嘉　千賀子　　沖縄県北部福祉保健所

　　　　　　　福　盛　久　子　　社団法人　沖縄県看護協会

監　　　事　　大　城　幸　市

　　　　　　　玉　盛　　　尚
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１　投稿原稿の、共著者は会員であることを要しま

す。

　　他誌に掲載ずみ、または掲載予定のものは採用

しません。

２  投稿原稿の採否は学術・編集委員会に一任して

下さい。

３　論文は研究・報告・資料のいずれかを指定して

下さい。場合により論文の種類の変更を求めるこ

とがあります。

４　論文の種類は次の通りです。

　①　研究（原著）とは、一般的研究論文で、査読

の対象となります。

　②　報告は、自由な形式の調査・研究報告です。

５　原則原稿はメールでお願いします。又はワープ

ロ打ち出しで、横46字詰め41行にして下さい。そ

の際はフロッピーディスク、またはＣＤも一緒に

提出して下さい。ラベルに機関名、呼び出し名、

発表者も明記して下さい。

６　投稿論文は、コピー２部を添えて下さい。論文

の１頁は、表題、英文表題、著者名、共著者名は

姓名を邦字と英字で所属、勤務先を記して、原稿

の表に付して下さい。

７　著者の所属、勤務先および自宅の住所ならびに

電話番号を邦字で別紙に明記して下さい。

８　投稿原稿は、１篇25枚（400字詰め）以内で図表

は１点１枚として計算します。

９　図表は白黒で明瞭に書いて１枚ずつ別々にＡ４

用紙に添付し、文中に挿入の位置を明示して下さ

い。

10　章節のはじめの方は、なるべく、Ⅰ、Ⅱ…、１、

２…、ⅰ、ⅱ…、ａ、ｂの順にして下さい。文中

および図表の数字はアラビア数字、ギリシャ文字

を用い（すなわち１、２、３…、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ…）

度量衡の単位は次のように記して下さい。㎏、

ｇ、ｍ、㎝、㎜、渥、握、悪、ｇ／握。

11　文中の引用文献には引用順に番号を付し、引用

文献は末尾に一括して番号順に記して下さい。引

用文献の記載は次の形式によって下さい。

　ⅰ）雑誌の場合：著者名、表題、雑誌名　発行年；

巻：最初の頁－最後の頁

　ⅱ）単行本の場合：著者名、書名、版数　発行 社

の所在地名：発行社，発行年　分担執筆の場合：

著者名、分担執筆部分の表題、編集者名、書名、

版数　発行社の所在地名：発行社　発行年：分

担部分の最初の頁－同最終の頁

　ⅲ）著者名，編者名は３名までは全員を記載し、

４名以上の場合は最初の３名を記載し、以下

「他」（日本語文献の場合）あるいは「et al」

（外国語文献の場合）とする。

　ⅳ） 例

　　１）南国太郎，沖花子．乳児の貧血に関する研

究．沖縄の小児保健　1995；１：43-44．

　　２）那覇志郎．乳児血色素量の標準偏差． 沖一

郎編．血液検査指導ガイダンス．第１版，沖

縄：保健協会社，1998：24-26．

　　３）Atkins JT，Heresi GP，Coque TM，et al：

Recurrentgroup B streptococcal disease in 

infants：Who should receive rifampin? J 

Pediatr 1998；132：537-539．

　　４）Klein JO， Marcy SM：Bacterial Sepsis and 

Meningitis．In Remington JS， Klein JO

（ed）：Infectious Diseases of the Fetus & 

Newborn Infant，４thed， Philadelphia，WB 

Saunders，1995：835-890． 

12　投稿論文は、別冊20部を無料で進呈します。そ

れ以上を希望する場合は、予め申出により実費著

者負担のうえ送付します。 

13　原稿の送り先

　　〒900-0034　沖縄県那覇市東町１番１号

（社） 沖縄県小児保健協会　編集部　

E-mail：syoho@osh.or.jp　

投　稿　規　程
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編　集　後　記

　今年の春の選抜高校野球は、沖縄尚学高校があきらめない野球で２度目の優勝を果たしました。

沖縄の子ども達の大きな可能性を感じ感動しました。

　私たち小児保健協会は、この未来ある子ども達のために何ができるでしょうか。論壇に書かれた

安慶田英樹先生の「医療崩壊の危機から再生できるか？」は、医療費抑制策をとるわが国の医療の

未来が暗示されており、今後わが国はどのような医療を望むのか、国民自身が選択する必要がある

と投げかけています。これを考えるためにも、医療関係者だけでなくできるだけ多くの人に、マイ

ケル・ムーア監督の映画「シッコ」をみてもらいたいという先生の思いに同感です。

　衛藤隆先生の「子どもの活気」では、子どもの意欲が気になると述べています。電子情報の子ど

もへの影響が特に重要視されていますが、子ども自身が意欲を持ち、はつらつとした日々を過ごす

ことが出来るようにするためには、学校、家庭、地域社会、政府、地方自治体、企業等が連携して

取り組む必要があり、中でも小児保健関係者は重要な役割を担うことが期待されると提言していま

す。我々はどのような働きを求められているのか、工夫した活動を展開する必要性を改めて思いま

した。

　野口美和子先生の「家庭力・地域力の変化と保健関係専門職の課題」では、人は家庭力・地域力

によって生きており、保健関係専門職は、地域文化に根ざした幅広い視野を持って活動できる人材

である、と述べています。また、地域文化力を育てる必要性も述べており、我々が活動すべき方向

性を示していると思います。

　今回、乳幼児健診を行う医師向けに行った医師研修会の内容を掲載しました。今後の乳幼児健診

の一助になれば幸いです。

　研究・報告は７題。いずれも興味深い内容です。執筆して下さった皆様、ありがとうございまし

た。

　地域レポートは八重山の思春期保健について長浜末子様に、北部の療育システムについて泉川良

則先生に報告していただきました。まさに地域に根ざした保健活動の実践があり大いに参考になり

ます。

　緊張感漂う大宜味義夫先生のハーレーの旅、伊波智恵子様のカンボジアでの戸惑い。読み応えの

ある海外レポートありがとうございました。

　学会参加報告をしていただいた皆様、ありがとうございました。

　今年度の沖縄小児保健賞は、中央保健所の永山さなえ様と、訪問看護ステーションはえばるの活

動に対して授与されました。今後の活動も期待しています。

　さて、来年はいよいよ活動の拠点となる沖縄小児保健センターがオープンします。こども達が生

き生きと輝ける環境をつくるため、みんなで連携して活動しましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（當間隆也）



沖縄の小児保健142

沖縄の小児保健第35号

平成20年３月31日発行

発 行 人　　玉那覇　榮　一

編集代表　　當　間　隆　也

発 行 所　　社団法人　沖縄県小児保健協会

　　　　　　〒900-0034  那覇市東町１番１号

　　　　　　TEL 098－863－8462

印 刷 所　　沖縄コロニー印刷

編集委員

　　當　間　隆　也　　井　村　弘　子　　安次嶺　　　馨　　泉　川　良　範

　　池　間　尚　子　　大　庭　千　明　　具　志　一　男　　下　地　ヨシ子

　　知　念　安　紹　　比　嘉　文　子　　外　間　登美子　　銘　苅　辰　美


